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The Trust Bank

コーポレートカラー
コーポレートカラーは、シンボルマークが表現する価値観を統合し、親しみやすさとともに未来を感じさせる

「フューチャーブルー」としました。

シンボルマーク
シンボルマークは、“未来の開花（Future Bloom）”をテーマに、「高い専門性と総合力によって、新たな価値を
創造し、お客さまや社会の未来を花開かせる」という三井住友トラスト・グループのビジョンを象徴しています。
透明感のある4つの花弁は、お客さま・社会・株主・社員の各ステークホルダーに対する私たちのミッションを

表すとともに、それぞれの色彩は、私たちのバリュー（行動規範）である「信義誠実」（ナチュラルグリーン）、「奉
仕開拓」（ゴールデンオレンジ）、「信頼創造」（ブルーグリーン）、「自助自律」（スカイブルー）を表しています。



（1） 高度な専門性と総合力を駆使して、お客さまにとってトータルなソリューションを迅速に提供してまいります。

（2） 信託の受託者精神に立脚した高い自己規律に基づく健全な経営を実践し、社会からの揺るぎない信頼を確立してまいります。

（3） 信託銀行グループならではの多彩な機能を融合した新しいビジネスモデルで独自の価値を創出し、株主の期待に応えてま
いります。

（4） 個々人の多様性と創造性が、組織の付加価値として存分に活かされ、働くことに夢と誇りとやりがいを持てる職場を提供し
てまいります。

経営理念（ミッション）

お客さま本位の徹底 ー信義誠実ー
私たちは、最善至高の信義誠実と信用を重んじ確実を旨とする精神をもって、お客さまの安心と満足のために行動してまい
ります。

社会への貢献 ー奉仕開拓ー
私たちは、奉仕と創意工夫による開拓の精神をもって、社会に貢献してまいります。

組織能力の発揮 ー信頼創造ー
私たちは、信託への熱意を共有する多様な人材の切磋琢磨と弛まぬ自己変革で、相互信頼と創造性にあふれる組織の力
を発揮してまいります。

個の確立 ー自助自律ー
私たちは、自助自律の精神と高い当事者意識をもって、責務を全うしてまいります。

法令等の厳格な遵守
私たちは、あらゆる法令やルールを厳格に遵守し、社会規範にもとることのない企業活動を推進してまいります。

反社会的勢力への毅然とした対応
私たちは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対して、毅然とした姿勢を貫いてまいります。

私たち、三井住友トラスト・グループの役員・社員は、グループ経営理念を実践するため、以下の6つの行動規範を遵守してまいります。

行動規範（バリュー）

三井住友トラスト・グループは、信託の受託者精神に立脚し、高度な専門性と総合力を駆使して、銀行事業、資産運用・管理事
業、不動産事業を融合した新しいビジネスモデルで独自の価値を創出する、本邦最大かつ最高のステイタスを誇る信託銀行グ
ループとして、グローバルに飛躍してまいります。

目指す姿（ビジョン）
ー 「The Trust Bank」の実現を目指して ー
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  8　価値創造プロセス

10　当グループの強み（各種資本の優位性）

12　トップメッセージ

20　財務統括役員メッセージ

24　サステナビリティ（持続可能性）に関する取り組み

編集方針
三井住友トラスト・グループは、当グループの持続的な成長と、ステークホルダーの皆
さまへの価値提供に向けた共通価値創造の取り組みをご理解いただくために統合報
告書を作成しています。本報告書では、当グループが中長期で目指す姿を示した上で、
専業信託銀行グループとしての「事業戦略」とそれを支える「経営基盤」についてご説
明しています。編集にあたっては、IIRC（国際統合報告評議会）が発行した統合報告フ
レームワークを参考に、財務情報のみならず、ビジネスモデルやESG（環境・社会・ガバ
ナンス）などの非財務情報の充実を図っています。また、当社のディスクロージャーポ
リシーに則り、適切に開示しています。
なお、詳細な財務情報やESG情報についてはディスクロージャー誌資料編やウェブサ
イトをご覧ください。

＜報告対象＞
期間：  2017年4月から2018年3月

（一部に2018年4月以降の情報も含みます）
範囲：  三井住友トラスト・グループ

（三井住友トラスト・ホールディングス、
三井住友信託銀行およびその他の子会社・関連会社）

目次
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三井住友トラスト・ホールディングスの主な子会社等
【連結子会社・子法人等 64社、持分法適用関連法人等 24社】

議決権の所有割合を%で記載しています（子会社による間接所有を含む）。

100%100%

91.90%91.90%

100%100%

100%100%

100%100%

50%50%

100%100%

100%100%

84.89%84.89%

66.66%66.66%

上場会社

金融持株会社： グループの経営を管理する役割金融持株会社： グループの経営を管理する役割

三井住友トラスト・グループは、銀行、資産運用・管理、不動産業務関連のさまざまなグループ会社を有して
おり、これらグループ会社が三井住友信託銀行と連携することによって、信託機能と銀行機能の融合による
総合力を発揮し、お客さま起点のトータルソリューションをご提供しています。

国内ネットワーク

※同一拠点店舗を集約した実質ベースでは117店舗となります。
　なお、店舗詳細については資料編P.8～11をご参照ください。

三井住友信託銀行は、首都圏、近畿圏、中部圏を中心とするバランスの取れた店舗網を構築し
ています。また、インターネットにおいて、住信SBIネット銀行が全国をカバーしています。

（2018年3月末現在）

（2018年3月末現在）

北海道・東北・
中国・四国・九州

23店舗

首都圏

70店舗

近畿圏

34店舗

中部圏

21店舗

インターネットで日本全国をカバー
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● New York Branch
★ Sumitomo Mitsui Trust Bank (U.S.A.) Limited
■ Nikko Asset Management Americas, Inc.
■ Midwest Railcar Corporation

● Singapore Branch
■ Sumitomo Mitsui Trust
    Leasing (Singapore) Pte. Ltd. 
■ Nikko Asset Management Asia Limited

★ Sumitomo Mitsui Trust Bank (Luxembourg) S.A.

● Shanghai Branch
● Hong Kong Branch
★ Sumitomo Mitsui Trust (Hong Kong) Limited
■ Rongtong Fund Management Co., Ltd.
■ Zijin Trust Co., Ltd.
■ Nanjing Zijin Financial Leasing Co., Ltd.
◉ Beijing Representative Office (Banking Business)
◉ Beijing Representative Office (Securities Business)

◉ Seoul Representative Office

★ Sumitomo Mitsui Trust Bank (Thai) 
    Public Company Limited

■ BIDV-SuMi TRUST Leasing Co., Ltd.

◉ Jakarta Representative Office ■ Nikko AM Limited

★ Sumitomo Mitsui Trust (Ireland) Limited
● London Branch 
★ Sumitomo Mitsui Trust International Limited
★ Sumitomo Mitsui Trust (U.K.) Limited
■ Nikko Asset Management Europe Ltd.

ステイタス

海外ネットワーク

●海外支店（三井住友信託銀行）    ◉海外駐在員事務所（三井住友信託銀行）    ★子会社    ■主な関係会社

当グループは国内最大の資産運用・管理グループであり、各事業のいずれにおいても
業界トップクラスを誇る信託銀行グループです。

世界の主要な市場に独自の拠点を展開するとともに、現地金融機関や運用機関などとの
提携・連携を通じて、グローバルなプレゼンスの拡大に努めています。

（2018年3月末現在）

（2018年3月末現在）

受託事業
（資産運用・資産管理）

資産運用残高 87兆円 国内金融機関 第1位
資産管理残高※1 285兆円 国内金融機関 第1位
企業年金受託残高 13兆円 信託 第1位
年金総幹事件数 1,342件 信託 第1位
投資信託受託残高 73兆円 信託 第1位

不動産事業
不動産関連収益※2,3 538億円 信託 第2位
不動産証券化受託残高 15兆円 信託 第1位

証券代行事業 証券代行管理株主数※2 2,561万人 信託 第1位

個人トータル
ソリューション事業

投資信託・投資一任販売額※3 1.4兆円 国内銀行 第1位
遺言書保管件数 30,757件 信託 第2位
個人ローン残高 9兆円 国内銀行 第5位

法人トータル
ソリューション事業

法人向け貸出残高 18兆円 国内銀行 第4位
総貸出残高 28兆円 国内銀行 第5位

当社調査による推計値を含みます（2018年3月末時点）
※1 三井住友トラスト・グループ合算信託財産残高　※2 グループ会社合算　※3 2017年度実績

当グループの概要
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親会社株主純利益※

2013 2014 2015 2016 2017

1,539

（億円）2,000

1,500

1,000

500

0
（年度）

※ 親会社株主に帰属する当期純利益

株主資本ROE※

2013 2014 2015 2016 2017

7.40

（%）10.0

8.0

6.0

4.0

2.0

0.0
（年度）

※ 算出方法はP.20ご参照

手数料収益比率※

2013 2014 2015 2016

4,054

7,057

57.4

2017

（億円）10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0

60

40

20

0
（年度）

手数料関連利益（左軸） 実質業務粗利益（左軸）
手数料収益比率（右軸）

※ 手数料関連利益 ÷ 実質業務粗利益

（%）

経費率※1

2013 2014 2015 2016

2,370

4,351

61.7

55.5

2017

（億円）8,000

6,000

4,000

2,000

0

60

40

20

0
（年度）

（%）

経費（単体）※2（左軸） 総経費（左軸）

※1 経費 ÷ 実質業務粗利益
※2 三井住友信託銀行（単体）

経費率（右軸） 経費率（単体）（右軸）

不良債権比率（金融再生法開示債権）※

2014年
3月末

2015年
3月末

2016年
3月末

2017年
3月末

2018年
3月末

0.2

567

（億円）3,000

2,000

1,000

0

1.5

1.0

0.5

0.0

（%）

金融再生法開示債権（左軸）
※三井住友信託銀行（単体）

開示債権比率（右軸）

自己資本比率等

2014年3月末 2016年3月末 2018年3月末

13.74

11.33

16.31

（%）20.0

15.0

10.0

5.0

0.0

普通株式等Tier1比率 Tier1比率 総自己資本比率
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ESG経営―取り組みの原点（投資家視点）

ESG経営―強化してきた取り組み

25兆円
当グループは日本でESG投資を初めて開始した
パイオニアであるとともに、現在も株式や債券におい
て多様な投資手法を展開する国内では最大クラスの
ESG運用機関です。

（2017年9月末）

三井住友信託銀行のESG投資残高

5大テーマ
気候変動問題、自然資本（生物多様性問題）、環境不
動産、サステナブル投資（ESG投資）、超高齢社会問題
の５大テーマを中心にお客さまの課題解決型のビジネ
スを展開しています。

事業におけるサステナビリティ

100%
当グループは女性の活躍を支援する一方、男性にも
多様な働き方とワークライフバランスの実現を働きか
けています。三井住友信託銀行では、対象となる男性
社員全員が育児休業を取得しました。

（2017年度）

S （男性社員の育児休業取得率）

AA
「ESG経営金融機関No.1」を目指し経営にESG投
資家の視点を取り入れており、有力ESG調査機関から
国内金融機関最高位の格付けを受けるなど高い評価
を受けています。

（2017年MSCI格付け）

三井住友トラスト・グループのESG評価

▲27%
三井住友信託銀行の省エネ法対象施設の温室効果

ガスの総排出量を、経営統合後のピーク（2013年度）
から大幅に抑制しています。

（2017年度）

E （温室効果ガス排出量）

47%
三井住友トラスト・ホールディングスは社外取締役

比率を47％まで高め、会社から独立した客観的な立場
から経営に対する監督を行う取締役会の機能を強化
しています。

（2018年3月末）

G （社外取締役比率）
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活用する資本（P.10～11ご参照）

財務資本
• 質・量ともに充実した自己資本
を確保した健全な財務基盤

• 高度に分散された
 事業ポートフォリオ／
 健全なバランスシート

人的資本
• 強力な人材集団
• 多様性・健康・やりがいを
重視する企業風土

• 先進的な
人権マネジメント体制

知的資本
• 信託銀行ならではの総合力
と高度な専門性の蓄積

• グループ内の組織間連携を
通じた多様な機能の結集

• 革新的な信託商品等の開発力

設備資本
• 専門ノウハウを生かして
 蓄積した事業ごとの
 高度なIT情報基盤
• デジタル化を通じたお客さま
のニーズへの対応力

社会・関係資本
• 優良・堅固なお客さま基盤
• 信託の受託者精神に
立脚したお客さま本位を
徹底する企業風土

• 歴史に裏打ちされた
企業ブランド

• 国内外のパートナーとの
 ネットワーク

ビジネスモデルを支える堅固な経営基盤
（ガバナンス　リスク管理　コンプライアンス）

Input

経済・社会環境
• 高齢化の進展と資産承継ニーズの高まり
• 国内資金需要の低迷
• マイナス金利の長期化

• 地方創生に向けた官民一体での取り組み
• コーポレートガバナンス改革への期待
• お客さま本位への要請の高まり

専門的サービスの
たゆまぬ改善

お客さま本位のご提案
に向けた協働

個
人
の
お
客
さ
ま

法
人
の
お
客
さ
ま

ライフステージに
応じた

ソリューションの
ご提供

企業の規模・
スタイルに
応じた

ソリューションの
ご提供

幅
広
く
高
度
な
専
門
性
を
有
す
る
事
業
群

お
客
さ
ま
と
の
リ
レ
ー
シ
ョ
ン
シ
ッ
プ
・マ
ネ
ジ
ャ
ー

専業信託銀行グループのビジネスモデル
ミッション・ビジョン・バリュー

価値創造に影響を与える重要な項目　

企業の本質は共通価値の創造です。三井住友トラスト・グループは、さまざまな資本（経営資源）を活用しな
がら事業を推進し、お客さまや株主・投資家、社員やコミュニティなどのステークホルダーへの価値の提供を
通じて当グループの企業価値を高めます。創造した価値は資本を増強し、さらなる発展の基盤となります。
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提供する価値提供する商品・サービス

Output

共通
価値の
創造

資金関連業務

手数料関連業務

遺言信託

資産承継

銀行+資産運用・管理+不動産

不動産証券化

資産運用・管理+不動産

リース

その他

投資信託の販売

銀行+資産運用・管理

保険商品の販売

預金

企業向け貸出

個人ローン

為替、デリバティブ、M&A

銀行

資産運用・管理

年金信託

証券代行

資産運用・管理

建築コンサルティング

不動産仲介

不動産

業績の持続的拡大・キャッシュフローの創出
• 手数料ビジネスの成長、資金ビジネスの収益性の強化　• コスト競争力の強化

資本へ変換

財務
資本

人的
資本

知的
資本

設備
資本

社会・関係
資本

(マテリアリティ)のマネジメント（P.50～51ご参照）

コミュニティ（P.48～49ご参照）

• 高齢社会問題や気候変
動など環境問題の解決
に資する商品・サービス
のご提供

• 営業基盤である地域社会
の健全な発展への貢献

お客さま（P.26～47ご参照）

• 幅広く専門性の高い商
品・サービスのご提供

• 顕在・潜在ニーズを的確
に捉えたベストソリュー
ションのご提供

株主・投資家（P.20～23ご参照）

• 資本コストを上回る利
益の実現

• 中長期的な株主価値の
最大化

• 建設的な対話
• 非財務情報を含む透明
性の高い情報開示

社員（P.86～91ご参照）

• 多様な人材が夢や誇り
を持って当グループの
ビジネスモデルの実現
に向けて活躍する職場
の提供

• 多様な働き方の提供と
ワークライフバランス支援

• 能力・役割・成果に応じた
公平・公正な評価・処遇
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質・量ともに充実した資本

お客さまとの長期の取引を前提とする信託の特性を踏まえ、国
内の金融システム上重要な銀行（D-SIBs）として健全性維持のた
めに規制で求められる水準に加え、経済・市場の変調への備え等
を加味した水準を資本十分性の目標として設定しています。さら
に、持続的成長に向けた中長期的な観点からの投資機会を追求し
ながら、当該水準を安定的に確保するよう資本を運営しています。

普通株式等Tier1比率 11.33％

安定的な業務運営を可能とする財務基盤

事業ポートフォリオの分散、分散に配意した与信ポートフォ
リオ運営、安定収益増加に向けた取り組みなどにより、収益の
安定性を向上させるとともに、ヘッジ取引や機動的なポジショ
ン調整により、株価や金利といった市場変動リスクに対する耐
性を高め、安定的に業務を遂行するために必要な財務基盤を
構築しています。

不良債権比率 0.2％

強力な人材集団

当グループは、高い専門性を有し、担当職務における課題を
把握して自ら解決できる人材を多数擁していることが強みで
す。人的資本の途切れのない高度化を通じ、お客さまにご提
供する付加価値の最大化を図っています。

人的資本の高度化の足跡
2012年　SuMiTRUSTユニバーシティ設立
2013年　「人権方針」制定
2016年　「人材育成No.1金融グループ」宣言
2017年　ダイバーシティ＆インクルージョン推進室発足※

2017年　「働き方改革宣言」制定
2018年　「グループ人材育成方針」制定
※グループに先立ち2016年に三井住友信託銀行にダイバーシティ＆インクルージョン
推進室発足

多様性・健康・やりがいを重視する企業風土

信託銀行の業務は多岐にわたっており、組織を構成する人
材も多様なバックグラウンドを持っていることから、多様性の
重視は当グループの企業風土になっています。また、このよう
な多様な人材を融合し組織としてのパフォーマンスを最大化
させるために、心身の健康と仕事のやりがいを継続できる職場
環境作りにも積極的に注力しています。

先進的な人権マネジメント体制

基本的人権の尊重は言うまでもなく、企業においても全てに
優先されます。また、人を思いやる人権の基本精神は、お客さ
ま本位にもつながります。こうした観点から当グループは人権
方針を制定し、人権デューデリジェンスの定期的な実施など最
先端の人権マネジメント体制を構築しています。

人的資本

財務資本

専門ノウハウを生かして蓄積した
事業ごとの高度なIT情報基盤

信託銀行グループとして、各事業がそれぞれの特定領域に
おいて専門ノウハウを蓄積したITプラットフォームを保有して
います。例えば、個人トータルソリューション事業が保有する
i-Shipsはお客さまとの取引内容に加え、お客さまのライフイベ
ントに関する情報を記録しています。その記録を多面的に分析
することにより、個人のお客さまに対して、資産運用、相続、不
動産などに関わる適時、適切なご提案が可能になります。信託
銀行が管理する多種多様な情報と、高度な分析力を有する営
業支援システムが、お客さま満足度の高い商品・サービスのご
提供による付加価値創造に貢献しています。

デジタル化を通じた
お客さまのニーズへの対応力
お客さまの潜在的ニーズを発掘し、また、最適なソリュー

ションをご提供することを可能とするテキスト解析に特化した
AIや、信託銀行として蓄積しているさまざまな情報を多面的に
分析し、お客さまのニーズに合致した商品・サービスを予測分
析するAIなどの実証実験を進めています。当グループが蓄積し
てきた情報をベースに新たな情報も付加し、デジタル機能を活
用してコンサルティング業務の高度化を図り、お客さまの真の
ニーズへの対応力を高めることを目指しています。

業務プロセス改革・店舗戦略の推進により
5年程度で店舗事務の70％を削減予定

設備資本
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当グループの強み（各種資本の優位性）



信託銀行ならではの総合力と
高度な専門性の蓄積

当グループは、信託業を営む金融機関として日本で最も古
い歴史を持ち、今も本邦唯一の専業信託銀行グループです。信
託の発想で金融を考えられることは当グループの無形の強み
です。またさまざまな資格を持った専門性の高い人材が、その
強みを維持する原動力となっています。

グループ内の組織間連携を通じた
多様な機能の結集

高度に分散された金融事業のポートフォリオを持つ当グ
ループにおいて、組織間の連携は知的資本を有効に活用し、ア
ウトプットを最大化させる上で重要です。このような観点から
当グループでは、各事業における他事業への収益貢献を業績

評価に取り入れることで具体的な連携活動を促しており、また
専門部署を設置してグループ各社間の連携を推進しています。

革新的な信託商品等の開発力

当グループでは、信託銀行ならではのトータルソリューショ
ンをご提供するため、各事業やグループ会社がそれぞれの強
みやノウハウを生かすことにとどまらず、それらの専門性を結
合した横断的取り組みの推進に注力しており、各事業・グルー
プ会社の領域にカテゴライズされにくいテーマなどに対して、
中期的・継続的に研究活動を行う商品開発体制を構築してい
ます（詳細はP.78～79ご参照）。

財務コンサルタント249人 日本アクチュアリー会正会員43人

宅地建物取引士5,518人 FP※合格者5,318人

優良・堅固なお客さま基盤

当グループは、本邦唯一の専業信託銀行グループとして信託
ビジネスに圧倒的なお客さま基盤を持っており、資産運用・管
理業務においても国内最大のステイタスを誇ります。また、総
貸出残高は約28兆円に上り、法人向け業務におけるお客さま
基盤もメガバンクに次ぐ規模です。一方、個人向け業務におい
ても資産運用ニーズの高い60代以上のシニア層がお客さま全
体の3分の2以上を占めており、投資信託・投資一任運用商品
販売額は国内銀行トップです。こうした優良かつ堅固なお客さ
ま基盤が当グループの大きな強みとなっています（詳細はP.5ご
参照）。
また、三井住友信託銀行では、地域の皆さまと強固な信頼関

係を築くため､地域に根差した社会貢献活動｢With You｣活動
を展開しています（詳細はP.49ご参照）。

信託の受託者精神に立脚した
お客さま本位を徹底する企業風土  

戦後の復興に貢献をした貸付信託や社員の老後の生活の
安定に資する年金信託、認知症の方等の財産保全を目的と
した後見制度支援信託など信託銀行が高度な社会的役割を
担ってきたのは、重い義務が伴う信託の受託者としての負託に
応えてきたからにほかなりません。当グループは、こうした信託
の受託者精神をDNAとして色濃く持っています。お客さま本
位を徹底し、お客さまの「ベストパートナー」を目指すことは、
当グループの存在意義だといっても過言ではありません。

歴史に裏打ちされた企業ブランド

三井、住友の起源は江戸時代初期に遡ります。当グループが
お客さまの信頼を得て事業を営むことができるのは、単に三井
や住友の名前を冠しているからではありません。ともに400年
もの間信用を失うことなく社会のために尽くしてきたという歴
史の積み重ねがあり、それが何ものにも代え難い企業ブランド
につながっているからです。

国内外のパートナーとのネットワーク

トータルソリューションモデルの高度化には、多様なステー
クホルダーとの連携が不可欠です。当グループは、中立的なポ
ジションを生かした提携拡大によりお客さま基盤をさらに広
げ、効率的かつスピーディな成長を実現しています。また、サ
ステナビリティの分野において国内外のさまざまなイニシア
ティブに参画し、金融業界においてリーダーシップを発揮して
います。

資産運用残高87兆円  資産管理残高285兆円
国内金融機関トップ

2017年度With You支店ブログ投稿 2,155件
全国の営業店におけるWith You活動を随時紹介

三井家の家祖
三井 高利（1622～1694）

住友家の家祖
住友 政友（1585～1652）

社会・関係資本

知的資本

※FP：ファイナンシャルプランナー

（2018年3月末）

当グループの強み（各種資本の優位性）
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三井住友トラスト・ホールディングス
取締役執行役社長

大久保  哲夫
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環境認識

昨年度の経済環境を振り返りますと、海外景気の回復により企業の高い利益

水準が維持されたことから、国内においても総じて緩やかな景気回復が続き、国

内外ともに堅調に推移しました。

その一方で、米国での3回にわたる政策金利の引き上げ等、主要国で金融緩

和政策の出口に向けた動きが見られ、それに起因して、米国の長期金利の上昇

や株式市場が乱高下するなど、金融市場は不安定な状況が続きました。

また、保護主義による貿易摩擦の顕在化や、地政学リスクの高まりなど、グ

ローバルに金融・経済環境の不透明感・不確実性が高まっています。

国内においても、低金利環境の継続に加え、少子高齢化やデジタル化が急速

に進展しており、まさに、国内外で、社会・経済・金融のいずれの環境も大きく変

わる時代にあると認識しています。

2017年度の振り返り

このような経済・金融環境下においても、景気変動や市場変化に影響され難

い、持続的かつ安定的な成長を可能とするビジネスモデルの実現に向けて、当

グループは、2017年度から2019年度を計画期間とする、中期経営計画～The 

Trust Bankへの進化「第2の創業」～をスタートさせました。

具体的には、本邦唯一の専業信託銀行グループとして、①お客さまのライフイ

ベントや成長ステージに応じた多彩な商品・サービスの提供による手数料ビジ

ネスの強化、②資金ビジネスの収益性向上、③コーポレートガバナンスの変革と

フィデューシャリー・デューティーの高度化に取り組みました。

こうした取り組みを通じ、資産運用・資産管理や不動産などの手数料は着実

に増加し、また、長期化する低金利の環境下においても、国内の預貸収支は前年

度を上回る水準となりました。

この結果、2017年度の業績については、2016年度と比較して増収増益とな

り、連結業務純益、連結当期純利益ともに計画を達成する等、中期経営計画の

初年度として、順調なスタートを切ることができました。

1,670

526

357

1,751

538

359

（億円）3,000

2,000

1,000

0
2016 2017 （年度）

証券代行
不動産
資産運用・資産管理

手数料ビジネス

資産運用・資産管理、
不動産等の手数料は増加

トップメッセージ
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今後の事業運営

2018年度は、中期経営計画の2年目として、各種施策にスピードを上げて取り

組み、ビジネスモデル変革を早期に実現するとともに、資産運用・資産管理等の

当グループが強みとする事業領域において、他の金融機関の追随を許さないス

テージに成長を遂げていきたいと思います。

（1）トータルソリューションの進化
当グループの強みは、お客さまの多様化するニーズに対して、銀行・信託・不動

産機能を活用したトータルソリューションを、迅速かつ的確にご提供できること

と考えています。

トータルソリューションの特長は、「今だけではなく、お客さまの将来の姿を見

据え、部分だけではなく、資産・負債の全体を俯瞰してご提案する」点にあります。

当グループは、引き続き、この自らの強みであるトータルソリューション提供力

に一層の磨きを掛け、お客さまからの評価と支持をさらに高め、持続的・安定的

な成長を目指します。

具体的には、個人のお客さまには、ライフステージに合わせた的確なコンサ

ルティングや、多様なニーズに対応する保険・ローン・不動産等の商品ライン

アップの拡充などを通じて、資産形成や相続・資産承継のサポートに取り組ん

でいきます。

法人のお客さまには、資金ニーズへの適切な対応に加え、コーポレートガバナ

ンスの高度化、不動産、年金制度、福利厚生等の幅広い経営課題の解決に向け

たトータルソリューションをご提供していきます。

また、個人・法人の別を問わず、中長期的視点に立った有利で多様な運用先を

求めるお客さまには、当グループの機能を横断的に活用し、経済の有望分野や成

長分野への最適な投資機会をご提供していきます。

特に、2018年10月を目処として三井住友信託銀行株式会社の運用事業と三

井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社との統合により誕生する新たな

運用会社は、国民的ブランド力を持った、グローバルトップ20を目指したいと考

えています。

加えて、資産管理の分野でも、当社の連結子会社である日本トラスティ・サービ

ス信託銀行株式会社とみずほフィナンシャルグループの資産管理サービス信託

銀行株式会社の経営統合を通じ、各種のスケールメリットを追求し、証券管理機

能をより一層強化していきます。

トップメッセージ
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さらに、地域金融機関とのWin-Winな関係構築に向け、信託や不動産機能を

活用したアライアンスや、地域創生への貢献に資する活動も加速させていきま

す。

（2）クレジットポートフォリオの健全性と収益性の両立
当グループのクレジットポートフォリオは、相対的に信用リスクの低い、大企

業向け貸出や個人の住宅ローンを中心とした構成であり、不良債権比率は低位

で推移し、高い健全性を維持しています。

収益性については、低金利の長期化を背景にこれまで低下傾向にありました

が、収益性の高い貸出資産への入れ替えや、調達コストの削減への取り組みによ

り、国内預貸利鞘は底打ちの兆しを見せています。

今後も、お客さまの資金ニーズに適切にお応えしつつ、グローバルレベルでの

金融規制強化の流れを踏まえ、適切なリスクテイクとクレジットポートフォリオ

のマネージに取り組んでいきます。
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（3）持続的な成長を支える新事業・新業務の創出へのチャレンジ
このように、トータルソリューションの進化等に着実に取り組むと同時に、将

来に向けた当グループの持続的成長を実現するため、新たな事業や業務の創出

にチャレンジしていきます。

具体的には、新分野や注力領域における取組体制の整備を進め、競争優位な

ビジネス領域に資源を投入するとともに、将来の収益源の発掘に向けた成長投

資を機動的に行い、新たな価値を創り出していきたいと考えています。

また、社員自らの新たな商品・サービスの創造を促すためのアイデア募集企画

や、将来の当グループを支える中堅層による未来創造活動を推進することで、進

取の精神に富む風土構築を進めていきます。

（4）競争力の源泉となるコスト構造改革、生産性向上の推進
当グループは、2012年の銀行統合以来、重複店舗の集約をいち早く進め、既

に24％の店舗を削減するなど、経営の効率化を積極的に進めてきました。

また、営業店舗の9割を個人営業に特化させ、ローカウンター中心のレイアウ

トで、お客さまに対面でのコンサルティング営業を展開することで、来店される

お客さまの数は、銀行統合以来、ほぼ横ばいで推移しています。

来店客数・店舗数

（万人）
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24%削減

店舗数
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従来の銀行業界は、店舗数の多さが競争力の源泉でもありましたが、当グ

ループの大都市圏を中心とした効率的な店舗網や、「信託らしいface to face」

での対面コンサルティングの営業モデルは、現在の事業環境やお客さまのニー

ズの変化に適応しているものと考えています。

今後、多様化するお客さまのニーズにきめ細かなオーダーメードでのソリュー

ションをご提供していくためには、なお一層の業務効率化が必要となりますが、

当グループは、デジタル化の流れを捉え、中長期的な経費削減等を目的に、2017

年11月にデジタル企画部を新設する等体制を強化し、デジタル戦略によってこ

れを実現していきます。

具体的には、個人のお客さまの営業担当者向けに、取引の受け付けから承認・

実行までを可能とするタブレット端末を導入したほか、証券代行のお客さま向

けのコールセンターにおいて、AI運用の実証実験等に取り組んでいます。

このタブレット端末の導入によって、既に営業店事務の10％を削減していま

すが、今後も機能の追加開発等により、営業店事務の70％削減を目指していき

ます。

こうした経営の効率化への取り組みに加え、営業店部の事務スペースを削減

し、お客さまが快適に相談できる空間を確保した信託型次世代店舗の構築な

ど、デジタルの先端技術を積極的に取り入れ、お客さまの利便性向上や、新たな

商品・サービスの開発にもチャレンジしていきます。

（5）ビジネスモデル変革を実現させる人材群の構築
当グループは、さまざまな資質や能力を持つ多様な人材を、自らの競争力の最

大の源泉と位置付け、未来をつくる社員の成長とキャリア形成に関する人材育

成方針に基づき、総合力と専門性を高める社内研修等の充実を通じた育成強化

を図っています。

特に、トータルソリューション提供に必要な幅広い視野と経験を持つ人材の

育成に重点を置き、入社後一定期間内に複数事業を経験するなどの人材育成プ

ログラムに取り組んでいます。

また、2017年10月にダイバーシティ＆インクルージョン推進室を設置し、多様

な人材の活躍領域の拡大にも取り組んでいます。特に、女性のさらなる活躍は、

グループの人材戦略の中でも重要な取り組みの一つであり、今後も計画的な育

成や管理職登用の拡大などを実現していきます。

このような人材活用を進めていく上でも、その基盤となる社員の多様な働き

方とワークライフバランスの実現や、心身両面での健康増進が必須であると考え

ています。

トップメッセージ
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そのため、2017年5月に「働き方改革宣言」を制定の上、在宅勤務やモバイル

ワークを推進するとともに、勤務時間インターバル運営や時間外勤務の削減な

どに積極的に取り組んでいます。

そして、2018年2月には、経済産業省より、優良な健康経営を実践している法

人として「健康経営優良法人～ホワイト500～」の認定を受けました。

今後も、生産性向上と総労働時間削減を両立する「働き方改革」と「健康増進

経営」への取り組みを、当グループの持続的成長の実現に向けた重要課題と認

識し、多様な人材が能力を存分に発揮できる態勢の構築と、社員一人一人の活

躍を推進していきます。

（6）ESG経営の取り組み
2030年に向けて世界が一丸となって取り組むべき地球規模の優先課題を、国

連が17の目標と169のターゲットにまとめたSDGs（持続可能な開発目標）が注

目を集め、持続可能性（サステナビリティ）に関わる課題が世界共通言語になっ

たことで、企業にとっても配慮すべきリスクと追求すべきビジネス機会が明確に

なりました。

SDGsの目標を実現するためには、さまざまなステークホルダーを巻き込みな

がら資金を融通する「金融」の役割が非常に重要であり、こうした考え方が近年の

国内外のESG（環境・社会・ガバナンス）投資の急拡大の背景になっています。

そのため、当グループは、態勢面でもCSR推進室からサステナビリティ推進室

に変更し機能強化を行い、経営レベルでのESGの取り組みをさらに加速させて

います。

ESG投資の取り組みを強化するとともに、SDGsとの結び付き、関係の中でお

客さまの課題を特定し、トータルソリューションのご提供を通じて、お客さまの

長期的な企業価値の拡大に貢献していくとともに、ESG経営金融機関No.1を目

指していきたいと思います。

トップメッセージ
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最後に

現在、国内外の環境が大きく変わる時代にあり、個人・法人を問わず、お客さ

まの資産の運用や管理、承継へのニーズは、一層多様化、複雑化しています。

当グループは、変化が常態化する世界において、従来以上に的確でスピード

感あるトータルソリューションをご提供することで、持続的かつ安定的な成長

を可能とするビジネスモデルと、お客さまの「ベストパートナー」として選ばれ

る金融グループの実現を目指し、全力で取り組んでまいります。

皆さまには、今後とも温かいご支援を賜りますよう、心からお願い申し上げ

ます。

2018年7月

三井住友トラスト・ホールディングス
取締役執行役社長

トップメッセージ
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1． 2017年度の振り返り（中期経営計画1年目として）

当社は、昨年5月に、2017年度からの3カ年を対象とする中

期経営計画～The Trust Bankへの進化「第2の創業」～を公

表し、専業信託銀行グループとして景気変動や市場変化に影

響されにくい、持続的かつ安定的な成長を可能とするビジネ

スモデルへの変革を目指して各種施策を遂行しています。

2017年度を振り返ると、まず業績面では、信託の強みを生

かせる資産運用・資産管理や不動産などの手数料ビジネスに

おける成長、資産入替や調達コスト抑制による資金ビジネス

の収益性向上などにより、計画を上回る増収増益の決算とな

りました。また財務面では、政策保有株式に係る株価変動リ

スクや米金利上昇リスクといった財務リスクの削減を進めて

います。一部子会社におけるシステムコストの増加を主因に

2016年度
実績

2017年度
実績

2019年度
中期計画 目指す方向

（億円） 計画 前年度比 計画比

利益目標
実質業務純益 2,323 2,600 2,705 ＋381 ＋105 3,000 

親会社株主純利益 1,214 1,500 1,539 ＋325 ＋  39 1,800 

収益性指標
手数料収益比率 62.3％※1 57.4％ △ 4.9％ ― 50％台後半 60％程度

経費率（OHR） 64.5％ 62.0％ 61.7％ △ 3.1％ △ 0.3％ 50％台後半 50％台半ば

財務指標
株主資本ROE※2 6.07％ ― 7.40％ ＋1.33％ ― 8％程度 8％以上

普通株式等Tier1比率 11.19％ ― 11.33％ ＋0.14％ ― 10％程度 10％程度

三井住友トラスト・ホールディングス
執行役専務 財務統括

親会社株主に帰属する当期純利益
（期首株主資本合計 + 期末株主資本合計）÷ 2

×100
※2※1 2016年度は市場関連損益の悪化を主因とした実質業務粗利益の減少により手数料収益比率

が上昇しました。2012年度から2015年度の手数料収益比率は平均55.1％となっています。
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経費が増加するなど、課題も残りましたが、利益目標、収益性

指標、財務指標のいずれも、中期経営計画において目指すべ

き水準に向けて着実に改善しており、中期経営計画の初年度

としては概ね順調に進捗したと考えています。

２． 2018年度の展望

2018年度の事業環境としては、国内における超低金利環

境は継続する見込みである一方、米国の政策金利の引き上げ

に続き欧州においても金融緩和政策の転換が見込まれ、金融

市場の急変リスクへ備え、より慎重な対応が必要であると考

えています。当社としては、中期経営計画の各種施策を一層

加速させること、即ち、国内を中心とした手数料ビジネス領域

の強化を継続し、資金ビジネス領域では資金調達コストの抑

制に取り組む一方、与信業務については、より選別的かつリス

ク分散等に留意しつつ、資産入替による収益性の向上を図っ

ていきます。

また、注力領域である手数料ビジネスについては、昨年出

資したカーディフ生命保険との保険ビジネスにおける合弁事

業が2018年4月に開始し、10月には資産運用ビジネスにおけ

るグループ内の組織再編、資産管理ビジネスにおけるみずほ

フィナンシャルグループ等との合弁事業の開始（日本トラス

ティ・サービス信託銀行と資産管理サービス信託銀行の経営

統合）を予定しています。財務部門としても、こうした各事業に

おける中長期的な観点からの競争力強化に向けた戦略的な

取り組みを支え、推進していきます。

あわせて、業務効率化・生産性向上や顧客接点の拡大に向

けた投資も行っていきます。経費投入にあたっては効率的な

資源投下であることを検証しつつメリハリの利いた投資とす

ることは勿論、投資成果の早期実現、トップラインの拡大によ

る生産性の向上をとおして経費率を低下させる計画としてい

ます。

以上のように、単年度の業績目標・計画の達成に向けて尽

力するとともに、中長期的な観点からの取り組みも着実に進

めていきます。

3． 財務上の課題

財務上の課題としては、財務の健全性を維持しながら、収

益性・効率性を如何に向上させるかを第一に考えています。

お客さまとの長期間にわたる取引を前提とする信託銀行と

して、また、D-SIBs（国内の金融システム上重要な銀行）とし

て高水準での財務の健全性が求められていますが、同時に、

株主の皆さまからの負託に応え、将来にわたっての成長原資

を確保し財務健全性を維持するためには収益性・効率性の向

上が必要です。

2008年のリーマンショック以降、資本規制を中心に金融機

関に対する各種規制が強化され、健全性の向上が求められて

きた一方、超低金利環境や厳しい競争環境が継続するなか、

貸出や投資といった資金ビジネスの収益性は低迷する状況

が続いています。さらに、足元では、2017年末のバーゼル銀

行監督委員会にて合意された資本規制強化（バーゼル 最終

化）により、与信業務や政策保有株式に求められる資本が増

加することとなり、資本対比の収益性はさらなる低下圧力に

晒される見込みです。

係る環境下、当社としては、中期経営計画で掲げる手数料

財務統括役員メッセージ
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ビジネスの一層の強化と資金ビジネスの効率性・収益性の向

上を両輪で進め、持続的かつ安定的な成長を図ることで、健

全性と収益性のバランスの取れた事業構造、財務体質へと転

換させていきます。

また、政策保有株式については、2016年度に策定した「5年

程度で政策保有株式の普通株式等Tier1資本に対する比率

を半減させることに目処をつける」という削減計画に則り、着

実に残高を減少させていくとともに、一方で経済価値の維持

と資本の安定性向上を企図したヘッジ取引も適切に活用す

ることにより、財務基盤への影響縮減を継続していきます。

４． 資本政策

当社は、①資本の十分性・効率性と、②利益成長機会への

投資とのバランスを取りつつ、③中期的な株主還元の強化を

目指すことについては、何れも株主利益の最大化に資するも

のであり、これらを３点鼎立で考えていくことを基本方針とし

ています。

資本の十分性については、規制上の要求水準に加え、長

期のサービスを提供する信託の特性を踏まえ一定の資本水

準を確保する必要があることから、普通株式等Tier1比率で

株式（連結取得原価）

※株式（連結取得原価）÷普通株式等Tier1資本（有価証券評価差額除き）

普通株式等Tier1資本（有価証券評価差額除き）

政策保有株式の普通株式等Tier1資本に対する比率

16,364 16,897 18,091

6,945 6,662 6,304

35%39%42%（億円）

2021年3月末
計画

2018年3月末
実績

2017年3月末
実績

2016年3月末
実績

政策保有株式の普通株式等Tier1資本に対する比率※

財務統括役員メッセージ
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10％程度の水準を安定的に確保することを目標としていま

す。足元では、2018年3月末に11.3％を確保していますが、

2022年3月末より段階的に導入される見込みである資本規

制強化の内容（バーゼル 最終化ベース）を踏まえると、な

お、着実に資本を蓄積させる必要のある状態であると考えて

います。

ただし、バーゼル 最終化ベース移行による影響は、2017

年に公表の現中期経営計画での想定と大きく乖離するもので

はなく、資本政策・株主還元方針に直ちに影響を及ぼすもの

ではありません。従って、中期経営計画の着実な遂行により利

益成長と資本効率の高いビジネスモデルへの変革を推進する

ことにより、資本の蓄積を進めつつ、成長機会の追求、業績に

応じた株主還元強化とのバランスを勘案して資本を運営して

いきます。

株主還元策についても、2017年に公表の通り、業績に応じ

た株主利益還元策として、連結配当性向30％程度を目処とす

る配当還元を維持しつつ、利益成長機会とのバランスや資本

効率性改善効果を踏まえた自己株式取得等の実施により、中

期的に、総還元性向を40％程度に段階的に引き上げ、還元の

強化を目指すこととしています。将来的に資本がバーゼル

最終化ベースでも十分な水準に達した後は、事業環境を踏ま

えた成長可能性や株式価値評価の状況等を見極めながら、

資本政策・株主還元を改めて検討していきます。また、業績に

応じた株主還元の強化に加え、資本効率改善を目的とした自

己株式取得も視野に入れたいと考えています。

KPI※

2017年度実績 2019年度中期計画

利益成長 1,539億円 1,800億円

資本効率 7.40％ 8％程度

株主還元 37.4％ 40％程度

※利益成長：親会社株主純利益
資本効率：株主資本ROE
株主還元：総還元性向
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三井住友トラスト・ホールディングス　2018 統合報告書 ディスクロージャー誌 本編 23

三
井
住
友
ト
ラ
ス
ト
・
グ
ル
ー
プ
の
概
要

三
井
住
友
ト
ラ
ス
ト
・
グ
ル
ー
プ
が

目
指
す
姿

事
業
戦
略

経
営
基
盤

企
業
情
報



三井住友トラスト・グループのサステナビリティについての考え方

三井住友トラスト・グループのサステナビリティ推進体制

当グループはコーポレートガバナンス基本方針において、「積

極的なサステナビリティの取り組みを通じ社会の持続可能な発

展と当グループの企業価値の向上を図ること」を取締役会の役

割として明記しています。具体的な活動は経営会議の一環で開

催される「サステナビリティ推進会議」で決定した中期方針・年度

計画に基づき、経営企画部サステナビリティ推進室が統括しま

す。また、マテリアリティに関わる事項については、リスク委員会、

経営リスク管理委員会がそれぞれ取締役会、経営会議の諮問組

織としての機能を果たしています。

三井住友トラスト・グループの社会的責任に関する基本方針（サステナビリティ方針）

1
事業を通じた
社会・環境問題の解決への貢献

社会や環境の課題解決に資する商品・サービスを開発・販売することで、
当グループの業績向上も目指します。 B

2 お客さまへの誠実な対応 お客さまからの信頼が企業活動の基本です。お客さま保護や
お客さま満足度の向上、商品の安全性の確保等に努めます。 A

3 社会からの信頼の確立 コーポレートガバナンス、CSR、法令遵守、リスク管理等、
企業価値創造の基盤の堅固性を高めます。 A

4 環境問題への取り組み 自然共生社会、循環型社会の構築を目指し、環境負荷の低減に取り組みます。 A

5 個人の尊重 社会を形成する「人」を重視します。また、個人が最大限に能力を発揮する
職場環境作り、人材育成を行います。 A

6 地域社会への参画・貢献 健全な地域社会は健全なお客さま基盤を支えます。
With You活動を通じ地域の活動に参画・貢献します。 C

本部各部・各営業店
（サステナビリティ
責任者・担当者）

三井住友信託銀行
経営会議

（サステナビリティ推進会議）

グループ各社
（サステナビリティ
責任者・担当者）

グループ
サステナビリティ会議

三井住友トラスト・ホールディングス

（マテリアリティに関わる事項）

諮問

諮問

答申

答申

リスク委員会

経営リスク管理委員会

経営企画部サステナビリティ推進室

取締役会

経営会議
（サステナビリティ推進会議）

A

B

C

共通価値創造のためのマテリアリティ（重要課題）・マネジメントの推進（P.50～51ご参照）
当グループがステークホルダーとの共通価値を創造し成長を遂げていく上で、サステナビリティの視点は不可欠です。当グ

ループは、経営基盤を形成するものとしてESG（環境・社会・ガバナンス）を重視しており、利益成長においても持続性を期待す
る長期投資家の評価軸を取り込んだマテリアリティ・マネジメントを推進します。

事業におけるサステナビリティの取り組み（P.46～47ご参照）
当グループは専業信託銀行グループの機能を生かし、お客さまが直面する社会的な課題に対しトータルソリューションをご

提供することで、お客さまとともに持続可能な社会の構築を目指します。SDGs（持続可能な開発目標）はご提供する商品・サー
ビスが創造する社会的価値を把握する（妥当性を検証する）基準として活用します。

コミュニティへの価値提供（P.48～49ご参照）
社会の構成要素であるコミュニティへの価値提供は、事業基盤を健全に維持することにつながることから、事業を行う上で

必要な社会的ライセンスと考えられます。当グループはこうした観点からSDGsの視点も取り入れながらさまざまな形でコミュ
ニティへの価値のご提供を実践しています。
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国内外のネットワークを構築し、国際基準に則った
環境不動産の評価基準の構築に向けた土壌を醸成

認証制度（ラベリング）の導入後、環境配慮度と賃料と
の高い相関性＝市場有効性を実証分析し発表

出発点となる経済
価値理論を構築

事業における主要サステナビリティテーマとSDGｓ

超高齢社会
問題

気候変動
問題

自然資本
（生物多様性問題）

サステナブル
（ESG）投資

環境
不動産

重視する
5大サステナビリティ

テーマ

金融商品・サービスの提
供を通じた目標達成へ
の貢献

創造する社会的価値を
把握する（妥当性を検証
する）基準としてSDGs
を活用

　当グループは「環境（エコ）の問題に対し、信託（トラスト）の
機能を活用して解決（ソリューション）に貢献していく」という
趣旨から、環境金融事業を「エコ・トラステューション」と名付
け、長期的な視点で戦略的に取り組んでいます。５大テーマの
一つである「環境不動産」においては、建物の所有者の経済的
なインセンティブが不可欠と考え、環境配慮が不動産価格に
反映されるような市場メカニズムの形成を目標に置き、ステー
クホルダーを巻き込みながらステップを踏んだ取り組みを行っ
てきました。また、一連の活動の社会的な妥当性をSDGsと紐
付けることを通じて検証するとともに、敷地内の緑地保全を生

物多様性と関連させるなど環境不動産の意義を多面的に追求
することも行ってきました。こうした市場創造への貢献は、当グ
ループ自身のノウハウの蓄積やネットワークの拡大につなが
り、不動産事業のトータルソリューション力の向上に寄与しま
す。エコ・トラステューションは、社会的課題の解決への貢献を
当グループの利益拡大につなげる「共通価値の追求」の取り組
みと整理することができます。

環境不動産
ビジネスの推進
（商品例）

環境不動産事業
の活動目標

活動推進のための
広範な連携

必要な技術の
発見

CASBEE評価基準に組み入れ
られた環境要素

環境不動産
市場の創造と
拡大

環境配慮型建築
コンサルティング

「CASBEE-不動産」
認証申請支援
コンサルティング

スマートタウン・スマートシティの
「見える化」と構想策定支援

不動産事業のトータル
ソリューション力の向上

※国土交通省の主導のもと、日本で開発・普及が
　進められている建物の環境性能評価システム

【事例】 環境不動産とSDGsとの関連性

当グループは、事業においてさまざまなサステナビリティの取り組みを行っています。特に重視する5大テーマでは、SDGsとの関連

性も考慮しながら商品・サービスのラインアップの拡充を図っています。

不動産の環境付
加価値論を提唱
（2005年）

Step ❶

産官学の有識者を招き
サステナブル不動産研
究会を組成（2007年）

国連環境計画金融イニ
シアティブの不動産WG
に参加（2007年）

Step ❷

不動産関係者が容易に取得
できるCASBEE※-不動産の
開発を主導（2013年）

Step ❸

CASBEE評価とビ
ル賃料の相関を調
査し発表（2015年）

Step ❹

サステナビリティ（持続可能性）に関する取り組み
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進化を続ける、
お客さまの「ベストパートナー」
　現在、金融業界ではフィデューシャリー・デューティーという言葉が注目されています。「お客さま本位の

業務運営」と解釈されていますが、これは、信託の根幹をなす基本概念であり、当グループは大正13年の創

立以来、その概念を経営理念に置き、事業運営を行ってきました。お客さまの真の利益を追求するという

フィデューシャリー・デューティーの実践のためには、お客さまから信頼される高度な専門性とお客さまそ

れぞれのニーズに沿った最適な選択肢を提示するコンサルティングが最も重要であると考えています。

　三井住友信託銀行は、専業信託銀行グループの中核企業として、これまで培ってきた高度な専門性と総

合力を駆使し、最適なトータルソリューションをご提供することで、お客さまの安心感や満足度を高め、お

客さま基盤の拡大と持続的な成長を目指しています。

　お客さま本位の実践には、何よりもお客さまのニーズに寄り添うことが大切ですが、時代や経済環境の

変化によって、必要とされるソリューションも変わってきます。

　例えば、個人のお客さまに対しては、自らが資産形成を行う必要性が高まっていることに対し、年金事業

で培った高度な資産運用のノウハウを生かし、投資信託・ファンドラップや保険商品などの最適なポート

フォリオのご提案を行っています。また、高齢化の進展に対しては、信託機能を生かした資産の世代間移

転をサポートする商品・サービスのご提供を、相続においては、お客さまのおかれたさまざまな状況に沿っ

たオーダーメードのコンサルティングをご提供しています。

　法人のお客さまに対しても、銀行事業の取引を基盤としつつ、お客さまが直面するさまざまな課題にと

もに向き合い、解決に向けたソリューション提供を行っています。例えば、コーポレートガバナンスの高度

化に向けたIR／SRのコンサルティング、企業の福利厚生の充実のための社員さま向け投資教育のご提

供、資産効率を高めるための不動産活用のご提案など、非財務領域のサービスを拡充しています。

　これからも、お客さまの「ベストパートナー」としての地位を確立すべく、お客さま本位の業務運営の実

践にグループを牽引して取り組んでいきます。そして、時代に合ったサービスの進化により、社会的にも大

きく貢献していきたいと思います。

2018年7月

三井住友信託銀行
取締役社長
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資産形成
不動産

相続承継保険

資産運用

ライフステージに応じた
トータルソリューションのご提供

預金（円貨・外貨）、投資信託、投資
一任運用商品、一時払年金保険、
終身保険など幅広い資産運用ニー
ズにお応えする商品ラインアップ
と質の高いコンサルティングをご
提供しています。

住宅ローン等の各種ローン商品、財産形成信託や積立
投信、つみたてNISAなどの各種積立型運用商品で、お
客さまの資産形成をサポートしています。

不動産の売却、購入、住み替え、
有効活用等のニーズに対し、当グルー
プの幅広いネットワークを生かし
てお応えしています。

次世代への円滑な資産承継ニーズ
に対して、高度な専門性を生かした
コンサルティングと生前贈与、相続
に関連する豊富な商品・サービス
をご提供しています。

ライフステージごとの資産・負債両
面からのコンサルティングを通じ、
将来への備えとして、平準払終身保
険、平準払保障保険等の保険商品
をご提供しています。

主なグループ会社

三井住友信託銀行 三井住友トラスト・グループの中核会社として、個人のお客さまのさまざまなニーズ（預金、資産運用、遺言信託、住宅
ローン等）に対応したサービスを提供

三井住友トラスト・ウェルスパートナーズ 個人・法人のお客さまに対し資産承継・事業承継に関する専門的なオーダーメードのコンサルティングを提供

三井住友トラストクラブ 「ダイナースクラブカード」を日本国内で独占発行、ブランド力を生かした質の高いサービスを提供

三井住友トラスト・カード 国際ブランドのクレジットカード「VISA」「MasterCard」を発行

三井住友トラスト保証 三井住友信託銀行が提供する住宅ローン、消費性ローン等のお客さま向け保証業務を展開

住信SBIネット銀行 24時間取引の円預金口座、リアルタイム取引外貨預金、SBI証券口座との連携サービス、非対面取引による住宅ローン・
カードローンなどを提供するインターネット専業銀行

カーディフ生命保険 BNPパリバ・カーディフとの合弁会社。三井住友信託銀行をはじめ国内金融機関を通じ保険商品を提供

三井住友トラスト・ホールディングス 執行役員
三井住友信託銀行 個人トータルソリューション事業統括 斉藤 毅

個人トータルソリューション事業では、個人のお客さまの多様なニーズに対して信託銀行として
培った高度な専門性と専業信託銀行グループならではの多彩な商品・サービスでお応えしていま
す。世代ごとのニーズを踏まえた資産・負債両面にわたる総合的なコンサルティングを通じ、お客さ
まの「ベストパートナー」として一人一人に寄り添い、長期にわたる信頼、安心をご提供しています。

［事業統括役員からのメッセージ］

個人トータルソリューション事業では、個人のお客さまのライフステージごとに異なる幅広い
ニーズに対して、質の高い総合的なコンサルティングを通じて、資産運用、資産形成、相続承継、財
産管理等、信託銀行ならではの多彩な商品・サービスをご提供しています。

 事業の概要

［実質業務粗利益に占める割合※］

27%
1,937億円
（※2017年度実績）

個人トータルソリューション事業
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日本ではマイナス金利政策が継続され、超低金利環境が長きに
わたり続く一方、少子高齢化・人口減少の急速な進行により将来
の社会保障に対する不安感が強まっており、「人生100年時代」に
向け約1,900兆円に上る国内個人金融資産を活用した自助努力に
よる備えが不可欠となっています。さらに、高齢化社会においては
次の世代に対して円滑に資産を移転・承継するニーズも大きくなっ
ています。このようにマクロ環境、社会構造が変化していく状況下、
当グループは専業信託銀行ならではの高度な専門性と多彩な商
品・サービスを駆使して、個人のお客さまのライフサイクルに応じ
て変化する資産・負債の特性やそれに沿ったニーズを踏まえた総
合的なコンサルティング、的確なソリューションをご提供し、お客
さまの「ベストパートナー」となることを目指しています。
お客さまの「ベストパートナー」化に向けて、「三井住友トラスト・

グループのフィデューシャリー・デューティーに関する取組方針」
に基づき、お客さまの真の利益に適う商品・サービスのご提供、お

客さま本位の徹底とコンサルティングを支える専門能力のさらな
る向上に努めています。 
個人トータルソリューション事業の持続的な成長に向けて、重

要な取引基盤である退職前後層、シニア層に加え、住宅ローン、世
代間資産移転サポート信託商品等による資産形成層との取引拡
大を通じた、世代循環・世代連関型のトータルソリューション営業
モデルにより盤石で安定的な収益基盤の構築を目指しています。
また、生産性の飛躍的な向上に向けてビジネスモデル改革にも

チャレンジしており、デジタルトランスフォーメーションの実行に
より店舗で行う事務量の70%削減に目処をつけるなど、競争力の
源泉である対面コンサルティング時間の拡大、付加価値の向上に
取り組んでいます。今後もFinTechやAI技術などを活用した提案
プロセスの合理化、店舗の軽量化・ネットワークの最適化を進め
ていくことで、お客さまとの接点拡大とコスト削減の両立を目指し
ていきます。

 目指すべきビジネスモデル

個人のお客さまへのトータルソリューション営業モデル

資産

負債

住宅
ローン

退職金
運用

資産運用
相続・遺言

強みをさらに強化

強化

相続・贈与
（世代循環）

強化

資産形成層

住宅ローン顧客、確定拠出年金（DC）・職域顧客、
ダイナースクラブ会員など

退職前後層 シニア層

積立投資
平準払保険

老後資金の
調達

安定収益基盤の拡充

磐
石
な
顧
客
基
盤
の
構
築20代10代 30代 40代 50代 60代 70代 80代
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専業信託銀行グループならではの機能発揮を通じ、幅広い世代での資産形成、成熟した経済のもとでの資産承継などといった成長機会を
的確に捉え、持続的な成長を果たしていきます。

•収益安定化に向けた取り組み

お客さま本位のコンサルティングにより、お客さまの中長期の資
産形成をサポートし、価値ある商品提供を行っていきます。その結
果、預かり残高の拡大、投資運用コンサルティング関連収益におけ
るストック収益比率の引き上げを成し遂げ、安定した収益構造を
目指していきます。

•顧客基盤拡大に向けた取り組み

運用手法、顧客ニーズの多様化の中で、信託銀行としての豊富
な商品ラインアップを入口に幅広い世代のお客さまとの広範な取
引機会を獲得し、お客さまの課題解決に貢献していきます。

実質業務純益の推移
投資信託・保険等の販売関連収益は概ね前年度並みであった一

方、相続関連ビジネス収益の一過性要因の剥落により単体※1では、前
年度比45億円減益の111億円となりました。連結※2では、三井住友ト
ラストクラブの減益により同101億円減益の234億円となりました。
※1  三井住友信託銀行（単体）
※2  三井住友トラスト・ホールディングス（連結）

遺言信託件数（保管件数）の推移
相続承継ニーズの高まりを受け、財務コンサルタントをはじめ高

い専門性を有するスタッフによるコンサルティングを通じて遺言
書の作成から保管、執行までのトータルサポートをご提供する遺
言信託の契約件数は増加を続けています。

投資運用コンサルティング関連収益の推移
2017年度の投資運用コンサルティング関連収益に占めるストッ

ク収益の割合は52％に上昇しました。引き続きお客さまへの総合
的なコンサルティングを通じて、総預り残高の拡大、ストック収益
の比率引き上げを目指していきます。

平準払保険契約者数の推移
2016年3月末から2018年3月末の2年間において平準払保険の

ご契約者数は約4倍に増加しました。2018年6月にはBNPパリバ
との合弁保険会社であるカーディフ生命保険と協働開発した新商
品「ライフサイクルプラン」の販売を開始し、お客さまが真に必要と
する保障を必要なだけ組み合わせられるシンプルで分かりやすい
商品設計でお客さまの多様なニーズにお応えします。

 重点施策
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三井住友信託銀行とカーディフ生命保険との協働商品の開発について

　三井住友信託銀行は、2018年4月3日付けでカーディフ生命
保険（以下、「カーディフ」）の株式20%をBNPパリバ・カーディ
フから取得する手続きを完了しました。カーディフは銀行の金
融商品との親和性が高い保険商品の開発に強みを持ってお
り、カーディフとの保険ビジネスの協業を通じ、真にお客さま
本位の金融サービスをご提供していきます。
　カーディフとの協業の第一弾として2018年6月18日より「ラ
イフサイクルプラン」の取り扱いを三井住友信託銀行の国内全
店で開始しました。「ライフサイクルプラン」は、5種類の主契約
から必要な保障を必要なだけ組み合わせることができる組立
タイプ保険（カーディフの調べによると、同タイプの生命保険※

は銀行取扱商品で本邦初）で、お客さまのライフサイクルに応
じて「保障の追加・解約」も自由に組み合わせられる商品設計
となっています。
　「ライフサイクルプラン」は、保険商品に対する「特約が多く、

保障内容が複雑」「手続きが煩雑」というお客さまの声にお応
えし、以下の通り“シンプル”“カンタン”“おトク”の三つの特長
を備えています。

1. 必要な保障を必要なだけ提供する“シンプル”な保障
（「無駄なく備えられる」）

2. 複数の保障が1枚の申込書・同一の保険証券で契約可能で、
申込・管理が“カンタン”

3.組み合わせるほど保険料が“おトク”

　三井住友信託銀行では、今後もお客さまのライフサイクルに
応じた安心をご提供するため、税制・社会保障制度・年金制度
を考慮しながら総合提案を行う「信託銀行ならではの保険ビ
ジネスモデル」（トラストバンカシュアランス）の実現を目指して
いきます。
※ 複数の主契約を組み合わせ、1枚の申込書でお申し込みいただき、同一の保険証券で
ご契約いただける商品

•信託型次世代店舗・チャネル

　2018年9月に出店するコンサルプラザ調布を先行取り組み
として、お客さまへのトータルソリューションのご提供に適し
た次世代の店舗を展開していきます。

次世代店舗の基本仕様

店舗の軽量化（バックレス）

広い相談ブース（地域に応じたコンセプトブースも設置）

幅広い世代の多様なニーズへの対応（休日・時間外営業の強化など）

情報発信機能の強化

　金融機関全体の傾向として来店客数が減少していくなか、三
井住友信託銀行は、次世代の店舗での新たな業務運営や非対
面チャネルとの連携により、来店客数の維持、コンサルティン
グ機会の最大化に取り組んでいきます。

•デジタル化による事務削減・柔軟な業務運営

【第1段階】2017年度は、外訪担当者が訪問先で定期預金や
投資信託などの主要な商品のお手続きを受け付けできるタブ
レット型携帯端末を全店に導入しました。既に、お客さまの帳
票記入負担の軽減や、店舗の事務量の10％削減といった具体
的な効果が発現されています。
【第2段階】今後は、端末の機能拡張をはじめとした各種デジタ
ル技術の活用などにより、店舗の事務量の50％削減を図り、生
産性の飛躍的向上に取り組んでいきます。
【第3段階】店頭、外訪、事務の各セクションがボーダーレスに
タブレット型携帯端末を活用し、店舗で行う事務の70％を削
減しながら、お客さまへのコンサルティングに特化していく新
しい働き方の実現を目指します。

信託型次世代店舗

カーディフ生命保険

 今後の注力テーマ

本商品の詳細は、こちらをご覧ください。

三井住友信託銀行　生命保険 検索

https://www.smtb.jp/personal/saving/
insurance/

ライフサイクルプランイメージ

『ライフサイクルプラン』
。すまいてし表を」きつび結「るあでトプセンコの」ンラプルクイサフイラ「、はクーマルボンシ

「ライフサイクルプラン」の保障同士の「結びつき」。
お客さまと大切なご家族との「結びつき」。
そして、保険の原点ともいえる、人と人が支えあうという「結びつき」。
時の流れのように途切れることのない、たくさんの「結びつき」を大切にしていきたい、
私どもの、そんな“想い”をこのシンボルマークに込めました。

＜第1段階＞ 外訪端末導入（事務量10%削減）

＜第2段階＞ 端末の機能拡張（事務量50%削減）

＜第3段階＞ ボーダレスな働き方（事務量70%削減）

コンサルプラザ調布
は、軽量化、広い相談
ブース、遠隔相談シス
テムなど、次世代店舗
の要素を先行導入し
ていきます。
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主なグループ会社

三井住友信託銀行 各種ファイナンス、コンサルティング、M&Aアドバイザリー等、法人取引全般に関わる総合窓口

三井住友トラスト・パナソニックファイナンス（リース業務） パナソニック株式会社と三井住友信託銀行が出資する総合ファイナンス会社

三井住友トラスト・ローン&ファイナンス（ローン業務） 三井住友信託銀行100%出資の不動産担保ローンを中心とする総合金融会社

泰国三井住友信託銀行（銀行業務） タイで銀行業務を営む三井住友信託銀行100%出資の海外現地法人

紫金信託（信託業務） 三井住友信託銀行が19.9%出資する中国・南京市に本社を置く信託会社

Midwest Railcar Corporation（リース業務） 北米で鉄道貨車リース事業を展開する丸紅株式会社と三井住友信託銀行グループの合弁会社

BIDV-SuMi TRUST Leasing Company（リース業務） ベトナム4大国有商業銀行の一角を占めるBIDVと三井住友信託銀行のリース合弁会社

不動産、福利厚生、
株主対策など非財務

のニーズ 銀行、資産運用・管理、
不動産の多彩な機能の
ベストミックスによる
幅広いソリューションを
ご提供

運用商品を起点
ビジネスリソース・
ノウハウもご提供 
Win-Winの関係構築

幅広く高度な専門性を有する各プロダクト関連事業群

法人アセットマネジメント 法人トータルソリューション

運用商品 与信

金融法人・非営利法人 事業法人

高付加価値運用会社共同設立
信託代理店

ビジネス活動のパートナー

法人向け事業の全体像

法人トータルソリューション事業は、ご融資や各種ファイナンススキームのアレンジ業務、企業
コンサルティング業務、M&Aアドバイザリー業務などの事業内で所管する業務にとどまらず、法
人のお客さまとのお取引全般に関わる総合窓口としての役割を担っています。
不動産事業、受託事業、証券代行事業、法人アセットマネジメント事業、マーケット事業、個人トー

タルソリューション事業や海外の拠点・グループ会社まで含めた、多彩で、専門性の高い機能と有機
的かつ機動的に連携し、お客さまのニーズや課題に最適化したソリューションをスピーディー、かつ
ワンストップでご提供することで、お客さまの発展にさまざまな分野で貢献しています。

 事業の概要

［実質業務粗利益に占める割合※］

26%
1,834億円

（※2017年度実績、法人アセットマネジメント事業
を含む法人事業の合計）

法人トータルソリューション事業では、お客さまのニーズが資金取引のみならず、非財務や資産
運用・管理など複合的な分野へと高度化・多様化するなか、銀行、資産運用・管理、不動産などの専
門性の高い多彩な機能を融合させた専業信託銀行グループならではのトータルソリューションを
ワンストップでご提供することで、お客さまの企業価値や資産価値の増大、成長に貢献しています。

［事業統括役員からのメッセージ］

三井住友トラスト・ホールディングス 執行役員
三井住友信託銀行 法人トータルソリューション事業統括 北野 幸広
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技術革新の進展やグローバルな政治・経済環境の変化、少子
高齢化、コーポレートガバナンス高度化や労働環境改善への社会
的要請に加えて低金利環境の常態化などにより、法人のお客さま
のニーズは変化してきています。そうしたニーズの変化を個別の
お客さまごとにしっかり捉えることを出発点とし、専業信託銀行
グループならではの差別化したサービス、付加価値をご提供して
いきます。それにより、お客さまからの評価が向上し、新たなビジ
ネス機会獲得にもつながり、結果として収益強化、手数料収益の
拡大という収益構造転換も進展させていくことが当グループの目
指す姿です。
事業法人のお客さまにおいては、コーポレートガバナンス・コー

ドや働き方改革などの政府のイニシアティブもあり、企業の経営企
画・総務・人事・経理財務などのいわゆるコーポレート部門の課題
にも大きな変化が生じています。

ガバナンスの領域では、役員報酬体系の見直し、取締役会運営
のあり方などを含むガバナンス機構見直しや、ROE向上など、ま
た、資産形成に向けた対応としては、投資教育、積立制度導入と
いった従業員福利厚生などのニーズが拡大しています。このよう
に、コーポレート部門の課題、特に資金取引以外のいわゆる非財
務関連の経営課題が拡大するなか、これらの課題に対して、企業
のコーポレート部門と強いマルチコンタクトポイントを有する当グ
ループは、ワンストップで対応できる強みがあります。
リレーションシップ・マネジャーがハブとなり、ワンエンティティ

のシームレスな連携力をもって、専門性の高い各事業と協働し、ス
ピーディーにソリューション提供することを通じて、お客さまの「ベ
ストパートナー」の地位確立を目指します。

 目指すべきビジネスモデル

社会・環境変化 企業の非財務ニーズ

ガバナンス機構見直し

役員報酬体系

取締役会運営

ROE向上

不動産有効利用

従業員福利厚生

投資教育

積立制度導入

資産運用

運用サポート

多面的な情報力 専門性の高いプロダクト

取引先
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ト
部
門
の
複
合
的
な
経
営
課
題
を
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
で
吸
い
上
げ

ガバナンス、役員報酬、
IR・SR等コンサルティング

証券代行

世の中の流れ・政府のイニシアティブが
信託関連ビジネスを後押し トータルソリューション営業モデルの進化

不動産仲介
不動産マネジメント

不動産

確定拠出年金（DC）
積立貯蓄・積立投信

年金・職域

多様な運用
ソリューション

資産運用・管理マイナス金利

働き方改革

コーポレート
ガバナンスの
高度化

「貯蓄から資産形成」
に向けた取り組み

法人トータルソリューション事業
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実質業務純益の推移※1

外貨建を中心とする低採算資産の圧縮によるスプレッド改善、
外貨調達費用の減少、プロダクト関連与信の取り組み強化によ
り、資金収支が改善したことなどから、単体※2では前年度比105億
円増益の891億円、連結※3では同126億円増益の1,166億円となり
ました。
※1  法人事業の合計
※2  三井住友信託銀行（単体）
※3  三井住友トラスト・ホールディングス（連結）

プロダクト関連与信の強化
世界的な金融緩和、円マイナス金利、外貨調達コストの上昇な

ど、厳しい投融資環境が続くなか、与信収益と収益性の持続的向
上に向け、高収益のアセットへの取り組みを強化しています。円高
の影響を除けば、プロダクト関連の与信残高（航空機等のアセット
ファイナンス、プロジェクトファイナンス、不動産ファイナンスなど）
は着実に伸長しています。

 重点施策

 業績ハイライト

2015 2016 2017

0

1,200

800

600

（億円）

単体 連結

891

1,166

（年度） 2016年
3月末

2017年
3月末

2018年
3月末

0

6

4

2

（兆円） 5.7

クレジットポートフォリオの収益性向上
外貨建コーポレートローンを中心とする低採算資産の圧縮やス

プレッド改善を通じたクレジットポートフォリオの改革を進めると
ともに、プロダクト関連資産については収益性、安全性（回収率・期
間）を重視して、選別的に取り組み、収益力の強化を図ります。

トータルソリューションの進化
お客さまが抱える課題は単一部署の課題から複合的な経営課

題へ高度化し、トータルソリューションへの期待が従来以上に高
まっています。
専門性の高い各事業が設定した活動テーマを起点に、リレー

ションシップ・マネジャーと各事業が連携を強化し、お客さまへの
付加価値ご提供の最大化を図ります。

複数の活動テーマに跨るお客さまに対する最適なソリューション
提供に向け、事業間連携を一層強化していきます。

不動産
テーマ活動

証券代行
テーマ活動

年金
テーマ活動

0

（兆円）25

20

15

10

5 10.76

3.93

2.91

10.86

3.40

2.94

2.81
2.88

10.47

3.25

3.22

3.08

20.02 20.0420.49

28%
29%

31%

3.22

3.08

2020年3月末
中期計画※

2019年3月末
計画

2018年3月末
実績

2017年3月末
実績

■■プロダクト関連（外貨）　■■プロダクト関連（円貨）　
■■コーポレート（外貨）　　■■コーポレート（円貨）
　　プロダクト関連与信比率
※2020年3月末の外貨残高は、2017年3月末の為替レートを横置き

知見を有する貸出領域を中心に積極的な取り組みを推進
▼

投資家向けに商品化も企図

航空機ファイナンス

不動産ノンリコースローン

プロジェクトファイナンス

シップファイナンス

トレード・コモディティファイナンス

プロダクト関連与信の強化

法人向けクレジットポートフォリオの推移

法人トータルソリューション事業
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運用のご提案から商品開発・アフターフォローまで一気通貫で展開

信託銀行として培ってきたノウハウ・機能
投融資 資産運用 資産管理 不動産 マーケット

三井住友トラスト・グループ

お客さま

リスク管理・モニタリングのサポート、預かり資産の状況報告等のアフターフォローサポート

信託機能を活用、投資家が取れるリスク・形態にアレンジしてご提供アレンジ

さまざまなリスク市場・アセットクラスに対する目利きソーシング

投資家ニーズを起点として最適な運用をご提供コンサルティング

経済の成熟化や人口の高齢化、減少への転換など社会構造が変
化するなか、「お客さま本位の資産運用」は金融機関の重要な役割
となります。
法人アセットマネジメント事業では、運用難に直面する金融法人

や非営利法人のお客さまを中心に、当グループが培ってきた有価
証券から不動産、プライベートエクイティ、航空機、各種プロジェク
トなどにわたる、多様な資産運用・管理のノウハウとコンサルティ
ング力を生かし、ご提案から商品開発・アフターフォローを一気通

貫でご提供することで、それぞれのお客さまに応じた最適な資産運
用の実現に貢献しています。
また、当グループが有する相続・承継や不動産といった多彩な財

産管理機能や資産運用機能と、地域金融機関等のお客さまが有す
る顧客基盤を融合させるWin-Winの関係を構築すべく、さまざま
なアライアンスを強化していくことで、相互に持続可能なビジネス
の成長を目指すとともに、地域への貢献の拡大を追求しています。

 事業の概要および目指すべきビジネスモデル

金融法人等向け私募投信･オルタナティブアセット残高の推移 合同金信等残高の推移

低金利環境の常態化から、法人のお客さまの資金運用ニーズの
高度化・多様化がますます進展するなか、プライベートエクイティ
をはじめとしたさまざまなオルタナティブ領域の運用商品や、機関
投資家のニーズに合わせた私募投資信託、安定的な運用機会をご

提供する合同金銭信託など、お客さまの運用ニーズに合わせた幅
広い運用商品ラインアップの強化に取り組みました。この結果、法
人アセットマネジメント事業における運用残高は着実に伸長してい
ます。

 業績ハイライト

2018年
3月末

2017年
3月末

2016年
3月末

2015年
3月末

0

（兆円）3

2

1

2.8

2018年
3月末

2017年
3月末

2016年
3月末

2015年
3月末

0

（兆円）1.5

1.0

0.5

1.3

資産運用 不動産 相続・承継

地域金融機関のお客
さまのニーズの変化

資産運用・資産形成
ニーズの高まり

不動産運用・処分
ニーズの高まり

相続・贈与・承継
ニーズの高まり

地域金融機関の
ニーズ

①お客さまの多様化するニーズへの対応力の拡充
②収益源泉の多様化、貸出・有価証券運用以外の収益拡充

当グループの
専門機能の活用

資産運用会社の
協働運営 不動産

ソリューションの
ご提供

遺言信託・資産承継
サービスなどの
ご提供コンサルティング営業

のノウハウのご提供

地域金融機関等のビジネスニーズ対応や
収益源泉多様化をサポート

法人アセットマネジメント事業では、経済の成熟化や人口の高齢化等の社会構造・金融環境の変化に
よる運用難やそれに伴う経営課題を抱える法人のお客さまに対して、資産・負債の両面から専業信託銀
行グループならではのトータルソリューションをご提案しています。当グループで培ってきた、有価証券か
ら実物資産に至る多彩な資産運用・管理のノウハウとコンサルティング力を発揮できる注力分野として、
より多くのお客さまの「ベストパートナー」に選んでいただくことを目指しています。

［事業統括役員からのメッセージ］

三井住友トラスト・ホールディングス 執行役員
三井住友信託銀行 法人アセットマネジメント事業統括 野口 謙吾
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法人アセットマネジメント事業



主なグループ会社

三井住友信託銀行 企業年金に係る制度設計・運用・管理・コンサルティング、機関投資家を中心とした資産運用、投資
信託受託等の資産管理サービスの営業・企画等を行う信託銀行

日本ペンション・オペレーション・サービス　 年金管理業務における事務・システム専門会社（みずほ信託銀行との合弁事業）

三井住友トラスト・アセットマネジメント グループの総合力を駆使しながら、投資信託の運用ならびに質の高い営業サポート業務を行う資産
運用会社

日興アセットマネジメント アジアを中心にグローバルに展開する、独自色を持った資産運用会社

三井住友トラスト・インターナショナル 海外投資家向け運用商品受託・販売業務や有価証券貸借取引業務を行う拠点

スカイオーシャン・アセットマネジメント 横浜銀行、京都銀行、群馬銀行、東京きらぼしフィナンシャルグループと共同出資する資産運用会社

JP投信 ゆうちょ銀行、日本郵便、野村ホールディングスと共同出資する資産運用会社

日本トラスティ・サービス信託銀行 資産管理サービスに特化した信託銀行（りそな銀行との合弁事業）

米国三井住友信託銀行 海外有価証券の管理業務の米国拠点

ルクセンブルグ三井住友信託銀行 海外有価証券の管理業務の欧州拠点

三井住友トラストUK 海外有価証券の管理業務の英国拠点

三井住友トラスト・アイルランド 外国籍ファンド管理業務の中核拠点

受託事業は、年金業務・資産運用業務・資産管理業務の三つの業務で構成され、年金制度設計
から運用・管理に至るまで、高度な専門性やノウハウをグループ一体でシームレスに展開すること
により、お客さま本位の高付加価値サービスをご提供しています。

 事業の概要

［実質業務粗利益に占める割合※］

24%
1,697億円

資産運用 資産管理

年金

　年金制度のプロフェッショナルとして、確定給付企業年金（DB）、確定拠出年金（DC）双方の制
度から、お客さまに最適なオーダーメードの制度設計をご提案しています。

年金

　経験豊富なアナリストやファンドマネージャーを多数擁しており、高度な専門性と総合力を結
集した運用コンサルティングと多様なプロダクトのご提供によりお客さまの幅広い運用ニーズに
お応えしています。

資産運用

　お客さまが投資する有価証券の管理、決済、運用、保管状況に関する報告書の作成、有価証券
の貸出など、多様化・高度化する資産管理に関するさまざまなサービスを国内外でご提供してい
ます。

資産管理

（※2017年度実績）

受託事業は、信託の本質たる資産運用機能と資産管理機能を、お客さまのさまざまなニーズに応じ
た形でご提供しています。資産運用ビジネスでは、企業年金ビジネス等での確固たる実績に裏打ちされ
た「中長期の資産形成」に資するサービス提供力に強みを有しており、資産管理ビジネスでは、年金や投
資信託の運用会社を中心としたお客さまの多様なニーズへの対応力に定評があります。既に有している
強みをさらに磨き上げるとともに、サービスと事業基盤の多様化・拡大を通じて、当グループの手数料ビ
ジネスの成長を牽引していきます。

［事業統括役員からのメッセージ］

三井住友トラスト・ホールディングス 執行役員
三井住友信託銀行 受託事業統括 土屋 正裕
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国内最大規模の金融グループとして「貯蓄から資産形成へ」の流れを主導し、「国民の資産形成」「日本経済・企業の持続的成長」「本邦イ
ンベストメントチェーンの多様化・高度化」に貢献しつつ、当グループの手数料ビジネスの成長を牽引していきます。

ビジネスモデル実現に向けて信託の本質たる資産運用・資産管理機能を一層強化していきます。資産運用業務においてはグループ内の
資源集約・運用力向上を通じたアクティブ領域の拡大、資産管理業務においてはサービスの多様化を追求し、併せて残高・収益・顧客基盤
の拡大を目指します。

 目指すべきビジネスモデル

年金

マイナス金利に伴う
資産運用ニーズの多様化

「人生100年時代」を見据えた
年金制度の改革ニーズの高まり

年金制度・年金運用・
福利厚生一体での
サポート強化

環境

方向性

「国民の資産形成」「日本経済・企業の持続的成長」
「本邦インベストメントチェーンの多様化・高度化」に貢献

資産運用

運用力の強化

提供基盤の拡張

スチュワードシップ活動の高度化

運用環境の変化

資産形成ニーズの高まり

スチュワードシップ・コードの改訂

資産管理

アウトソースニーズへの対応

規模のメリットの追求

合理化・サービス高度化

運用の多様化・高度化

投資信託市場の拡大

低報酬化の進展

非流動性
資産

国内 海外

リテール
PB※・富裕層

運用力

• グループ会社と
 一体となって展開
• 国内外のネットワークを
 活用

資産運用ビジネスの現状

顧客基盤

マルチ
アセット

スマートβ

伝統資産
アクティブ

機関
投資家

リテール
PB※

資産運用残高・
収益の拡大

アクティブ領域の
拡大

顧客基盤の
拡大

金融法人年金・共済

インデックス

“JABIS”※
ミドル業務
アウトソース

国内 海外

サービス

• 国内の強固な顧客基盤を
 軸に展開
• グループ会社の機能も
 活用した各種サービス提供

資産管理ビジネスの現状

顧客基盤

ファンドアドミ
カストディ
レンディング

投信
管理系信託

非日系

資産管理残高・
収益の拡大

サービスの
多様化

顧客基盤の
拡大

金融法人運用会社

※ JABIS: 運用会社等のミドル・バックオフィス業務のアウトソースサービス※ PB: プライベートバンキング

資産運用 資産管理

資産運用・資産管理機能の強化イメージ

受託事業
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年金制度・運用・管理をシームレスに扱う当グループの強みを生
かした「福利厚生サポートのメインバンク化」、グループ内に有する
多様な運用会社の特長を生かした「マルチブティック運用会社グ

ループ化」、ご提供サービスの多様化やアウトソースニーズへの対
応による「資産管理事業モデルの高度化」を推進することで、顧客
基盤・残高・収益の拡大を追求します。

企業年金ビジネスにおいて時宜を捉えた制度・運用提案により
DB残高※1・DC加入者※2を増加させるとともに、個人や金融機関な
どの多様なニーズに資産運用・資産管理の両面から適時に対応す
ることにより、受託残高は着実に増加。実質業務純益は、前年度比
91億円増加の591億円となりました。
※1  三井住友信託銀行の受託残高
※2  三井住友信託銀行が運営管理機関を務めるDC制度の加入者

資産運用
グループ資産運用残高は、5年間で約23兆円増加し、本邦1位の

ステイタスを誇っています。グループ内の多様な運用会社のそれぞ
れの強みを生かしながら、幅広いお客さま（年金・共済・金融機関・
個人・海外投資家等）の多様なニーズに対応した商品をご提供す
ることにより、順調に残高を増加させています。

年金
投資教育やウェブサービス、コールセンターなどに対するお客

さまからの高い評価を背景に、大規模DC制度の受託拡大に加え、
厚生年金基金の後継制度としてのDC受託も拡大したことにより、
DC加入者数は4年間で約51万人増加し、業界トップクラスの水準
にあります。

資産管理
国内資産管理残高は、運用手法の高度化および運用資産の多

様化に対応することにより、資産管理業務の中核を担う投資信託
受託を中心に、5年間で約63兆円増加しています。また、海外資産
管理残高についても、日系のお客さま向けサービスを高度化し続
けることで、5年間で約1,050億ドル増加しています。

 重点施策

 業績ハイライト

実質業務純益の推移 DC加入者の推移

2015 2016 2017
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グループ資産運用残高の推移 グループ資産管理残高の推移
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運用力の強化

2018年10月に、法人・機関投資家のお客さま向けに高いノ
ウハウ・品質を有する三井住友信託銀行の運用機能を分割し、
DC・ファンドラップ・インデックス投信等を中心に個人のお客
さま向けに業容拡大を図ってきた三井住友トラスト・アセット
マネジメントに統合します。経営資源の集約と成長分野への投

下を通じて、運用力の強化を図るとともに幅広い分散投資ニー
ズに対応した豊富なラインアップを装備し、多様なニーズにス
ピーディーに対応することによりお客さまの利益最大化を追
求していきます。

2018年3月末 2018年10月～

三井住友信託銀行 三井住友トラスト・
アセットマネジメント 三井住友トラスト・アセットマネジメント

運用フロントを三井住友トラスト・アセットマネジメントに集約

•投資アイデアの量産につながる運用力向上
•プロフェッショナル人材が活躍する企業風土の醸成

顧客フロントを担う三井住友信託銀行との連携強化

•スピーディーな商品企画・開発機能の強化
•機動的な提案の実現による営業力強化

資産運用残高 53.8兆円 10.0兆円

特長
企業年金シェア本邦1位 DC投信残高本邦1位

国内に確固たる基盤を有し、
伝統資産からオルタナティブ
運用まで幅広く提供

個人向けの窓販に加え、DC、
金融機関へも投資信託を提供

サービス提供基盤の拡大

当グループの有する資産運用分野のノウハウを、スカイオー
シャン・アセットマネジメントやJP投信に提供することを通じ
て、地域金融機関等の幅広いお客さまに中長期かつ安定的な
資産運用サービスをご提供していきます。

規模のメリットの追求

2018年3月に、資産管理ビジネスの中核会社である日本トラ
スティ・サービス信託銀行（JTSB：りそな銀行との合弁事業）
とみずほフィナンシャルグループ傘下の資産管理サービス信
託銀行（TCSB：みずほFGと生命保険各社との合弁事業）の経
営統合について出資会社間において合意し、2018年10月に、

両社を100％子会社とする持株会社（JTCホールディングス）
を設立、2021年を目処に、両社と当該持株会社を合併させる
ことにより、統合会社を発足させることとしています。規模のメ
リットを生かし、合理化・サービス高度化を追求していきます。

2018年3月末 2018年10月～

JTSB TCSB
JTCホールディングス

JTSBおよびTCSBの経営資源およびノウハウを結集

•幅広い業務領域における高度な専門性を発揮
•専門人材育成等による業務運営を高度化

規模のメリットを追求

•安定的かつ高品質なオペレーションを実現
•システム開発力を強化

預かり資産残高※ 309兆円 384兆円

主要株主

当社 66.6%
りそな銀行 33.3%

みずほFG 54%
生保各社 46%

アウトソースニーズへの対応

運用資産の多様化、運用手法の高度化の進展を踏まえた受
託体制を強化するとともに、当グループが資産運用機関、銀行
として培ったノウハウを組み合わせた、より付加価値の高い資
産管理サービスをご提供していきます。

サービス提供のイメージ

三井住友トラスト・グループ お客さま

資産運用機関
銀行
資産管理機関

パフォーマンス分析
リスク分析
カストディ・アドミ・レポー
ティング

資産運用機関
金融機関等

資産運用ビジネス

資産管理ビジネス

 今後の注力テーマ

2016年3月末 2017年3月末 2018年3月末

0

（億円）

スカイオーシャン・アセットマネジメント JP投信

705

1,090
1,000

750

500

250

資産運用残高

※2017年12月末時点
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証券代行事業では、会社法に基づく「株主名簿管理人」としてお客さまに代わって株式実務を担
い、お客さまの事務の効率化や適正化を実現する株主名簿管理業務に加え、次のような各種コン
サルティングを総合的にご提供しています。

① 豊富な実務経験と高い専門性でお客さまの
株式実務を支える「株式実務・総会実務コン
サルティング」
② 株式上場に向けた実践的なサポートを行う
「IPO（株式上場）コンサルティング」

③ お客さまの投資家戦略・資本戦略・広報活動
（IR・SR）をサポートする「投資家・資本戦略
コンサルティング」
④  お客さまのガバナンスに関する取り組みの
高度化対応をサポートする「ガバナンス強化
に向けたコンサルティング」

 事業の概要

［実質業務粗利益に占める割合※］

5%
359億円

法
人
の
お
客
さ
ま

組織再編、機関設計の見直し、買収防衛策導入と
いった株式実務および株主総会運営に関わるさま
ざまなご相談に対し、きめ細かなコンサルティング
をご提供

株式実務・総会実務コンサルティング

経営陣（役員）と投資家（株主）の利害を一致させ、企
業価値向上を目指すためのさまざまな経営課題に
対し、ソリューションをご提供

IR・SRコンサルティング
証券代行機関としての独自のノウハウや特長を最大
限に生かしたサービスをご提供。国内外機関投資家
に関する実質株主判明調査・各種情報提供のほか、
海外SR支援、個人株主向けイベント支援など、実践
的かつ効果的にサポート

投資家・資本戦略コンサルティング

役員報酬コンサルティング、取締役会実効性評価サ
ポート、統合報告コンサルティング、機関設計移行コ
ンサルティング、役員トレーニングサポートなど、
コーポレートガバナンス強化に向けた各種ソリュー
ションのご提供でサポート

ガバナンス強化に向けたコンサルティング

将来の株式上場を志向している未上場会社に対し
て、株主名簿や定款等諸規程の整備、増資・株式分
割・ストックオプション導入、株式上場に向けたスケ
ジュールや必要な各種手続き、上場後を想定した株
主総会の運営などをコンサルティング

IPOコンサルティング

三井住友トラスト・グループ

主なグループ会社

三井住友信託銀行 株主名簿管理業務、IPO・ガバナンス・IR/SR関連等の各種コンサルティング

東京証券代行 株主名簿管理業務、IPO・ガバナンス・IR/SR関連等の各種コンサルティング

日本証券代行 証券代行業務全般のほか、投信・一般債の管理・受渡決済を行う証券業務

三井住友トラストTAソリューション 証券代行事業全般の事務・システムの運営

日本株主データサービス 株主名簿管理事務の受託業務、システム開発・運営

（※2017年度実績）

証券代行事業では、コーポレートガバナンス改革を「形式」から「実質」へ進化させていくための
企業と機関投資家との対話促進・情報提供の充実を中心とした取り組み強化が要請されている状
況を踏まえ、上場企業受託社数、管理株主数ともに業界No.1の顧客基盤を梃子に、お客さまの「ベ
ストパートナー」として、企業ごとに多様化・複雑化している各種課題に対し、幅広いソリューショ
ンをご提供しています。

［事業統括役員からのメッセージ］

三井住友トラスト・ホールディングス 執行役常務兼執行役員
三井住友信託銀行 証券代行事業統括 海原 淳
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「過去から培ったお客さまの株式実務のベストパートナーとして
の強固なリレーションを起点に、外部環境変化により重要性を増
している投資家・資本戦略等の経営課題に対し、事業横断でのソ
リューションをご提供するベストパートナー」を目指します。
「スチュワードシップ・コード」「コーポレートガバナンス・コード」
制定以降、企業を取り巻く環境が大きく変化し、お客さまのニー
ズもこれまでの株式実務・株主総会支援に加え、ガバナンス強化・
ESG対応・インセンティブ報酬コンサルティングなどに拡大してい
ます。さらに、ガバナンス改革を「形式」から「実質」へ進化させてい
くための取り組みを従来以上に強化していくことが要請されてお
り、係るニーズは企業ごとに多様化・複雑化しています。
当グループは、外部環境変化により重要性を増している投資家・

資本戦略等の経営課題に対し、最適かつハイクオリティなソリュー
ションをご提供することで、お客さまの企業価値やマーケット評価
のさらなる向上に貢献しています。
また、IPOを目指すお客さまに対しては、準備段階の法律面での

コンサルティングに加え、オーナー企業さま向けに法人・個人両面
でのソリューションをご提供することなどにより、IPO実現を力強
くバックアップしています。

さらに、地域金融機関との連携により地方企業のIPOもサポー
ト、地方創生への貢献を果たすことにも注力しており、係る取り組
みの結果として新規上場先の受託シェアでは2年連続で業界トッ
プの実績を挙げています。
これらの活動を通じて、お客さまとますます強固なリレーション

を築き、「ベストパートナー」としての地位を確立することにより、顧
客基盤を持続的に拡大、証券代行業界におけるリーディングカン
パニーの座を揺ぎないものとしていきます。

をお示しすることにより、お客さまの課題・ニーズを把握し、ソリュー
ションをご提供することでコンサルティング収益の拡大を図ります。

取引基盤拡充
強固な顧客基盤をより一層拡充させることにより、証券代行業界

における揺ぎないリーディングカンパニーの地位確立を目指します。

業務効率化の推進
2017年度に初めて導入したRPAの活用範囲拡充に加え、コール

センターでのAI導入などを通じた業務効率化をさらに推進し、コ
スト競争力の一段の強化を図ります。なお、コールセンターAIでは
個人株主さまからの受電内容分析を進化させることによる収益化
も企図しています。

 重点施策

 目指すべきビジネスモデル

2015 2016 2017

0

200

100

（億円）

単体 連結

167 174

（年度）

ソリューション営業強化
ガバナンスサーベイ・役員報酬サーベイ

2017年度はNo.1の顧客基盤を活用し、ガバナンスサーベイ、
役員報酬サーベイを初めて実施、いずれも国内最大級のサーベイ
データを確保しており、2018年度も継続実施する予定です。
国内最大のサーベイデータから上場企業全般のガバナンスや役

員報酬における取り組みを把握できることに加え、業種・会社規模等
に応じた各社の平均的な取組状況、それと比較した個社分析結果等

スコアリングによる個社分析

国内最大級のサーベイデータ

企業タイプ別の統計データ構築
企業価値向上に

資する
ソリューション

提案

各社の取組状況
把握

個社の課題
把握

41.8
%

43.6
%

〈上場企業受託社数〉 〈管理株主数〉

ソリューショ
ンビジネス

オーナー企業向け
法人・個人一体取引

アーリーステージ企業との
統合取引拡大

高付加価値サービスによる差別化

ターゲットとなる企業セグメント

大企業 中堅・新興企業

ガバナンス／役員報酬コンサルティング

コスト競争力の一段の強化

高付加価値サービスのご提供を通じた収益機会の獲得

顧客基盤の拡大
法人トータルソリューション事業の

重要な顧客基盤

IR・SRコンサルティング 等

未上場企業

証券代行
ビジネス

実質業務純益の推移
証券代行事業における業界内シェア※（2018年3月末）

管理株主数の増加による経常的な受入手数料の増加に加え、各種コンサルティング収益が増加したことから、単体※1では前年度比4億
円増益の167億円、連結※2では同3億円増益の174億円となりました。
※1  三井住友信託銀行（単体）
※2  三井住友トラスト・ホールディングス（連結）

 業績ハイライト

業界No.1

※三井住友信託銀行、東京証券代行、日本証券代行の合計

業界No.1

証券代行事業
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不動産事業の中心的業務である法人向け不動産仲介は、国内トップクラスの実績を重ねていま
す。当グループの各事業と連携することに加え、地域金融機関や海外金融法人など外部とのネット
ワークも生かして、事業法人のお客さまの経営課題・事業戦略に沿った不動産資産の活用や、不
動産投資を本業とされるお客さまの不動産収益向上を実現していきます。
個人向け不動産仲介は、グループ内連携によりお客さまのライフステージやライフイベントに即

した不動産情報のご提供を引き続き強化し、お客さまの資産価値最大化を目指します。
また、不動産証券化信託や不動産投資法人関連業務も信託第1位の規模であり、不動産投資市

場の拡大に貢献する重要な社会インフラとしての機能を担っています。
不動産事業では、宅地建物取引士、不動産鑑定士、一級建築士などの有資格者や環境不動産の第

一人者など多数のスペシャリストを擁し、フルラインアップのソリューションをご提供していきます。

主なグループ会社

三井住友信託銀行 主に法人のお客さま向けの、投資用・事業用不動産仲介、各種コンサルティングサービス

三井住友トラスト不動産 主に個人のお客さま向けの、居住用・投資用・事業用不動産仲介などの流通サービス

三井住友トラスト基礎研究所 主に法人のお客さま向けの、不動産市場の調査・研究とコンサルティングサービス

不動産流通
サービス

仲介
売買 オフィス・住宅・ホテル・商業・物流施設等の不動産の売買仲介

業務

賃貸借 オフィス・商業・物流施設等のテナント賃貸仲介業務

コンサル
ティング

CRE
CRE（企業不動産）に関する助言、マーケット調査、必要情報・
データの収集、各種提案等による意思決定サポート業務

有効利用 遊休地・低未利用地等の有効利用に係るコンサルティング業務

建築 建物建築に係るコンサルティング業務

環境不動産 不動産開発、建物建築などに係る環境配慮型コンサルティング
業務

不動産運用
管理サービス

証券化アレンジメント 不動産証券化・集団投資スキーム構築時におけるアレンジメント

アセットマネジメント 不動産ファンドの運用業務

不動産基盤
サービス

不動産証券化信託 不動産証券化等における不動産信託の受託業務

不動産投資法人 資産保管、一般事務（会計事務）

不動産管理 管理委任・管理信託を活用した不動産管理業務

その他
海外不動産業務 海外不動産紹介、マーケット調査、海外展開戦略などのコンサル

ティング

不動産マーケット調査 不動産金融商品に関する投資評価やリスク分析などのコンサル
ティング

ソリューション機能 ソリューション提供体制

お客さま窓口 兼 
仲介ソリューション

各種コンサルティング・
ソリューション

法人の
お客さま

首都圏 不動産営業第一部～第五部
不動産ソリューション部
不動産コンサルティング部
不動産カストディ部
不動産信託部
不動産投資事業部
三井住友トラスト不動産投資顧問
三井住友トラスト基礎研究所

中京圏 名古屋不動産営業部

近畿圏 大阪本店不動産営業部

地方 不動産ネットワーク営業推進
部、支店不動産課

個人のお客さま 三井住友トラスト不動産

海外のお客さま グローバル不動産業務部

三井住友トラスト・ホールディングス 
執行役専務兼執行役員
三井住友信託銀行 不動産事業統括

白山 昭彦

三井住友トラスト・ホールディングス 
執行役員
三井住友信託銀行 不動産事業統括

梅澤 忠雄

 事業の概要

［実質業務粗利益に占める割合※］

8%
538億円
（※2017年度実績）

不動産事業では、国内外の法人および個人のお客さまの不動産に関
するニーズに応えるべく、CRE戦略、売買・賃貸仲介、開発・建築コンサ
ルティング、証券化信託などフルラインアップの機能を備えています。
複雑化・多様化が進む法人のお客さまの事業課題解決および個人

のお客さまの資産形成に向けて、最適な不動産ソリューションをワンス
トップでご提供することで、お客さまに寄り添う「ベストパートナー」で
あり続けます。

［事業統括役員からのメッセージ］
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ベストパートナー化

お客さまのニーズに応じたトータルソ
リューションのご提供を重ねることで、お
客さまとの継続的、複層的な接点を獲得し
「ベストパートナー化」を実現

継続的な顧客基盤拡大

各事業との連携のみならず、地域金融機
関、海外金融法人とのネットワークを、新た
なお客さまへの不動産サービス提供につ
なげ、顧客基盤拡大を実現

不動産マネジメントサイクルに応じた
シームレスなソリューション提供
お客さまが保有する個々の不動産のス

テイタスや課題を深く理解し、中長期的な
不動産マネジメントサイクルに応じた最適
なソリューションを継続的にご提供するこ
とで、将来にわたる収益機会の把握を実現

実質業務純益の推移
単体※1では前年度比横ばいも、個人向け仲介の収益増を主因

に、連結※2では同4億円増益の298億円となりました。
※1  三井住友信託銀行（単体）

※2  三井住友トラスト・ホールディングス（連結）

不動産基盤サービスの受託残高の推移
不動産証券化信託、投資法人資産保管・一般事務受託とも受託

残高は順調に拡大し、信託第1位の規模となっています。

法人トータル
ソリューション事業当グループ

お客さま

証券代行
事業

不動産
事業

受託事業
（年金業務）

経営企画 財務 総務 人事

事業間連携の強化

事業戦略
生産拠点
見直し

財務戦略
決算対応

老朽化に
よる不動産
処分検討

寮・社宅
撤廃導入
検討

事業間連携の強化
• お客さまの経営課題・事業戦略における不動産の位置付けを
把握、分析

• お客さまの総務部門のみならず、経営企画・財務部門などとも
複層的な接点を構築

トータルソリューションの提供
• マーケットの不動産情報を網羅的に把握するとともに、
不動産取引の拡大が見込まれる業種・業界を分析

• 各事業と連携し、不動産を活用した
トータルソリューション提案を強化

 重点施策

 業績ハイライト

 目指すべきビジネスモデル

複層的アプローチ

不動産とニーズの情報一元管理

戦略立案運用・管理

トランザクションプロジェクト
マネジメント

不動産
マネジメント
サイクル

顧客基盤

顧客基盤
拡大

ベスト
パートナー化

収益拡大余地

親
密
度

現状

トータルソリューションの提供

2015 2016 2017

0

300

200

100

（億円）

単体 連結

231

298

（年度） 2015 2016 2017

0

15

10

5

（兆円）

投資法人資産保管・一般事務受託 不動産証券化信託

13.3
15.3

（年度）

不動産事業
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顧客サービス機能
• マーケティング業務：お客さまのニーズに応える市場性金融商品
やソリューションサービスを、当グループ内の機能を活用して適
切な価格でタイムリーにご提供しています。また、お客さまの投
資・リスクヘッジに関する判断をサポートする市場分析もご提供
しています。

• マーケットメイク業務：為替・金利などのさまざまな市場性取引の
値決めを行うなどにより、市場流動性の拡大に貢献しています。
また、金融技術を駆使して、高品質・低価格の市場性金融商品の
製造に努めています。

市場機能
• 投資業務：グローバルな債券・為替・株式を中心とした多様な資
産を対象に、リスクを分散しながら最大限の収益を獲得すること
を目指して投資を行っています。

• 財務マネージ業務：全社的な観点から財務の安定性を確保する
ため、市場環境の分析や当グループが抱える市場リスクの計測、
リスクコントロールの計画や執行などを行っています。

事務機能
• 複雑かつ大量の市場性取引に係る管理・決済を正確に処理する
クオリティの高い事務サービスをご提供しています。

マーケット事業には、マーケティング業務・マーケットメイク業務を担う「顧客サービス機能」と、
投資業務・財務マネージ業務を担う「市場機能」、および「事務機能」の三つの機能があり、これらの
機能・業務を組み合わせながら、高度な専門性と総合力を駆使して、タイムリーなサービスのご提
供を行っています。

 事業の概要

［実質業務粗利益に占める割合※］

8%
544億円

当グループ 付加価値市場取引 お客さま

サ
ー
ビ
ス
の
ご
提
供

各
機
能
の
相
乗
効
果

各
種
市
場
へ
の
ア
ク
セ
ス

高
い
専
門
性
の
発
揮

家　計

企　業

政　府

海　外

市場

資　金

為　替

有価証券

デリバティブ 管理・決済

投資業務

財務マネージ業務
市場機能

マーケティング業務

マーケットメイク業務

顧客
サービス
機能

事務機能

多様な
市場性金融商品

ソリューション
サービス

市場取引

資金・証券決済

財務
リスクマネージ

決済サービス

マーケット事業の事業モデル

（※2017年度実績）

マーケット事業では、お客さまの金利・為替などに関する運用ニーズやリスクマネジメントニー
ズに対し、グローバルな金融市場のボラティリティをマネージする専門家集団が、国内外のネット
ワークを活用して最適なソリューションをご提供しています。

［事業統括役員からのメッセージ］

三井住友トラスト・ホールディングス 執行役員
三井住友信託銀行 マーケット事業統括 百瀬 義徳
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①為替リスク
　ヘッジ提案

②為替取引

③為替ヘッジ取引

地域金融機関地元企業

当グループ
（Win-Winの関係構築）

BANK

社内外のあらゆるお客さまのマーケットボラティリティの
マネージに貢献
• 先進国の金融政策、新興国の景気動向に加えて、世界的な政治情
勢、地政学リスクなど市場を取り巻く不確実性は高まっています。
お客さまの保有資産やバランスシートにも市場リスクが存在して
おり、マーケットボラティリティ（市場変動）を適切にマネージす
るソリューションをご提供していくことでお客さまの資産価値を
守っていきます。

• お客さまにご提供するソリューションは、マーケティング業務・
マーケットメイク業務の知見に加えて、投資業務や財務マネージ
業務による長年の経験に裏打ちされた市場リスクコントロールの

技術も活用するなど、専門家集団によるボラティリティマネージ
のあらゆるノウハウを活用し、お客さまに最適なソリューションを
ご提供しています。

実質業務純益の推移
2016年度は米国債の売却損計上により、大幅減益となりました

が、2017年度はマーケティング業務・マーケットメイク業務など顧
客サービスを中心に393億円の収益計上となりました。

金融法人取引額の推移
地域金融機関を含む金融法人の各種ヘッジニーズに同じ目線

で取り組むことによって、金融法人との外為・デリバティブ取引は
順調に拡大しています。

金融法人との外為・デリバティブ取引拡大
• グローバル化の進展により、本邦企業のM&Aを含む海外進出や
金融法人等による海外向け資産運用が活発化しており、金利・為
替リスクに対する適切なヘッジニーズが高まっています。

• マーケットボラティリティをマネージする専門機能については、当
グループのお客さまのみならず、当グループとのお取引を通じて
地域金融機関等の顧客サービス充実化にもご利用いただき、双
方のビジネスチャンスを拡げていきます。

外貨預金の推進
• 資源や食料を外国に頼る我が国では為替水準が大幅に円安にな
ると輸入物価が高騰（インフレ）してしまいます。

• お客さまの資産価値（購買力）を守るリスクヘッジ手段として、円
安時にもメリットがある外貨預金をご提案します。

 重点施策

 業績ハイライト

 目指すべきビジネスモデル

マーケティング業務
マーケットメイク業務

マーケットの
ボラティリティ

お客さまの
資産価値防衛

財務マネージ業務

当グループの
ボラティリティ

財務価値防衛

投資業務

市場の
ボラティリティ

市場価値防衛

ノウハウ活用

（例）地域金融機関との為替取引における「B to B to C」
•系列に色のない当グループならではの取り組み
•双方のビジネスを拡大するWin-Winの関係を構築することが可能

2015 2016 2017
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（年度）

（2015年度の取引額＝100とした場合の実績推移）

111

2015 2016 2017
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393

三井住友信託銀行（単体）

マーケット事業
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気候変動
問題

自然資本
（生物多様性問題）

環境不動産

サステナブル投資
（ESG投資）

超高齢社会問題

事業における
サステナビリティの取り組み

特に重視する5大テーマ

•  再生可能エネルギー
プロジェクトファイナンス

•  再生可能エネルギーファンド

•  管水路用マイクロ水力発電
リース

•  ESCO向けリース

•  資産運用における気候変動
問題への対応

• 自然資本評価型環境格付融資

•  生態系保全活動に寄付をする
社会貢献寄付信託や公益信託

•  生物多様性企業応援ファンド
（投資信託）

•  資産運用における
自然資本問題への対応

•  森林信託（開発中）

•  環境配慮型
建築コンサルティング

•  CASBEE-不動産認証
申請支援コンサルティング

•  スマートタウン・スマート
シティの価値「見える化」と
構想策定支援

•  各種ESGファンド

•  スチュワードシップ活動
（エンゲージメント、
ESGインテグレーション、
議決権行使）

証券代行事業における取り組み
•  ESGアドバイザリーサービス
•  統合報告書レビューサービス
•  統合報告書作成支援サービス

•  シニア世代の収支の安定性を
確保する各種商品

•  住まいの安定性を確保する
不動産サービス

•  認知症に伴う判断能力の低下
に対応した各種商品や成年後
見人の紹介

•  ご家族・ご親族の生活の
安定を確保する各種商品

•  次世代への確実な財産の
承継支援

•  投融資対象となった再エネや
省エネプロジェクトを通じた
温室効果ガス排出量の削減

•  エンゲージメント活動を通じた
企業の気候変動問題対応の
促進

•  自然資本に関わる問題を
起因とした企業の調達リスク
の低減

•  企業の生物多様性の
保全活動の促進

•（特に日本における）生態系と
　生物多様性の保全

• 森林等自然資本の有効活用と
荒廃の防止

•  エネルギー効率性、
資源効率性の高い都市や
建築物の普及拡大

• 環境配慮型不動産の価値向上

•  生産効率改善に貢献する
建築物の普及

•  ESG投資市場の拡大

•  スチュワードシップ活動による
企業の環境社会配慮の向上

•  企業の非財務情報開示の高度化
•  投資家との健全な対話基盤の
構築

•  高齢者が安全に、安心して
暮らせる地域社会の構築

•  高齢者の財産管理の安全性
確保

• 次世代への確実な財産の承継

•  脱炭素社会への移行の過程で、
技術革新、政策、市場動向、
評判などが変化することで、
企業や金融機関の資産価値が
変動にさらされる
移行リスクの顕在化

•  台風、洪水、干ばつなどの
異常気象、海面上昇や
気候パターンのシフトなど
物理的リスクの顕在化

•  自然資本の枯渇や汚染による
資源調達リスクの増大

•  食糧、医薬品原材料などの
生物資源の不足や不公正な
取引

•  希少種、絶滅危惧種の増加に
よる生物多様性の毀損

•  温暖化の加速要因となる
建築物のエネルギー消費に
よる温暖化の進行

•  都市の拡大による
生物多様性損失などの
環境破壊

•  持続可能な社会の構築のため
のリスクマネーの供給不足

•  長期的な企業価値向上に
つながる資本市場の不在
（情報開示ルールの未整備）

•  超高齢社会の到来による
経済社会システムの脆弱化

•  認知症に起因するさまざまな
問題の顕在化

環境・社会の課題 商品・サービス例 社会的価値 関連するSDGs

SDGsの17の目標の
全てに関連

気候変動レポート
2017ご参照

自然資本レポート
2017ご参照

環境不動産レポート
2017ご参照

スチュワードシップ
報告書2017ご参照

ESG／CSRレポート
2017 P.29ご参照

三井住友トラスト・ホールディングス　2018 統合報告書 ディスクロージャー誌 本編46

https://www.smth.jp/csr/report/2017/cc_all.pdf
https://www.smth.jp/csr/report/2017/nc_all.pdf
https://www.smth.jp/csr/report/2017/efp_all.pdf
https://www.smth.jp/csr/report/2017/ss_all.pdf
https://www.smth.jp/csr/report/2017/full/08.pdf


CASBEE-不動産認証申請支援コンサルティング
三井住友信託銀行は、CASBEE-不動産（P.25ご参照）の認証申請を支援するコ
ンサルティング業務を展開しており、認証申請を行う不動産の選定などを支援
するとともに、CASBEE-不動産評価員の有資格者が不動産の環境性能評価を
実施し、認証機関への認証申請をサポートします。

当グループは信託の機能を生かし、お客さまが直面する社会的な課題に対しトータルソリューションをご提供することで、お
客さまとともに持続可能な社会の構築を目指します。SDGs（持続可能な開発目標）はご提供する商品・サービスが創造する
社会的価値を把握する（妥当性を検証する）基準として活用します。

信託銀行グループの機能を駆使したソリューション
信託銀行グループは多様なファイナンス手段をご提供できることが強みです。当
グループでは、例えば再生可能エネルギーの普及・拡大をサポートするため、プ
ロジェクトファイナンス、ファンド、リース、リフォー
ムローンなど多様な形態のファイナンス手段をご用
意し、お客さまのニーズに合わせ最適な方法をご提
案します。気候変動問題においては今後情報開示
の高度化が求められます。当グループは、本テーマ
に特化した年次報告書を発行しています。

機関投資家向け国内再生可能エネルギー事業投資ファンド
三井住友信託銀行は、稼働している国内の太陽光発電事業等に投資する信託
方式のファンドを設立しました。本ファンドは固定価格買取制度により長期・安
定的な売電収入に裏付けられた安定キャッシュフローが見込まれ、金融機関や
年金などの資産運用ニーズに対するソリューションになると考えられます。

金融業界におけるリーダーシップ
当社は、2012年より国連環境計画・金融イニシアティブ
（UNEP FI）が提唱した「自然資本宣言（現自然資本ファイナ
ンス・アライアンス）」等へ参画、また自然資本研究会（委員長 
佐藤正弘東北大学准教授）を組織し国際連携組織の「自然資
本連盟」が執筆した自然資本プロトコル金融セクター補足書
の紹介に努めるなど、当該テーマに関する取り組みがグロー
バルベースで進展する状況をさまざまな機会で発信していま
す（右写真は自然資本研究会が2015年に出版した「自然資本入門」）。

自然資本評価型環境格付融資
企業が事業を継続するためには、グローバル・サプライチェーンにおける、自然資
本に関する調達リスクの管理が経営戦略上不可欠です。
三井住友信託銀行は、企業の環境に対する取り組みを
評価する環境格付の評価プロセスに、自然資本に対す
る影響や、取り組みを評価する考え方を組み込んだ「自
然資本評価型環境格付融資」をご提供しています。自然
資本の評価を融資基準に組み込むという取り組みは、
世界初の試みで、環境白書や欧州委員会の報告書など
でも先進的な事例として取り上げられました。

環境不動産市場の形成に向けた主体的な役割
2005年に不動産の環境付加価値論を発表後、当グループでは環境不動産の経
済性に対する認識を段階的に深めていくことが重要と認識し、ステップを踏ん
だ市場の形成に向け主体的な役割を果たしてきました（P.25ご参照）。こうした
地道な取り組みが当グループへの信頼につながり、ビジネスを展開する上でも
大きな財産となっています。

日本におけるESG投資のパイオニア
当グループは、1999年の日本初の環境ファンドに始まり、
2003年の本格的な年金向けESGファンド、2006年のPRI（責
任投資原則）への署名、2015年のESGインテグレーションの
開始など一貫してパイオニア的な取り組みを行ってきました。
現在の投資残高は25兆円を超え、国内最大級となっていま
す。2017年に初めて発行したスチュワードシップ報告書にお
いては、ESGを含む長期投資家としての基本的な考え方を詳
述しています。

非財務情報評価ツールMBIS®について
投資先企業の持続的成長を見極めるため、企業が提供する商品・サービスの付
加価値の高さやその持続性、付加価値の提供を支えるガバナンス体制、持続的
成長の基盤となる社会・環境への影響度など、財務情報では表現しきれない「非
財務情報（ESG情報）」を収集・分析・評価しています。このような非財務情報に
基づき、持続的成長に向けた企業の強み・課題を評価するツールが、三井住友信
託銀行が独自に開発したMBIS®という枠組みです。
MBIS®のMは経営（Management）、Bは事業基盤（Business Franchise）、Iは市場動
向（Industry）、Sは事業戦略（Strategy）を表しており、企業のESG課題への取り組み
に対する評価をMに、ESGの事業化・収益化への評価をSに取り込んでいます。

信託の機能を超高齢社会問題の対応に活用
当グループでは信託銀行グループの機能とスキルを生かした付加価値の高いソ
リューション事業を推進し、個人の財産の安全の確保や次世代への確実な財産の承
継のお手伝いをするとともに、QOL（生活の質）を維持することができる住まいや、高
齢者やそのご家族の生活の安定を確保することに貢献します。また、こうしたノウハ
ウをシニア世代応援レポートにまとめ、お客さまへの情報提供に努めています。

認知症に対応した豊富な商品ラインアップ
2000年に導入された成年後見制度により、認知症高齢者の財産管理の仕組み
が整備されました。しかし、成年後見制度はあらゆる事態に対応できる万能の
制度ではありません。金融機関には、こうした現状を踏まえた新たな視点での商
品・サービスとお客さまの立場に立ったコンサルティングが求められています。
三井住友信託銀行においては、意思判断能力の低下などによる振り込め詐欺被
害を予防する「セキュリティ型信託」、将来の財産管理能力の低下に備え必要な
支払いをあらかじめ定めておく「安心サポート信託」など、認知症のお客さまの
ために国内金融機関屈指の豊富な財産管理サービスをご提供しています。

当グループの強み 特徴的な取り組み・商品事例

コンサルティング事例

伊勢丹新宿本店 大阪中之島ビル IIF京田辺ロジスティクスセンター
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環境付加価値概念 不動産の「収益性」に着目した価格

不動産の「収益性」に着目した価格

不動産の価格※＝
※直接還元法の場合

不動産が生み出す純利益
不動産の利回り

環境配慮の対応項目 環境配慮対応の効果

環境付加価値

Ⅰ 純収益増加への寄与
Ⅱ 利回り低減への寄与

スキーム概要

有限責任組合

信託
受益権

三井住友信託銀行

投資家さまTK出資
TK出資

PJSPC
TK出資

PJSPC
TK出資

本ファンド
TK出資
TK出資

6
〜
8
P
J

を
想
定

事業におけるサステナビリティの取り組み
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基本的な考え方
社会の構成要素であるコミュニティへの価値提供は、事業基盤を健全に維持することにつながることから、事業を行う上で必 

要な社会的ライセンスと考えられます。当グループはこうした観点からSDGsの視点も取り入れながらさまざまな形でコミュニ

ティへの価値のご提供を実践しています。
※詳細はESG／CSRレポート2017をご参照ください

テーマ 具体的な取り組み ご提供する価値 関連するSDGs

グループ各社における
社会貢献活動の推進

•  グループ各社において取り組み課題を
設定し、社員参画型の活動を展開

•  三井住友信託銀行の各営業店において
With You活動を推進

•  地域社会やNGO・NPOなどの社会
活動への参画、さまざまな形の支援

•  地域にとって有益な情報をセミナー
やロビー展などを通じて発信

ESG/CSRレポート2017
P.136ご参照

UWC ISAK JAPANを
通じた教育支援

•  UWC ISAK JAPANのサマースクール
に参加する海外留学生（毎年一人）の渡
航・滞在・学費等一切を支援

•  特にインドのカースト制最下層の子ど
もが通うシャンティバーバン校の生徒
を支援

•  優秀だが経済的に恵まれない子ども
が、国際バカロレア資格を取得し、世
界の大学で高等教育を受けることが
できる

•  グローバルリーダーの育成支援ESG/CSRレポート2017
P.130ご参照

シニア世代応援活動の推進 •  高齢者層を中心としたお客さまの豊か
な老後の生活基盤を支える情報の発信
やサポート

•  認知症リテラシー向上に向けた取り
組み

•  高齢者がQOL（生活の質）を維持す
る上で必要な情報のご提供

•  金融業界の認知症問題対応能力の
向上

ESG/CSRレポート2017
P.33、37ご参照

ESDプロジェクトの推進 •  地域の生態系保全やSDGsなどをテー
マに掲げた持続可能な開発のための教
育（ESD）を全国の学校で展開

•  GreenTV、SDGs TVと連携し、映像
教材を活用した先進的な授業を実施

•  次世代を担う子どもたちに環境や
SDGsの重要性を訴求

•  実施に際しては多様なステークホル
ダーと連携することによる地域の環
境マインドの向上ESG/CSRレポート2017

P.132ご参照

ナショナル・トラスト
支援活動

•  公益社団法人日本ナショナル・トラスト
協会と連携し、全国の活動をさまざまな
形で支援

•  トラスト地購入資金の寄付やボラン
ティア、ESDなど多様な取り組みを展開

•  さまざまな形でトラスト地を守り日
本国内の自然資本を維持する

ESG/CSRレポート2017
P.134ご参照

環境マネジメント •  環境方針を制定し、当グループの環境
マネジメントを推進

•  CSR調達方針を制定し、特に紙製品の
調達に関し持続可能性を追求

•  当グループ自身の環境負荷の低減
•  「持続可能な紙利用のためのコン
ソーシアム」にも参画し、持続可能な
紙利用の社会全体への浸透に貢献ESG/CSRレポート2017

P.106ご参照
ESG/CSRレポート2017
P.109ご参照

サステナビリティに関わる
パートナーシップへの参画

•  ステークホルダーが連携する国内外の
さまざまなパートナーシップに主体的
に参画

•  金融界のリーダー的な役割を担い、
重要なパートナーシップの活動に積
極的に参画することで持続可能な社
会の構築に貢献

ESG/CSRレポート2017
P.149ご参照

グループ各社が
自由に取り組み課題を設定

コミュニティへの価値提供
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https://www.smth.jp/csr/report/2017/full/08.pdf
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https://www.smth.jp/csr/report/2017/full/26.pdf
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https://www.smth.jp/csr/report/2017/full/20.pdf
https://www.smth.jp/csr/report/2017/full/30.pdf
https://www.smth.jp/csr/report/2017.html


三井住友信託銀行は、地域の皆さまと強固な信頼関係を築くた
め、地域に根差した社会貢献活動“With You活動”を展開していま
す。この取り組みは、地道な活動を積み重ねることで地域のプレゼ
ンスを高め、お客さまに親しみを感じていただき、長期的に取引基
盤の拡充につなげていくことを目的としています。
活動促進のため経営企画部サステナビリティ推進室では、活動内

容を類型化して難易度や効果を計り、活動の目安を設定するガイド

ラインとして基準ポイント制度を導入しているほか、活動予算の付
与や表彰制度を導入しています。また、「With You支店ブログ」を
立ち上げ、全国の営業店におけるWith You活動の様子を随時紹介
しています。各営業店によるブログの更新件数は年々増加傾向にあ
り、地域の皆さまとの関係を深める重要
な情報発信ツールとなっています。

三井住友信託銀行におけるWith You活動

「認知症」とは高齢者に顕著に見られる病気の一つです。アルツハ
イマー型に代表される認知症になると、脳の機能が低下することに
よって、記憶・判断力の障がいなどが起こり、社会生活や対人関係に
支障が出ます。認知症の罹患者は2025年には700万人を超えると
の推計値が発表されており、高度で複雑な判断能力を顧客に求め

る金融セクターへの影響は非常に深刻と言わざるを得ない状況で
す。人々の日常生活を支え、財産管理を担う金融機関の役割は重大
です。当グループは、認知症問題への対応を自社で進めるだけでな
く、業界全体の問題として捉え、専門家とも連携し、対応力強化のた
めのさまざまな活動を行っています。

金融業界の認知症問題対応力強化への貢献

認知症問題の実態調査
　2017年3月、三井住友信託銀行は京都府立医科大学の協力
のもと、全国全ての営業店にアンケートを送り、日常業務におい
て認知症に関連し、どのような課題を抱えているかを調査しまし
た。通帳の頻繁な紛失・再発行依頼など、認知症に起因する問題
を抱えていない営業店は皆無であることが確認できました。

認知症問題に対応した金融ガイドの発行
　三井住友信託銀行は、京都府立医科大学が主導する
COLTEM※プロジェクトの一環で『実践! 認知症の人にやさし
い金融ガイド』（2017年9月発行）のための事例をとりまとめ、執
筆陣に参画しました。これは金融機関が抱える認知症に起因す
る問題を類型化し、医師、弁護士、社会福
祉士などが多面的に対応策をまとめ、出
版したものです。三井住友信託銀行も本
ガイドを全国の営業店に常置し、認知症
サポーター養成講座と併せ、社員の認知
症リテラシーの向上に活用しています。
※ 文部科学省の助成を受けた「高齢者の地域生活を
健康時から認知症に至るまで途切れなくサポート
する法学、工学、医学を統合した社会技術開発拠
点」事業

認知症サポーター養成講座
　三井住友信託銀行は、認知症サポーターの育成を目的に、全国
の営業店で、認知症サポーター養成講座の開催を進めています。
さらに営業店では、より実務に即した知識の習得を図るために『実
践! 認知症の人にやさしい金融ガイド』の読み合わせを行ったり、
近隣の地域包括支援センターとの連携を深めたりしています。

21世紀金融行動原則シンポジウム開催
　三井住友信託銀行が座長を務める「21世紀金融行動原則※持続
可能な地域支援ワーキンググループ」は、地域社会における認知症
問題に対する金融機関の役割をテーマとしたシンポジウムを2015
年と2017年の2度にわたって開催しました。COLTEMの主要メン
バーが参画し金融ガイドの内容を踏まえた日常業務における認知
症対応の実際を議論したほか、成年後見制度や信託を活用した財
産管理のあり方などについて活
発な議論が行われました（議事録
は21世紀金融行動原則のホーム
ページに全文掲載しています）。
※ 250社を超える日本のさまざまな業態
の金融機関が参加し、持続可能な社会
の形成に向けた具体的な行動をとるこ
とを目指す行動指針。
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コミュニティへの価値提供

三井住友トラスト・ホールディングス　2018 統合報告書 ディスクロージャー誌 本編 49

三
井
住
友
ト
ラ
ス
ト
・
グ
ル
ー
プ
の
概
要

三
井
住
友
ト
ラ
ス
ト
・
グ
ル
ー
プ
が

目
指
す
姿

事
業
戦
略

経
営
基
盤

企
業
情
報

https://pfa21.jp/


マテリアリティ（重要課題）とは、企業の価値創造プロセスに実質的な影響を与える事象です。三井住友ト
ラスト・グループは、中長期的な視点から優先的に取り組むべき課題としてマテリアリティを特定し、経営の
トップレベルで対応するマテリアリティ・マネジメントを推進しています。

マテリアリティは、当グループの中長期的な企業価値への

影響と当グループがステークホルダーとの関係を通じ社会へ

与える影響の両面から特定されます。この過程で、ガバナンス

を含む経営基盤に関わるテーマや、社員やコミュニティとの

関係性を含む社会的なテーマ、資源やエネルギー問題とも直

結する環境的なテーマが考慮されることから、マテリアリティ

はESG（環境・社会・ガバナンス）と重なり合う概念です。

当グループの強みは、スローガンとしてマテリアリティを

定めるのではなく、具体的な取り組みとして経営企画部サス

テナビリティ推進室が「擬似投資家」となって担当部署と対話

（エンゲージメント）を行う仕組みがあることです。これによ

り、外部の機関投資家やステークホルダーと直接対話を行う

ことが少ない部署が投資家視点での課題を認識し、具体的な

対応を検討するきっかけを創出しています。

Input 提供する商品・
サービス

Output

共通
価値の
創造

活用する資本

三井住友トラスト・グループの価値創造プロセス

経済・社会環境
• 高齢化の進展と資産承継ニーズの高まり
• 国内資金需要の低迷
• マイナス金利の長期化

• 地方創生に向けた官民一体での取り組み
• コーポレートガバナンス改革への期待
• お客さま本位への要請の高まり

ビジネスモデルを
支える堅固な経営基盤

専業信託銀行
グループの
ビジネスモデル

中長期的な当グループの企業価値に与える影響度

当
グ
ル
ー
プ
が
社
会
に
与
え
る
影
響
度

重要
度

最もマテリアリティが高い領域

顧客満足度の向上／フィデューシャリー・デューティー

ステークホルダーとの対話

人的資本

• 金融システムの安定性
コーポレートガバナンス

• 個人情報・顧客データ保護
• 金融商品の安全性
• サイバー攻撃
• 投融資先の環境・社会への影響に対する配慮

リスク管理とレジリアンス（復元力）

• 公正な取引慣行への配慮
• 反社会勢力との取引
• 犯罪防止

コンプライアンス

特
定
し
た
最
重
要
項
目

財務資本

人的資本

知的資本

社会・関係資本

設備資本

提供する価値

お客さま

株主・投資家

社員

コミュニティ

資本へ変換

財務資本

人的資本

知的資本

社会・関係資本

設備資本

三井住友トラスト・グループのマテリアリティマップ 価値創造に影響を与える重要な項目（マテリアリティ）の特定と管理

業績の持続的拡大・キャッシュフローの創出
• 手数料ビジネスの成長、資金ビジネスの収益性の強化　• コスト競争力の強化
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マテリアリティの特定と活用

2016／2017年度のインターナル・エンゲージメント

長期的な視点で企業価値を
追求するESG投資家の視点
を重視。GRI、SASBなどの
報告書ガイドラインをベー
スに、投資家に情報を提供
する主要なESG調査会社
（MSCI、FTSE、SAM等）が
重視する銀行のマテリアリ
ティ項目を抽出。

STEP1で特定した項目を
「中長期的な企業価値への
影響」と「ステークホルダー
に与える影響」の二つの観
点から評価（影響の大きさ
を5段階評価）。前者は社外
役員全員と社内関係部署、
後者は社外役員と社外有識
者が評価。

STEP2で算定したポイントを、
二つの評価の観点を横軸・縦軸
にした散布図（マテリアリティ
マップ）上にプロット。「最もマテ
リアリティの高い領域」項目を最
重要視すべきESG問題と位置付
ける。2015年に経営会議で決議
および取締役会に報告。2017年
から取締役会の諮問委員会「リ
スク委員会」が適切性等を検討
し、答申を行う。

高いマテリアリティ項目の
中から投資家の関心の高い
テーマで、当グループの取り
組みに課題があると思われ
るものについて、サステナビ
リティ推進室が関係部署へ
の対話（エンゲージメント）
を行う。取り組み状況につ
いては、経営会議・取締役会
に報告。

取締役会はリスク委員会
の答申、インターナル・エン
ゲージメントの報告等を受
け、今後の方向性などにつ
いて多面的に議論する。当
グループのコーポレートガ
バナンス基本方針（第3条-4）
「取締役会が取り組むべき
サステナビリティをめぐる
環境・社会的な課題」に対応
するものとの位置付け。

テーマ 対象部署 2016年度のエンゲージメント 前年度成果／2017年度のエンゲージメント

コーポレート
ガバナンス

総務部、
取締役会室

取締役会の構成や役員報酬等のガバナンステーマについ
て、投資家の関心が非常に高まっていることを共有し、ガバ
ナンス体制の強化に向け、情報をインプット。

当グループのガバナンス改革に対するESG調査機関など
の評価結果をフィードバックし、投資家の最新の関心事項
と投資家から見た当グループの課題を共有。

人的資本の強化と
企業価値向上 人事部

人的資本に対する投資家の関心の高まりから人事政策と
企業価値の関連性についての開示要請が高まっている現
状を共有し、当グループにおける対応方針を議論。

エンゲージメントを受け、人事政策と企業価値の関係性
マップを作成し、統合報告書などで開示。人的資本につい
ての開示内容のレベルアップを継続的に協議。

海外における
贈収賄防止

コンプライアンス
統括部

米国をはじめ世界各国で海外贈賄防止規制が強化されて
おり、投資家の関心が高まっている現状を共有し、贈収賄
防止の取り組み強化の必要性について議論。

エンゲージメントを受け、国内も対象に加えた贈収賄防止
対応の検討を開始。リスク評価を行い方針を定め防止プロ
グラムを策定し運営を開始。

気候変動問題
法人企画部／
スチュワード
シップ推進部

パリ協定の締結を受け、国際金融当局、金融機関、機関投
資家の間で急速に気候変動リスクに対する関心が高まって
いることを共有し、三井住友信託銀行の事業に与える影響
などを議論。

化石燃料関連への投融資リスクに関する認識を共有。石炭
火力発電に対するプロジェクトファイナンスについて、
特に集中して議論（P.77ご参照）。

スチュワード
シップ報告

スチュワード
シップ推進部 ̶

投資家の受託者責任として、スチュワードシップ活動、ESG
の取り組みについての情報開示の必要性を議論。スチュ
ワードシップ報告書の制作を協議し、発行に至った。

顧客満足度の向上 CS企画推進部 ̶
CS活動に対するESG評価機関の評価方針や銀行のグ
ローバルな開示動向、KPI設定の方向性などについての情
報を共有。

環境長期目標 総務部 ̶ 当グループの事業活動に伴うCO2排出量削減の長期目標
の設定について協議。

統合報告書 該当部署 ̶ 該当部署とそれぞれ非財務（ESG)情報開示方針を協議
（サステナビリティ推進室が取りまとめ）。

STEP5
長期的な企業価値
向上に向けた取り組み

STEP1
マテリアリティの
特定対象を抽出

STEP2
ステークホルダーへの
ヒアリング

STEP3
マテリアリティマップを
作成

STEP4
インターナル・
エンゲージメントの実施

投資家

評価・エンゲージメント
（非財務マターの優先順位は劣後）

評価 ESG調査機関等

サステナビリティ推進室
擬似ESG投資家

総務部

人事部

リスク管理部署・・・

非財務関連

非財務関連

財務関連

エンゲージメント

インターナル・エンゲージメント

• 企業価値の増大につながる価値創造プロセスの高度化

• マテリアリティ・マネジメントにおけるリスク委員会の機能

• ステークホルダーの視点を取り入れたマテリアリティの特定方法

•  企業価値を意識したインターナル･エンゲージメントのあり方、
手法や意思決定機関との共有方法の高度化

• ESGの取り組みを効果的に進めていく上での推進部署の名前

• 社員一人一人の取り組みとブランド力向上への道筋

ESGの取り組みに関する取締役会での主な議論（2018年1月）
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当グループは、本邦唯一の専業信託銀行グループとして、ビジネスモデルに即したコーポレートガバナンス
体制の強化を進めています。
2017年6月、指名委員会等設置会社への移行の際には、会社法により設置が求められる法定委員会に加
え、取締役会の任意の諮問機関としてリスク委員会および利益相反管理委員会を設置しました。また、経営
の透明性をより一層高めるために、取締役会議長には社外取締役が就任しています。

1. コーポレートガバナンス変革の歩み

当グループは、当社と三井住友信託銀行を中心に、本邦唯

一の専業信託銀行グループとして、銀行事業、資産運用・管理

事業、不動産事業を融合し、お客さまにとってのトータルなソ

リューションを迅速かつ的確にご提供することにより、独自の

付加価値を発揮する事業モデルの高度化や、グループ各社の

連携による収益力強化に取り組んできました。

同時に、お客さまをはじめ社会からの揺るぎない信頼を確立

するためには、信託の受託者精神に立脚した高い自己規律

に基づく健全な経営の実践が不可欠であるとの認識のもと、

コーポレートガバナンスの強化に継続して努めてきました。

体制面では、2013年6月に取締役10名中社外取締役2名が

就任したのち、2015年のコーポレートガバナンス・コードの導入

に伴って社外取締役の割合を原則3分の1以上とするとともに、

取締役会の諮問機関として、社外取締役が過半数を占める指名・

報酬委員会と監査委員会を任意に設置しました。

こうした取り組みの実効性を確認するとともに、今後、金融

を取り巻く環境の急速な変化等に的確に対応しつつ、収益力

の強化とコーポレートガバナンスの充実を一層推進していく

ためには、迅速な業務執行を実現する経営力と、経営の健全

性を確保する監督・牽制力の両立が重要であると判断し、

さらなる体制強化の一環として2017年6月29日から「指名

委員会等設置会社」へ移行しました。

ガバナンス変遷のチャート

2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年～

監査役会設置会社 指名委員会等
設置会社

（任意）
指名・報酬委員会
監査委員会　設置

三井住友トラスト・
ホールディングス発足

20% 20%

33% 33%

47%

2名 4名0名 4名0名 4名 2名 3名 3名4名 2名 3名 7名

社外取締役数
社外監査役数
社外取締役比率

（法定）
指名委員会　報酬委員会
監査委員会　設置
（任意）
リスク委員会
利益相反管理委員会　設置
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2. 基本的な取り組み方針

3. コーポレートガバナンス体制に関する考え方

当社は、信託の受託者精神に立脚した高い自己規律に基づ

く健全な経営を実践し、社会からの揺るぎない信頼を確立す

るために、グループの持続的な成長および中長期的な企業価

値の向上を図る観点から、以下の基本的な考え方に沿って、

コーポレートガバナンスの充実に取り組んでいます。また、取

締役会は、当グループの全ての役員・社員が共有し、あらゆる

活動の拠り所となる経営の基本原則として、グループの経営

理念（ミッション）、目指す姿（ビジョン）、および行動規範（バ

リュー）を制定しています。

当社は、三井住友信託銀行、三井住友トラスト・アセット

マネジメント、三井住友トラスト基礎研究所、日本トラスティ・

サービス信託銀行などを傘下に擁する金融持株会社であり、

信託の受託者精神に立脚し、高度な専門性と創造力を駆使し

て、銀行事業、資産運用・管理事業、および不動産事業を融合

した「トータルソリューション」をご提供するお客さまの「ベス

トパートナー」を目指していきます。また、当社は、理念を実現

し、ステークホルダーの期待に応えるため、当グループのビジ

ネスモデルの健全性および信頼性、ならびに経営の透明性を

確保し、当グループのコーポレートガバナンスの高度化に取

り組んでいきます。

基本的な考え方

•  当社は、株主の権利を尊重し、株主が権利を適切に行使すること
ができる環境の整備と株主の実質的な平等性の確保に取り組ん
でまいります。 

•  当社は、社会的責任や公共的使命の重要性を認識し、株主、お客さ
ま、社員、事業パートナー、および地域社会をはじめとしたさまざま
なステークホルダーとの適切な協働に努め、高い自己規律に基づ
き健全に業務を運営する企業文化・風土を醸成してまいります。 

•  当社は、ステークホルダーとの建設的な対話を行う基盤を構築
するために、ディスクロージャーポリシーを別途定め、非財務情

報を含む会社情報の適切な開示と、企業経営の透明性の確保に
努めてまいります。 

•  当社は、当グループの経営管理機能を担う金融持株会社として、
指名委員会等設置会社の機関設計を採用し、執行と監督の分離
による取締役会の監督機能の実効性確保に努めてまいります。 

•  当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよ
う、ステークホルダーとの間で建設的な対話を行います。

コーポレートガバナンス
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4. 取締役会

（1）取締役会の役割について

取締役会は、当グループの経営の基本方針を定め、経営全般

に対する監督機能を担うことにより、当グループの経営の公正

性・透明性を確保することをその中心的役割としています。こ

のため、原則として法令で定められた専決事項以外の業務執

行の決定を執行役に委任した上で、執行役等の職務の執行を

監督しています。また、社外取締役が、ステークホルダーの視点

に立ち、当グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の

向上を図る観点から取締役会および経営者の業務執行ならび

に当社と経営陣等との間の利益相反を適切に監督することが

できる環境を整備しています。さらに、サステナビリティ（持続

可能性）を巡る環境・社会的な課題の重要性に鑑み、当グルー

プ各社が果たすべき社会的責任に関する基本方針（サステナ

ビリティ方針）（P.24ご参照）を定め、役員および社員の意識を

高めるとともに、ステークホルダーに配慮しながら課題解決に

向け積極的な取り組みを推進することを通じ、社会の持続可

能な発展と当グループの企業価値の向上を図っています。そし

て、お客さまの真の利益に適う商品・サービスのご提供に関す

る取組方針（フィデューシャリー・デューティーに関する取組方

針）を定め、当グループ内で「お客さま本位」の姿勢を共有し、お

客さまの安心と満足のために行動するとともに、当グループ各

社の取組状況を管理することにより、当グループにおけるフィ

デューシャリー・デューティーの実践を推進しています。

（2）取締役会の構成

当社の取締役会の人数は、当グループの経営管理機能を担

う金融持株会社として求められる実効性ある監督機能を発

揮するために必要かつ適切な規模で、構成員の多様性および

専門性の確保の観点にも十分配慮して、定款で定める員数で

ある20名の範囲内で決定しています。

また、コーポレートガバナンスにおける社外取締役の機能

の重要性に鑑み、取締役会の人数のうち、独立社外取締役の

占める割合を原則3分の1以上とし、独立役員に係る独立性判

断基準を制定し、開示しています。

さらに、取締役候補者を決定するに際し、各事業分野の経

営に強みを発揮できる人材や経営管理に適した人材などの

バランスに配慮し、信託銀行グループとしての当社の幅広い

業務領域を適切に監督するのに相応しい、知識、経験、能力の

バランスおよび多様性を確保するよう努めています。

（3）社外取締役による取締役会議長就任

指名委員会等設置会社では、重要な業務執行の決定を原則

として執行役に委任することができる一方で、取締役会はより

一層監督機能の発揮を求められます。このような取締役会の

役割期待を踏まえ、当社は取締役会の議長に社外取締役の松

下功夫氏を選定しています。

併せて、当社では、取締役会議長がその職責を果たしていく

ことをサポートする組織として取締役会室を設置するととも

に、非業務執行取締役の常勤監査委員を取締役会の副議長

に選定し、取締役会の審議事案を中心とした各種情報の提供

と、経営、監督の視点での論点の整理などについてサポートを

行っています。

■社外取締役7名全員を独立役員として金融商品取引所に届け出ています。
■取締役15名の内訳：男性14名、女性1名
■指名委員会等設置会社への移行後、2017年6月29日～2018年3月31日に、取締役会を

12回開催。全取締役とも出席率100％。

取締役会の構成

非執行（11名） 執行（4名）

社外取締役7名 社内取締役8名

議
長

社外取締役比率 47%

非執行取締役比率 73%

取締役会議長
（社外取締役が就任）

サポート

取締役会室
（議長サポート、各委員会との連携）

取締役会副議長
（非業務執行取締役の
常勤監査委員が就任）
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（4）2017年度 取締役会評価の実施結果

当社は、毎年、取締役会全体の実効性を評価（以下、「取締

役会評価」）し、抽出した課題に対する改善策を検討・実施し

ていくことで、PDCAサイクルを機能させ、取締役会の実効性

向上に取り組んでいます。2017年度の取締役会評価における

ポイントは、以下の通りです。

■  評価のポイント

① 社外有識者による社外取締役へのインタビューを通じた

第三者の視点の活用

② 取締役会の「監督機能の発揮状況」の評価項目の充実

③ 取締役会による各委員会に対する評価と各委員会の自己評

価の実施

④実施結果を踏まえた取締役会における議論の充実

（監督機関としての視点、各委員会との諮問・答申プロセス、運

営の工夫、今後審議を深めるべきテーマなどについて議論）

⑤ 社外取締役会議における取締役会評価の実施結果等につ

いての意見交換

■  2016年度の取締役会評価において認識された課題への

取り組み

2016年度の取締役会評価において認識された課題に

ついて、2017年度に実施した主な取り組みは以下の通り

です。

① 持株会社の取締役会としての機能発揮に資する運営

取締役会の付議・報告基準を見直し、原則として、法令

で定められた専決事項以外の業務執行の決定を執行役

へ委任し、経営上の重要事項に関する執行役からの職務

執行状況報告の充実を図るとともに、中長期的な視点に

立った経営上の重要課題を「経営テーマ」として選定し、特

に結論を得ることを目的とせず、自由に審議する運営を開

始するなど、持株会社の取締役会としての機能発揮に資す

るメリハリのある運営に努めました（P.59ご参照）。

②  効率的で充実した審議に向けた取締役会の運営インフ

ラのレベルアップ

取締役会資料の様式を改定し、取締役会における審議の

ポイント、事前審議機関での審議状況、当該案件のリスクや

課題をより明確にした上で説明する運営を徹底しました。

また、資料の視認性・会議の効率性を向上させるべく、

ペーパーレス会議運営を導入しました。

③  信託銀行グループのビジネスモデルに沿った審議の

充実

前年度の取締役会評価のアンケートにおいて、取締役

会等で審議を充実すべきとされた「各事業の戦略と課題」

「主要子会社の業務執行状況」「ダイバーシティ&インク

ルージョンの取組状況」など、信託銀行グループのビジネ

スモデルやこれを推進する社員に関するテーマについて、

取締役会等で審議しました。

以上の取り組みを踏まえて、2017年度の取締役会評価

において、各課題の改善状況を確認した結果、いずれの課

題についても2016年度よりも改善したことが確認できま

した。

■   2017年度の取締役会評価に関する実施結果の概要と今

後の取り組み

2017年度の取締役会評価において、当社は、取締役会

および各委員会がそれぞれの目的を意識して運営される

ことで審議の活性化と客観性・透明性の向上が図られてお

り、一定の実効性を確保していると評価しています。

一方、本評価を通じ、取締役会および各委員会が改善・

向上すべき課題として以下の3点を認識したことから、これ

らの課題に継続的に取り組むこととしています。

①  取締役会の効率的で充実した審議に資する運営インフ

ラの磨き上げ

②  中期経営計画推進にあたっての経営上の重要事項に関

するさらなる監督機能の発揮

③  取締役会・各委員会の一層の機能発揮に向けた取締役

会・各委員会間の連携高度化

当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を

目指し、引き続き取締役会評価を通じたPDCAサイクルを

機能させることで、取締役会および各委員会のさらなる実

効性の向上に取り組んでいきます。
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コーポレートガバナンス体制

5. 委員会

当社は、コーポレートガバナンスの実効性を確保するととも

に、当グループのビジネスモデルの健全性および信頼性、なら

びに経営の透明性をより一層高めていくために、会社法により

設置が求められる指名委員会、報酬委員会、および監査委員会

に加え、取締役会の諮問機関として独立社外取締役が参画す

るリスク委員会および利益相反管理委員会を設置しています。

なお、利益相反管理委員会は、専業信託銀行グループとし

て、ほかの金融グループに例のない監督機能を有する委員会と

して設置しています。

（1）指名委員会

指名委員会は、株主総会に提出する取締役の選任および

解任に関する議案の内容を決定し、取締役会から執行役社長を

含む執行役の選任および解任、ならびに経営陣の後継者人材

育成計画に関する諮問を受け、審議の上、答申を行うとともに、

三井住友信託銀行の取締役会から、取締役および監査役の選任

および解任に関する諮問を受け、審議の上、答申を行います。 

指名委員会は3名以上の取締役で構成し、委員の過半数を独立

社外取締役が占めます。指名委員長は独立社外取締役である

委員の中から選定することとしています。

（2）報酬委員会

報酬委員会は、執行役および取締役の個人別の報酬等の

内容に係る決定方針を定め、その方針に従って、執行役および

取締役の個人別の報酬等の内容を決定するとともに、三井住友

信託銀行の取締役会から、取締役等の個人別の報酬等の内容

に係る決定方針に関する諮問を受け、審議の上、答申を行いま

す。 また、報酬委員会は3名以上の取締役で構成し、委員の過

半数を独立社外取締役が占めます。報酬委員長は独立社外取

締役である委員の中から選定することとしています。

▲： 議　長 ・ 委員長
 （取締役会）  （各委員会）
●：社外
●：社内・非執行
●：社内・執行

執行機関

監督機関

指名委員会

取締役の選解任

リスク委員会

リスクガバナンスの助言

利益相反管理委員会

利益相反管理態勢の強化

報酬委員会

取締役・執行役の報酬決定

株主総会

取締役会
取締役・執行役の職務執行を監督

監査委員会

取締役・執行役の職務執行の監査

経営会議

代表執行役 執行役等 各委員会

監督

法定の委員会

任意の委員会

●●●●●●●

●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●

●●●●
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各委員会の構成員（▲▲：委員長、●：委員（社外）、●：委員（社内・非執行）、●：委員（社内・執行））

（3）監査委員会

監査委員会は、執行役および取締役の職務の執行を監査し、

監査報告を作成するとともに、株主総会に提出する会計監査

人の選任および解任ならびに会計監査人を再任しないこと

に関する議案の内容を決定します。

また、監査委員会は、その役割と責任を果たすため、当グ

ループに属する会社の業務および財産の状況の調査等を行

う権限を行使し、当グループの内部統制システムを活用する

とともに、執行役、取締役および会計監査人からの報告聴取

およびこれらの者との意思疎通等を通じて、組織的かつ効率

的に監査を実施します。監査委員会は、執行役を兼務しない

3名以上の取締役で構成し、委員の過半数を独立社外取締役

が占めます。監査委員長は原則として独立社外取締役である

委員の中から選定することとしています。

（4）リスク委員会

リスク委員会は、①当グループの経営を取り巻く環境、トップ

リスク、およびマテリアリティに関する事項、②当グループのリス

クアペタイト・フレームワークの運営、リスク管理、およびコンプラ

イアンス管理に係る内部統制システムの実効性の監視に関する

事項などに関して、取締役会からの諮問を受けて、その適切性等

について検討し、答申を行います。リスク委員会の委員の過半数

は、独立社外取締役および社外有識者とすることを原則とし、リ

スク委員長は、当該分野に専門的知見を有する取締役である委

員の中から選定することとしています。

（5）利益相反管理委員会

利益相反管理委員会は、①当グループの利益相反管理態勢の

妥当性に関する事項、②当グループの利益相反管理、顧客説明管

理、および顧客サポート管理の実効性ならびにこれらの態勢の

高度化に関する事項、③当グループのフィデューシャリー・デュー

ティーに関する取組方針および当グループ各社の行動計画等に

関する事項、④当グループの利益相反管理およびフィデューシャ

リー・デューティーの浸透等に係る特に重要な事項などに関し

て、取締役会からの諮問を受けて、その適切性等について検討し、

答申を行います。利益相反管理委員会の委員の過半数は、独立社

外取締役および社外有識者とすることを原則とし、利益相反管理

委員長は独立社外取締役および当該分野に専門的知見を有する

社外有識者である委員の中から選定することとしています。

指名 報酬 監査 リスク 利益相反管理

社外 取締役 松下 功夫
篠原 総一 ● ●
鈴木 武 ● ● ● ●
荒木 幹夫 ● ●
齋藤 進一 ●
吉田 高志 ●
河本 宏子 ●

有識者 神田 秀樹※

外山 晴之※ ●
栗原 俊典※ ●
細川 昭子※ ●

社内 大久保 哲夫 ● ●
橋本 勝 ● ●
八木 康行 ●
三澤 浩司 ●
西田 豊 ● ●

※ 神田 秀樹氏は、三井住友信託銀行の社外取締役です。外山 晴之氏、栗原 俊典氏および細川 昭子氏は、社外有識者です。
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6. 役員報酬体系

7. サクセッションプラン

当社では、グループの持続的な成長と企業価値の向上を図

るべく、当社および中核子会社の三井住友信託銀行の経営

トップの後継者計画（サクセッションプラン）を策定するととも

に、各事業経営や経営管理などを担う人材の育成計画として

経営人材育成計画を策定しています。

当該計画では、重要なポジションを特定し、それぞれに求め

られる人材像や要件を定め、それらに沿った候補者群の管理

および育成に役立てています。

サクセッションプランおよび経営人材育成計画の推進状況

は、定期的に指名委員会に報告の上その適切性を諮問し、取

締役会に報告されます。

社長
月例報酬のうち
固定報酬

月例報酬のうち個人業績報酬
＋

役員賞与
合計

50%程度 50%程度 100%

次期
トップ
候補

経営
トップ

次々期
トップ
候補

各事業
専門性
の高い
人材

次世代
候補者群

各事業
主要後継者

経営管理各部
主要後継者

経営トップの
サクセッション

プラン

各事業トップの
サクセッション

プラン

（1）報酬等の内容に係る決定に関する方針等

•  取締役、執行役および執行役員の報酬等については、会社

業績向上、企業価値拡大に対するインセンティブとして有効

に機能することを目指します。

•  短期的な収益貢献を重視した単年度業績評価に偏ること無

く、中長期的な業績貢献も反映した総合的な評価をベース

にした処遇とするべく、短期インセンティブと中長期インセン

ティブのバランスを考慮した報酬体系を構築します。

•  持株会社として、グループ各社に対する監督機能を十分に

発揮するために、役員が経営管理面で果たすべき役割やそ

の成果を的確に把握し、透明性の高い、公正かつ客観的な

評価に基づいて、個別の報酬を決定します。

•  報酬委員会では、各種委員会との連携を深め、よりアカウン

タビリティの高い報酬制度・体系を構築し、公平でメリハリ

が効いた報酬運営を行うことを目指して審議しています。

（2）報酬体系の概要

原則として、月例報酬（固定報酬と個人業績報酬で構成）、

役員賞与、株式報酬型ストック・オプションの組み合わせで支

給を行っています。

＜参考＞執行役社長の標準報酬テーブル

執行役社長の標準報酬テーブルは、構成割合や変動のレン

ジ幅を次の通り設定しており、当該テーブルを参考に、報酬委

員会において個別報酬額を決議する建付けとしています。

①「固定報酬」と会社および個人の業績を反映し変動する「個
　人業績報酬＋役員賞与」の割合は概ね50%：50%とする。

②「個人業績報酬」は標準額に対して
　70％～160%のレンジ幅とする。

③「役員賞与」は連結実質業務純益、連結純利益などの
　会社業績等を反映して都度決定する。

④「株式報酬型ストック・オプション」の付与個数は、
　年度業績等を反映して都度決定する。
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8. 取締役会の審議テーマの充実に向けた取り組み

9. 経営計画策定プロセス

取締役会は執行役等の職務執行状況を監督するとともに、

経営の基本方針を定め、経営計画の策定を通じてビジネスモ

デルの選択とリスクテイクの判断などを行っています。取締役

会では、このような役割を果たすため、法令や規程上の要請

事項のほか、経営上の重要な課題や、中長期的な視点に立っ

たテーマを「経営テーマ」として選定し、特に結論を得ること

を目的とせず、取締役会において自由に審議しています。

このような取り組みを通じ、経営の根幹を成す重要なテー

マに関して、社外取締役の知見や視点を活用しています。

2017年度の「経営テーマ」の実績
2017年7月 人材構築

8月 人材構築

9月 ビジネスモデル

11月 グループのコーポレートガバナンス

12月 グループのコーポレートガバナンス

2018年1月 ESGの取り組み

経営計画の策定にあたっては、まずはリスク委員会におい

てトップリスクやマテリアリティについて議論し、次に経営計

画の前提となる外部環境のシナリオを検討し、その上でそれ

らを踏まえた経営計画を策定しています。当社では、経営計

画の実効性と客観性を高めるため、シナリオの分析および経

営計画の策定に際し、事前に社外取締役を対象とした経営計

画ディスカッションを複数回開催し、策定の早期の段階から

有識者を含めた社外の知見を活用しています。

10. 社外取締役会議

当社では、コーポレートガバナンスの実効性をさらに高め

るべく、社外取締役のみが参加する社外取締役会議を開催し

ています。取締役会の運営、審議テーマ、機能発揮状況や取

締役会評価の結果を踏まえた意見交換等を実施しており、取

締役会の客観性や独立性の強化に役立てています。

経営計画の策定プロセスにおいて、
早期段階から社外取締役の意見を反映

経営計画策定プロセス

リスク委員会 取締役会、経営会議

トップリスク、マテリア
リティに係る協議

シナリオ分析
環境想定

経営計画の
決定

社外取締役向け「経営計画ディスカッション」

経営計画策定プロセスへの早期参画

11. 社外取締役と投資家との対話の取り組み

当社では、2018年2月に「三井住友トラスト IR Day」を開催

し、取締役会議長を務める社外取締役の松下功夫氏から、当

社のコーポレートガバナンスの取り組みについて説明の上、

参加いただいた投資家の皆さまと質疑応答を行いました。

社外取締役の意見反映
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当社は、さまざまな分野における社外取締役の経験と知見を活用して、取締役会の機能発揮の強化に取り
組んでいます。
今回は、当社の社外取締役の松下功夫氏と河本宏子氏に、当社の取締役会やコーポレートガバナンス変
革、ダイバーシティ&インクルージョンの推進などについてお話を伺いました。

社外取締役　河本 宏子
1979年7月   全日本空輸株式会社入社
2009年4月   同社 執行役員客室本部長
2014年4月   同社 常務取締役執行役員
2016年4月   同社 取締役専務執行役員グループ女性活躍推進担当、

東京オリンピック・パラリンピック推進本部副本部長
2016年6月   三井住友信託銀行株式会社取締役（社外）
2017年4月   株式会社ANA総合研究所

代表取締役副社長（現職）
2017年6月   三井住友トラスト・ホールディングス株式会社

取締役（社外）（現職）

社外取締役（取締役会議長）　松下 功夫
1970年4月   日本鉱業株式会社（現JXTGエネルギー株式会社）入社
2002年9月   新日鉱ホールディングス株式会社

（現JXTGホールディングス株式会社）
取締役 財務グループ財務担当

2004年6月   株式会社ジャパンエナジー（現JXTGエネルギー株式会社）
取締役 常務執行役員

2006年6月  同社代表取締役社長
2012年6月   JXホールディングス株式会社

（現JXTGホールディングス株式会社）
代表取締役社長 社長執行役員

2017年6月   三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
取締役（社外）（現職）

取締役会議長としての役割を果たすために気を付けていること

河本 　松下さんは、約1年前に取締役会の議長に就任されて

以降、三井住友トラスト・グループにおけるコーポレートガバ

ナンス変革の中心となって活躍されています。

　松下さんの議長としての差配によって、取締役会では発言

しやすいニュートラルな雰囲気が醸成されており、一人一人

の取締役からさまざまな意見を上手く引き出されていると感

じます。松下さんが、取締役会の運営上、議長として気を付け

ていらっしゃることを教えていただけますか。

松下 　議長として取締役会に臨むにあたり最も意識してい

るのは、取締役会自体が求められている機能を発揮していく

ためのファシリテーターとしての役割です。バーゼル銀行監

督委員会が定める「銀行のためのコーポレートガバナンス諸

原則」においては、取締役会議長の役割を「取締役会を全般

的に有効に機能させる」「取締役会が十分な情報に基づいて、

健全な決定を下すことを確保する」「批判的な議論を促す」な

どと例示されています。私自身としても、十分な情報に基づい

て、多角的な議論を促し、取締役会の審議の品質を確保する

ことが、議長としての重要な役割であると考えています。

THEME

1

社外取締役
対談

三井住友トラスト・ホールディングス　2018 統合報告書 ディスクロージャー誌 本編60



コーポレートガバナンス変革に対する評価

河本 　経営戦略の策定や、重要な業務執行のモニタリング

を担う取締役会は、経営陣から独立した立場で監督がなさ

れ、経営に良い意味で緊張感をもたらす存在であることが重

要だと考えています。三井住友トラスト・ホールディングスの

取締役会では、実際に社外取締役、さらには社内の非業務執

行取締役から、時には批判的な意見も含めて多様な視点から

数多くの発言がなされていますね。

　また、中長期的な視点に立った経営上の課題などを「経営

テーマ」として取り上げて審議するなど、運営面においても工

夫を凝らすことで、目に見えて取締役会が変わってきていると

感じています。こうした取り組みを通じて、三井住友トラスト・

ホールディングスのコーポレートガバナンスは着実に向上し

ているように思いますが、松下議長はどのように評価なさって

いますか。

松下 　三井住友トラスト・ホールディングスの機関設計変更

から約1年しか経過しておらず、総括的な評価をするには時

期尚早かもしれませんが、随所にコーポレートガバナンス向

上の手ごたえを感じています。取締役会の運営上の工夫に加

え、委員会の存在も大きいですね。

　2０17年度の取締役会評価では、取締役会の運営面のみな

らず、監督機能の発揮状況に関する評価項目を新たに充実さ

せることで、従来より一層踏み込んだ調査を実施しました。

　さらに、委員会自身が自己評価を実施し、取締役会と委員

会について一定の実効性を確認の上、今後の課題を把握しま

した。

　取締役会評価の実施結果を踏まえて、取締役会における審

議の視点や委員会の役割分担、連携のあり方などについても

議論することができ、監督機能発揮についての共通認識がよ

り深まったのではないでしょうか。

河本 　指名委員会等設置会社では、取締役会だけでなく委

員会がしっかりと機能を発揮することが重要だと思います。

そういった意味では、今回の取締役会評価のプロセスにおい

て各委員会まで調査対象に加えたことは良いことだと思いま

す。各委員会は、委員長を社外役員が務め、過半数を社外役

　これらを実践するためには、信託銀行グループの幅広い高

度な専門性を有する業務について、議長の私自身も理解を深

める必要があり、時間をかけてしっかりと準備することを心

掛けています。

　このため、毎回の取締役会の前には、非業務執行の取締役

である副議長や事務局と十分な打合せの時間を確保して、各

議題について社外の目線でチェックを行い、審議のポイント

を整理し、必要に応じて資料の修正を指示した上で、取締役

会に臨んでいます。

　こうした準備を経て、取締役会では、各議題のポイントにつ

いて、参加者の意見を引き出すように努めています。

取締役会が機能発揮するための 「ファシリテーター」

河本 　実際に取締役会の発言が非常に活発になっています

ね。議長である松下さんが意見を喚起することで、社内・社外

を問わず取締役が意見を述べやすくなっていると感じます。

そういった参加者の多様な発言が、取締役会の機能発揮、ア

カウンタビリティの向上につながっているのではないでしょ

うか。2017年度の取締役会評価の意見の中でも、取締役会の

客観性・透明性が向上しているという意見が多かったですね。

松下 　三井住友トラスト・ホールディングスには、さまざまな

分野で知識・経験が豊富な取締役が揃っています。

　取締役の知識・経験を最大限に生かしてもらうため、厳しい

意見のやりとりを含む健全な議論を促しつつ意見をまとめ上

げ、三井住友トラスト・グループの企業価値向上に向けて、適

切な意思決定につなげていくことを、議長として常に心掛け

ています。
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員が占めていますので、ある意味、社外役員自身の機能発揮

状況も問われているといえますね。

　取締役会評価の実施結果については、社外取締役だけが

参画する社外取締役会議でも意見交換しましたが、取締役会

から委員会への諮問のあり方や、委員会の独立性と委員会間

の連携の両立のさせ方などについて有意義な意見が出てい

ました。このような場も大切だと思います。

コーポレートガバナンス変革で新しくした「家」に住み慣れていくことが大切

松下 　取締役会では、取締役会評価の実施結果について審

議したのち、翌月には、取締役会として求められる責務、三井

住友トラスト・グループのビジネスモデルなどを踏まえて、今

後審議を深めるべきテーマが何かについても議論しました。

こうした活動を通じて、そもそも取締役会は何をすべきかと

いった、いわばPDCAのPLANにあたる部分の議論が徐々に

深まっています。このような取り組みも、機関設計変更後に導

入したものであり、コーポレートガバナンスの向上の一つだと

考えています。取締役会評価を通じて行った一連の議論を踏

まえて、取締役会は、グループの持続的な成長と中長期的な

企業価値の向上に深く関与していく必要があります。

河本 　私も同感です。三井住友トラスト・グループは、「第2

の創業」と銘打った中期経営計画を公表し、本気になって生

まれ変わろうと努力している最中にあります。そういったなか

で、一緒になって考え、中期経営計画の達成にしっかり関与し

ていくことが、私たち社外取締

役に求められている役割だと考

えています。

松下 　マイナス金利など銀行

業界にとって厳しい経営環境が

続くなかにあっては、「守り」のガ

バナンスだけでなく、持続的か

つ安定的な収益確保を目指す「攻め」のガバナンスが一層重

要になってきます。

　これは日本の企業全般にいえることかもしれませんが、取

締役会は、ブレーキをかけるだけなく、意思決定の客観性と

合理性を担保することで、経営陣が安心してアクセルを踏め

るような環境を整えることが求められていると思います。

　計画に沿った適切なリスクテイクができているか、必要に応

じて迅速で果断な判断ができているか、という観点で経営陣

と対話し、健全な企業家精神を後押ししていくことが重要だ

と思います。

　私はよく家に例えるのですが、家にはそれぞれに合った生

活があります。 洋風の家には洋風の生活が、和風の家には和

風の生活が馴染みますので、その家に応じた生活様式を作

り、住み慣れていくことが大切です。

　三井住友トラスト・ホールディングスはまさに、コーポレー

トガバナンス変革により、家の建付けを変え、その家に合った

仕組みを作りました。今はその仕組みに沿って着実に歩みを

進めているところです。その歩みが、もう少し進んだところで、

改めて今回の変革を評価し、さらに改善するならば、どこをど

のように改善していくのかについて、時間をかけて議論してい

きたいと思います。

ダイバーシティ&インクルージョン推進の取り組み

松下 　三井住友トラスト・グループはこれまでも「人材育成

No.1金融グループ」を目指しさまざまな取り組みを行ってき

ました。現在遂行中の事業構造改革の原動力として社員の力

は非常に重要だと思っており、取締役会でもダイバーシティ&

インクルージョン（以下「D&I」）に関連するテーマについて議

論してきました。

これまでの三井住友トラスト・グループのD&I推進の取り組

みについて、河本さんの印象をお聞かせいただけますか。
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河本 　社外取締役になる前に、人事部とD&Iについて意見

交換をした際、女性の活用を労働力として捉えられているよ

うな印象を受けました。そこで私からは、ダイバーシティの観

点では、それは単なるスタートに過ぎず、女性のみならず、男

性や外国人、障がい者、また、シニアや若い世代も、皆がいき

いきと働き続けられ、活躍できる組織になることがゴールな

のではと話したことを覚えています。

　その後、1年足らずの間に、「働き方改革宣言」が制定され、

D&I推進室を設置。また、最近では、「人材育成方針」が制定

されました。そのスピード感から「外部の意見に耳を傾ける

力」「良いと思ったらすぐに取り入れる力」が土壌としてあり、

三井住友トラスト・グループらしいD&Iが進んでいると感じて

います。

松下 　三井住友トラスト・ホー

ルディングスの大久保社長も以

前に「D&Iは三井住友トラスト・

グループのDNA」と言っていま

したが、私も、幅広い業務領域

を有し、多様な人材を抱えてき

ただけあって、多様性に対して

柔軟な企業風土があると感じています。

　さまざまなバックグラウンドを持つ社員がいきいきと働い

ていれば、多様なニーズに対応することができ、ビジネスにお

いても幅が広がります。また、異なる視点や経験を持つ社員

が触発し合うことによって、革新的な思考や創造的な職場が

生まれます。

自分たちの歩いてきた足跡を振り返り、その成長を確かめながら、歩みを進める

河本 　多様性を取り入れることは、ある意味、現在の

c o m f o r t a b l eな（居心地の良い）状態から抜け出し、

uncomfortableな(居心地の悪い)状態を作り出すことともい

えます。同質のメンバーで会話をしている時に比べ、多様性を

取り入れ、多角的な立場からさまざまな意見が出されるよう

になると、一時的には、意思決定のスピードやパフォーマンス

が落ちると感じる場面が生じるかもしれません。

　しかし、あえてuncomfortableな状態に入ることで、互い

が納得できる結論を導き出す力が育まれ、従来にない新たな

発想が生まれるようになり、個人も組織も一歩成長すること

ができるのではないでしょうか。

松下 　そうした観点からも、D&Iの取り組みが一過性のもの

とならないよう、三井住友トラスト・グループ全体の企業価値

向上につながる重要なテーマとして、腰を落ち着けて、中長期

的に推進していくことが必要ですね。

河本 　100社あれば100通りのD&Iがあるはずですから、他

の企業と比べるのではなく、自分たちの歩いてきた足跡を振

り返り、その成長を確かめながら、歩みを進めるという長期的

な視点が大切だと思います。

　社会の環境変化の中で、もっと強く、もっと良くなるために

何ができるかを、継続的に問い掛けていくことも社外取締役

としての役割の一つではないかと考えています。

的な職場が

める
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取締役

取締役

常
つ ね か げ

陰 均
ひとし

取締役執行役専務
（代表執行役）

荒
あ ら う み

海 次
じ ろ う

郎

取締役執行役専務
（代表執行役）

高
た か く ら

倉 透
とおる

取締役

三
み さ わ

澤 浩
ひ ろ し

司
取締役（社外)

篠
し の は ら

原 総
そ う い ち

一＊

取締役

北
き た む ら

村 邦
く に た ろ う

太郎

取締役

八
や ぎ

木 康
や す ゆ き

行

取締役執行役

橋
は し も と

本 勝
まさる

取締役執行役社長
（代表執行役）

大
お お く ぼ

久保 哲
て つ お

夫

当社の経営管理部門の統括役員として会社経営
の一角を担う経験を経て、2017年４月に取締役社長
に就任しています。併せて、三井住友信託銀行におい
ても経営管理部門の統括役員の経験に加え、ホール
セール事業（現 法人トータルソリューション事業）統
括役員等複数の事業経営の経験を有し、2016年４月
から1年間、取締役副社長を務めています。これまで
培った会社経営、事業経営の経験を基に、今後も、グ
ループの経営全般を牽引する立場で、当グループの
持続的な成長と企業価値の向上へのさらなる貢献を
期待し、取締役に選任しています。

当社の取締役執行役専務として運用企画部を統
括するとともに、三井住友信託銀行の取締役専務執
行役員として受託事業および運用事業の管掌役員
を担うなど、信託銀行グループの経営管理および事
業運営に関する豊富な知識・経験を有しています。
これまで培った経験を基に、今後も、グループの経
営全般の統括を補佐する立場で、当グループの持続
的な成長と企業価値の向上に向けた牽引力の発揮
を期待し、取締役に選任しています。

2012年４月以降５年間、当社の取締役社長を務
め、信託銀行グループの経営全般にわたる豊富な知
識・経験を有しています。これまで培った経験を生か
し、今後も引き続き、当グループの持続的な成長と企
業価値の向上に向けたさらなる貢献を期待し、取締
役に選任しています。

受託部門や経営管理部門の部長職を歴任した
後、三井住友信託銀行の常務執行役員を務めるな
ど、信託銀行グループの経営管理および事業運営に
関する豊富な知識・経験を有しています。また、2016
年４月以降、三井住友信託銀行監査役、当社取締役
および監査委員を務め、公正かつ客観的な立場から
業務執行状況全般を監査する知識・経験を備えてい
ることから、経営の健全性および透明性の向上への
貢献を期待し、取締役に選任しています。

当社の取締役執行役専務として人事部を統括する
とともに、三井住友信託銀行の取締役専務執行役員
として個人トータルソリューション事業副統括役員を
担うなど、信託銀行グループの経営管理および事業
運営に関する豊富な知識・経験を有しています。これ
まで培った経験を基に、今後も、グループの経営全般
の統括を補佐する立場で、当グループの持続的な成
長と企業価値の向上に向けた牽引力の発揮を期待
し、取締役に選任しています。

2011年４月以降当社の取締役会長を務めるとと
もに、2017年3月まで三井住友信託銀行の取締役社
長を務めるなど、信託銀行グループの経営全般にわ
たる豊富な知識・経験を有しています。これまで培っ
た経験を生かし、今後も引き続き、当グループの持
続的な成長と企業価値の向上に向けたさらなる貢
献を期待し、取締役に選任しています。

国際経済学およびマクロ経済学を専門とする経
済学者であり、国内外の経済に関する豊富な知見と
高い見識を有しています。当社社外取締役在任中に
おいて、係る経験に基づく発言・助言をいただいてお
り、今後も同氏の知見と見識を当社の経営に生かし
ていただくために、社外取締役に選任しています。

当社の経営管理部門の統括役員等を歴任し、
2016年10月から2017年3月まで副社長執行役員を
務め、当グループ経営全般の補佐を担ってきました。
また、三井住友信託銀行においては、2017年４月か
ら取締役社長に就任し同社の経営全般を担ってい
ます。今後もグループの経営全般を統括する立場
で、当グループの持続的な成長と企業価値の向上に
向けた牽引力の発揮を期待し、取締役に選任してい
ます。

審査部長や不動産融資関連会社の社長等の経験
を有し、三井住友信託銀行の専務執行役員として近
畿圏統括役員等を務めるなど、事業運営に関する豊
富な知識・経験を有しています。また、2016年６月以
降、当社監査役、取締役および監査委員を務め、公正
かつ客観的な立場から業務執行状況全般を監査す
る知識・経験を備えていることから、経営の健全性お
よび透明性の向上への貢献を期待し、取締役に選任
しています。

（2018年7月1日現在）
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＊ 会社法第2条第15号に定める社外取締役です。

日本を代表するグローバル企業であるトヨタ自動
車株式会社の元専務取締役として、経理・財務、関
係会社経営等の分野で幅広い経験と豊富な知識を
有しています。トヨタ自動車株式会社専務取締役退
任後は、トヨタファイナンシャルサービス株式会社
の代表取締役社長や、あいおいニッセイ同和損害保
険株式会社の代表取締役会長を務めるなど、金融
関連事業の会社経営にも携わっています。当社社外
取締役在任中において、係る経験に基づく発言・助
言をいただいており、今後も同氏の知見と見識を当
社の経営に生かしていただくために、社外取締役に
選任しています。

株式会社日本政策投資銀行の元代表取締役副社
長として、銀行経営および政策金融等に関する幅広
い経験と、一般財団法人日本経済研究所の理事長
として国内外の金融・経済情勢に関する豊富な知見
を有しています。当社社外取締役在任中において、
係る経験に基づく発言・助言をいただいており、今
後も同氏の知見と見識を当社の経営に生かしてい
ただくために、社外取締役に選任しています。

長年大手監査法人に所属し、公認会計士として、
金融機関や事業会社の監査を担当するなど、財務
会計に関する豊富な知識と経験を有しています。ま
た公認会計士としての経験に加えて、監査法人の代
表社員や常務理事として経営に携わってきたほか、
海外勤務経験に基づくグローバルな知見も有して
います。2016年６月から当社社外監査役および社
外取締役を務めていますが、在任中は係る経験に基
づく発言・助言をいただいており、今後とも、同氏の
知見と見識を当社の経営に生かしていただくため
に、社外取締役に選任しています。

日本を代表する総合エネルギー・資源・素材企業
グループであるJXホールディングス株式会社（現
JXTGホールディングス株式会社）の元代表取締役
社長として、会社経営全般に豊富な経験を有してお
り、2017年６月以降当社社外取締役を務めていま
す。在任中は係る経験に基づく発言・助言をいただ
くとともに、取締役会議長として、取締役会の実効性
のさらなる向上に尽力いただいています。今後とも、
これまで培った事業経営、会社経営の知見と見識を
当社の経営に生かしていただくために、社外取締役
に選任しています。

全日本空輸株式会社で取締役専務執行役員を務
め、同社の経営全般および女性活躍推進担当を担っ
ていたほか、2016年６月から三井住友信託銀行の
社外取締役、2017年６月以降当社の社外取締役を
務めています。在任中は、係る経験に基づく発言・助
言をいただいており、今後とも、同氏の知見と見識
を当社の経営に生かしていただくために、社外取締
役に選任しています。

丸紅株式会社で財務担当執行役員として、財務会
計に関する豊富な知識と経験を有しているほか､投
資事業会社の経営にも携わり、会社経営者としての
高い見識も有しています。また、大手監査法人にお
ける幅広い国際業務の経験や海外勤務経験に基づ
くグローバルな知見も有しています。2013年６月以
降当社社外監査役および社外取締役を務めていま
すが、在任中は係る経験に基づく発言・助言をいた
だいており、今後とも、同氏の知見と見識を当社の
経営に生かしていただくために、社外取締役に選任
しています。
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当グループでは、リスク文化を「信託の受託者精神に基づく

高い自己規律のもと、リスクの適切な評価を踏まえたリスクテ

イク、リスク管理、リスクコントロールを機動的に実行する当グ

ループの組織および役員・社員の規範・態度・行動を規定する

基本的な考え方」と定義しています。

当グループでは、リスク文化の醸成・浸透のため、経営メッ

3. リスク文化の醸成と浸透

リスクアペタイト・フレームワーク（RAF）とは、当グループ

の社会的役割および経営方針に基づき経営が策定した経営

戦略の実現のため、リスクキャパシティの範囲内で、収益源泉

とするリスク、一定水準に抑制するリスクおよび原則回避す

べきリスクの種類と水準を決定するプロセス、およびそれを

支える内部統制システムから構成される全社的な経営管理

の枠組みをいいます。

当グループのリスクアペタイト・フレームワークは、収益力

強化とリスク管理高度化の両立を主な目的とし、環境想定・リ

スク認識、リスクアペタイトの決定・伝達・監視を通じたリスク

テイクの透明性向上、適切な経営資源の配分、運営状況のモ

ニタリングなどを通じて実現を推進します。

リスクアペタイトの決定

当グループのリスクアペタイトは、経営戦略、リスク文化およ

びストレステストによる検証等を踏まえ、経営計画と整合的に

決定しており、年1回以上もしくは必要に応じて随時見直しを

実施しています。

当グループは、リスクアペタイトの設定において、各事業がそ

のビジネス特性ごとに晒されている信用リスク、市場リスク、情

報セキュリティリスク、コンダクトリスクなどの主なリスク（リス

ク特性）を特定しています。

リスクアペタイトのモニタリング

当グループでは、リスクアペタイトを明確にするためのリス

クアペタイト指標を設定し、定期的にモニタリングを実施しま

す。また、リスクアペタイト指標が設定した水準から乖離した

1. リスクアペタイト・フレームワークの位置付け

2. リスクアペタイトの運営

場合は、要因を分析の上、対応策の実行または設定水準の見

直しなどを実施します。

リスクガバナンス

リスクガバナンスは、コーポレートガバナンスの一部を構成

し、リスクアペタイトやリスクリミットの明確化およびこれら

のモニタリングを通じ、適切なリスクテイクや、リスクを特定・

計測・管理・コントロールする枠組みをいいます。

当グループは、当グループの健全な発展を目的として、リス

クガバナンスの高度化を推進します。

当社では、コーポレートガバナンス高度化の取り組みとし

て、リスク委員会や利益相反管理委員会などにおける議論を

通じ、リスクアペタイトの運営の高度化に取り組んでいます。

セージの発信、研修教育などを通じたグループ内の共有・周知

に取り組んでいます。また、リスクアペタイト・フレームワーク

を明文化したリスクアペタイト・ステートメント（RAS）を策定

し、グループ内のリスクアペタイトに関する活発な議論に活用

しています。
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経営方針・経営戦略
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リスクアペタイト・リスクリミット

内部統制システム

リスク文化

ビジネス特性・リスク特性・リスクガバナンス

ストレス
テスト

環境想定・リスク認識

経営計画等

リスクアペタイト・フレームワークの概要

取締役会

監督

執行

• RAFに関する基本的事項およびRASの決定
• 当該決定事項に基づく業務執行の監督

監査委員会 • RAFに関する基本的事項に基づく業務執行の監査

利益相反
管理委員会 • 利益相反管理態勢の妥当性検証および取締役会への提言

リスク委員会
• RAFに関する事項の審議および取締役会への提言
• RAFに関する運営・執行状況の審議

経営会議
• RAFに関する基本的事項およびRASの立案　
• RAFの高度化およびRAFに基づく業務執行

利益相反管理
高度化委員会 • 利益相反管理態勢の整備・強化と実施状況のチェック

経営リスク
管理委員会

• RAFに関する運営状況のモニタリング
• RAFの高度化およびRAFに基づく業務執行の推進
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リスクアペタイト・フレームワークの運営体制

リスクアペタイト・フレームワーク（RAF）
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リスクの定義

リスクカテゴリー 定　義

信用リスク
信用供与先の財務状況の悪化等により、資産（オフ・バランス資産を含む）の価値が減少ないし消失し、当グループが損失を被る
リスクをいいます。このうち、特に、海外向け信用供与について、与信先の属する国の外貨事情や政治・経済情勢等により当グ
ループが損失を被るリスクをカントリーリスクといいます。

市場リスク

金利、為替、株式、コモディティ、信用スプレッド等のさまざまな市場のリスク要因の変動により、保有する資産・負債（オフ・バラ
ンスを含む）の価値、あるいは資産・負債から生み出される収益が変動し、当グループが損失を被るリスクをいいます。このうち、
特に、市場の混乱等により市場において取引ができなかったり、通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされることに
より当グループが損失を被るリスクを、市場流動性リスクといいます。

資金繰りリスク
必要な資金が確保できず資金繰りがつかなくなる場合や、資金の確保に通常よりも著しく高い金利での調達を余儀なくされる
ことにより当グループが損失を被るリスクをいいます。

オペレーショナル・リスク（略称「オペリスク」）
（下記はオペリスク内の「リスクサブカテゴリー」）

業務の過程、役員・社員の活動もしくはシステムが不適切であること、または外生的な事象により当グループが損失を被るリス
クをいいます。

事務リスク
役員・社員が正確な事務を怠る、あるいは事故・不正等を起こすなど、事務が不適切であることにより当グループが損失を被る
リスクをいいます。

システムリスク
コンピュータシステムのダウン、または誤作動、システムの不備等に伴い当グループが損失を被るリスク、さらにコンピュータが
不正に使用されることにより、当グループが損失を被るリスクをいいます。

情報セキュリティリスク
情報の漏えい、情報が正確でないこと、情報システムが利用できないこと、情報の不正使用等、情報資産が適切に維持・管理さ
れないことにより、当グループが損失を被るリスクをいいます。

法務・
コンプライアンスリスク

取引の法律関係が確定的でないことによって当グループが損失を被るリスク、および法令等の遵守状況が十分でないことによ
り当グループが損失を被るリスクをいいます。

人的リスク 人事運営上の不公平・不公正、ハラスメント等、人事・労務管理上の問題により当グループが損失を被るリスクをいいます。

イベントリスク
自然災害、テロ等の犯罪、社会インフラの機能障害、感染症の流行等、事業の妨げとなる外生的事象、または有形資産の使用・
管理が不適切であることにより当グループが損失を被るリスクをいいます。

風評リスク マスコミ報道、風評・風説等によって当社または子会社等の評判が悪化することにより当グループが損失を被るリスクをいいます。

当グループは、経営健全性の確保、経営戦略に基づくリスク

テイクを通じた収益確保、持続的成長のため、グループ経営

方針、内部統制基本方針に基づき、リスクの特定、評価、モニ

タリング、コントロールおよび削減、高度化検証・見直しなど

の一連のリスク管理活動をとおして、リスクの状況を的確に

把握し、リスクに対して必要な措置を講じることを基本方針と

しています。

当グループのリスク管理のフレームワークは、リスクアペタ

イト・フレームワークを取り込み、一体化してグループ内で有

機的に機能しています。

1. リスク管理の基本方針

当グループは、専業信託銀行グループとして、信託の受託者

精神に立脚し、高度な専門性と総合力を駆使して、銀行事業、

資産運用・管理事業、不動産事業などを融合したトータルソ

リューション型ビジネスモデルで独自の価値を創出すること

を目指しています。

当グループの事業は、個人トータルソリューション（TS）事

業、法人トータルソリューション（TS）事業、法人アセットマネ

ジメント（AM）事業、受託事業、証券代行事業、不動産事業お

よびマーケット事業の各事業で構成されています。

当グループの各事業はそのビジネス特性に応じ、信用リス

ク、市場リスク、資金繰りリスクおよびオペレーショナル・リス

クといったさまざまなリスクにさらされています。なお、三井

住友信託銀行では、信託業務のリスクについて、信託受託者

としての善管注意義務・忠実義務・分別管理義務などの観点

も加え、主にオペレーショナル・リスクのカテゴリーで管理し

ています。

各事業のリスク量を合算した当グループ全体のリスク量

が、取締役会が決定したリスクキャパシティ（健全性・流動性）

の範囲内におさまっているかどうかなどを定期的に報告して

います。

2. 当グループのリスク特性

三井住友トラスト・ホールディングス　2018 統合報告書 ディスクロージャー誌 本編68

リスク管理



当グループは、グループ全体のリスクガバナンス体制とし

て、各事業によるリスク管理（ファーストライン・ディフェン

ス）、リスク統括部およびリスク管理各部によるリスク管理（セ

カンドライン・ディフェンス）、内部監査部による検証（サード

ライン・ディフェンス）の三線防御体制（スリーラインズ・オブ・

ディフェンス）を構築しています。

ファーストライン・ディフェンス

グループ各事業は、業務商品知識を生かして自事業の推進

におけるリスク特性の把握を行います。

各事業は定められたリスクアペタイトの範囲内でリスクテ

イクを行うとともに、リスクが顕在化した際には現場レベルで

のリスクコントロールを迅速に実行します。

セカンドライン・ディフェンス

リスク統括部は、取締役会によって決定されたグループ全

体のリスク管理方針に従い、リスク管理全般を統括し、グルー

プ全体を対象にリスクを特定・評価し、リスク管理プロセスを

構築し、リスク限度枠の設定を行います。リスクが顕在化した

場合の全社リカバリー戦略をあらかじめ策定します。

リスク統括部およびリスク管理各部は、ファーストラインのリ

スクテイクへの牽制機能を発揮し、リスクガバナンス体制の監

督・指導を行います。

リスク統括部は、リスク管理の状況を経営会議、取締役会

へ報告します。

サードライン・ディフェンス

内部監査部は、グループのリスクガバナンス体制およびプ

ロセスの有効性や適切性を独立した立場から検証します。

経営会議

経営会議は、代表執行役ならびに執行役社長が指定する

執行役をもって構成され、リスク管理に関する事項の決定お

よび取締役会決議・報告事項の予備討議を行います。

取締役会

取締役会は、取締役全員をもって組織され、当グループの経

営方針およびリスクテイクの戦略目標を決定し、リスクの所在

と性質を十分認識した上で、戦略目標を踏まえたリスク管理

方針などを策定し、適切なリスクガバナンス体制を整備し、実

施状況を監督します。また、取締役会は当グループのビジネス

3. リスクガバナンス体制

リスクガバナンス体制

リスク
カテゴリー

信用
リスク

市場
リスク

資金繰り
リスク

オペレーショナル・
リスク

執行機関

法定の委員会

任意の委員会
監督機関

経営リスク管理委員会 IT委員会

経営会議

取締役会

三井住友トラスト・ホールディングス

利益相反管理高度化委員会

リスク委員会 利益相反管理委員会

監督・
指導

協議・
報告

ファーストライン・
ディフェンス

セカンドライン・
ディフェンス

サードライン・
ディフェンス

事務
リスク

システム
リスク

情報
セキュリティ
リスク

人的
リスク

イベント
リスク

風評
リスク

法務・
コンプライアンス

リスク

指名委員会 報酬委員会 監査委員会

監督

監査

監査

報告

報告

業務管理部 人事部 総務部
法務部

コンプライアンス
統括部

リスク管理の統括部署 リスク統括部

リスク管理部署

内
部
監
査
部

内
部
監
査
部
署

各事業
（三井住友信託銀行・
グループ関係会社）

個人TS
法人TS
法人AM

証券代行
不動産

受託

マーケット

株主総会

リスク管理
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戦略やリスクの特性を踏まえ、任意の諮問機関として「リスク

委員会」および「利益相反管理委員会」を設置しています。

リスク委員会

リスク委員会は、当グループの経営を取り巻く環境認識に

関する事項、リスク管理の実効性に関する事項などに関し、取

締役会からの諮問を受けてその適切性などを検討し、答申を

行います。

利益相反管理委員会

利益相反管理委員会は、信託の受託者精神に基づき当グ

ループが目指す、お客さまの「ベストパートナー」の基盤とな

る、フィデューシャリー・デューティーおよび利益相反管理に

関する事項に関し、取締役会から諮問を受けてその適切性な

どを検討し、答申を行います。

当グループでは、リスク統括部およびリスク管理各部がセカ

ンドラインとして、以下の手順でリスク管理を行います。また、

このリスク管理プロセスについては、関連するシステムを含

め、サードラインの内部監査部により定期的に監査されます。

リスクの特定

当グループの業務範囲の網羅性も確保した上で、直面する

リスクを網羅的に洗い出し、洗い出したリスクの規模・特性を

踏まえ、管理対象とするリスクを特定します。

リスクの評価

管理対象として特定したリスクについて、事業の規模・特性

およびリスクプロファイルに見合った適切なリスクの分析・評

価・計測を行います。

リスクを定量化できない場合は、可能な範囲で影響度を評

価し、リスクの性質に応じて予防的措置を講じるなどにより

管理を行います。

リスクのモニタリング

当グループの内部環境（リスクプロファイル、配賦資本の使

用状況など）や外部環境（経済、市場など）の状況に照らし、リ

スクの状況を適切な頻度で監視し、状況に応じ、グループ事

業に対して勧告・指導または助言を行います。モニタリングし

た内容は、定期的にまたは必要に応じて取締役会、経営会議

などへ報告・提言します。

トップリスクなどの予兆管理
　当グループのビジネスモデルの特徴とリスク特性を踏まえ、
内生要因リスクについては「リスクアペタイト指標」を設定し、
管理指標をモニタリングしています。また、外生要因リスクに
ついては、トップリスク（発生する蓋然性が高く、当グループに
重大な影響を与える可能性があるリスク）などを選定した上
で、予兆指標をモニタリングしています。いずれのリスクも、モ
ニタリング結果を踏まえて対応策などを講じています。
　トップリスクについて、現状、信用リスクは「大口与信先の
信用悪化」、市場リスクは「政策保有株式等の価格下落」、オペ
レーショナル・リスクは「サイバー攻撃」などを選定しています。

リスクのコントロールおよび削減

リスク量がリスク限度枠を超過したとき、もしくは超過が懸

念されるなど、経営の健全性に重大な影響を及ぼす事象が生

じた場合には、取締役会、経営会議などに対して適切に報告

を行い、必要な対応策を講じます。

（1）統合的リスク管理体制

当グループでは直面するリスクに関して、それぞれのリスク

カテゴリーごとに評価したリスクを総合的に捉え、経営体力

と比較・対照することによって、リスク管理を行っています（統

合的リスク管理）。

また、当グループでは統合的リスク管理における管理対象

リスクのうち、VaRなどの統一的尺度で計量可能なリスク値

を合算して、経営体力（自己資本）と対比することにより管理

しています（統合リスク管理）。

4. リスク管理のプロセス

5. 統合的リスク管理

リスク管理
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（2）資本配賦運営

当グループでは、当社が外部環境、リスク・リターンの状況、

シナリオ分析および自己資本充実度評価の結果を踏まえ、

各リスクカテゴリー（信用リスク、市場リスク、オペレーショナ

ル・リスク）を対象に、グループ各社を含めた各事業へ資本を

配賦する運営を行っています。資本配賦の計画は、取締役会

で決議しています。配賦する資本の水準は、当グループのリス

クアペタイトに基づいて決定されます。

各事業は、リスク量が配賦された資本の範囲内、かつリスク

アペタイトの範囲内となるように業務を運営します。また、リ

スク統括部は、月次でリスク量を計測し、配賦された資本およ

びリスクアペタイトに対するリスクの状況を、定期的に取締役

会などに報告しています。

（3）ストレステストと自己資本充実度評価

リスク統括部は、資本配賦の計画の策定および見直しの都

度、預金者保護の視点による自己資本充実度の確保のため、

仮想シナリオ、ヒストリカルシナリオおよび発生確率検証の3

種類のストレステストを実施し、その結果に基づき自己資本

充実度を評価の上、取締役会などに報告しています。

当グループでは、金融機関としての公共的使命・社会的責

任を踏まえ、自然災害やシステム障害、新種感染症の流行な

どが発生した場合、迅速かつ適切に緊急事態・危機に対応で

きる体制を整備し、組織内に周知することに努めています。

具体的には、お客さま、役員・社員、その家族の安全を確保

した上で、円滑に業務運営が継続できるよう、平時より業務

継続プラン（BCP）を整備し、その実効性を確保するため、定

期的な訓練と内容の見直しを実施しています。また、危機発

生時においては、社長を本部長とする緊急対策本部を設置す

るなどの対応体制を整備しています。

特に、地震のような大規模自然災害などに対しては、想定

される影響の大きさを踏まえ、バックアップオフィスやバック

アップシステム整備などの対応体制の強化を進めているほ

か、社会全般において被害が発生しているサイバー攻撃への

対応体制の整備にも取り組んでいます※。
※三井住友信託銀行のシステムを24時間監視するとともに、サイバー攻撃に係る情報収集・分
析・対策などを進める社内組織としてSuMiTRUST-CSIRTを設立し、外部の専門機関との
連携も取りつつ対応しています。

6. 危機管理

新商品や新規業務を導入する際には、あらかじめ内在する

リスクの有無、種類の特定・評価・管理、お客さまへの説明資

料・手法など、商品や業務を継続するためにさまざまな体制

整備を行う必要があります。この目的達成のため、当グルー

プでは新商品や新規業務の導入時に審査を実施する体制と

しています。この商品審査のプロセスにおいては、お客さまか

ら信頼していただける商品や業務の導入を重視し、複数の部

署がさまざまな角度から検証を行います。また、新商品や新

規業務の導入後も定期的なモニタリングによる検証を行っ

ています。

7. 新商品・新規業務導入時の審査体制

商品所管部

リスクチェック担当各部

商品審査委員会

※商品性を勘案、利益相反の観点が必要な場合は合同開催

※

商品審査付議

FD推進部・CS企画推進部
法務部・業務管理部
業務部・財務企画部 など

商品審査依頼

審査結果通知

商品審査事務局

リスク統括部
コンプライアンス統括部

利益相反管理高度化委員会

②

①

③

商品審査のプロセス（三井住友信託銀行）

リスク管理
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当グループでは、経営理念を実践するための行動規範に

「法令等の厳格な遵守」を掲げ、コンプライアンスの徹底を

経営の最重要課題の一つと位置付けています。

また、取締役会が定める「コンプライアンス規程」において、

グループ全体の基本方針、役員・社員が遵守すべき具体的基

準や組織体制などを定め、「The Trust Bank」にふさわしいコ

ンプライアンス体制を整備しています。

1. 基本的な取り組み方針

当グループでは、コンプライアンスを実現させるための具体

的な実践計画である「コンプライアンス・プログラム」を毎年度、

取締役会にて決議するとともに、その進捗・達成状況の把握・評

価を四半期ごとに取締役会に報告しています。

また、当社はグループ各社のコンプライアンス・プログラムの

策定を指導し、その進捗・達成状況の把握・評価についても四

半期ごとに取締役会に報告するなど、グループ全体のコンプラ

イアンス態勢を整備しています。

2. グループのコンプライアンス態勢

当グループでは、遵守すべき法令等の解説、違法行為を発

見した場合の対処方法などを示した「コンプライアンス・マ

ニュアル」を制定し、組織全体に周知徹底しています。

また、当社は、役割等に応じて行われる集合研修への研修

資料の提供・講師派遣、ディスカッション型勉強会の企画・運

営、個別テーマに関するeラーニング研修の実施を行うなど、

グループ全体でのコンプライアンス研修を強化しています。

さらに、毎年度コンプライアンスに関する意識調査を実施

し、実態の把握と課題の改善に取り組んでいます。

3. コンプライアンス意識の浸透への取り組み

当グループでは、全ての役員・社員がコンプライアンス統括

部や外部の弁護士事務所に法令違反行為等を直接通報でき

るコンプライアンス・ホットライン制度を設けています。同制

度では、通報者保護のため、情報管理やプライバシー保護を

徹底し、通報者に不利益な取り扱いを厳禁としています。

また、不適切な会計処理等について通報可能な会計ホット

ライン制度も設置しています（資料編P.360ご参照）。

4. ホットライン制度

三井住友トラスト・ホールディングスのコンプライアンス体制

監督
機関

三井住友信託銀行 グループ関係会社

取締役会

リスク委員会 利益相反管理委員会

執行
機関

経営会議

経営リスク管理委員会 利益相反管理高度化委員会

コンプライアンス統括部

監督・指導協議・報告
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当グループでは、「贈収賄・汚職防止に関する法令等遵守方

針」を公表し、経営陣による監督の下、定期的に贈収賄・汚職

に係るリスク評価、接待・贈答などに対する事前承認制度、採

用やトレーニーの受入の一元管理、一定の契約類型に関する

締結前のデューデリジェンス義務化などの贈収賄・汚職防止

プログラムを実施しています。

6. 贈収賄防止に向けた取り組み

また、役員・社員に対する研修を毎年実施するとともに、定

期的にモニタリングおよびテスティングも実施しています。さ

らに、贈収賄・汚職リスクが特に高い海外拠点では、現地弁護

士事務所との緊密な連携を構築し、迅速かつ適切な対応がと

れるよう態勢整備をしています。

当グループでは、「マネー・ローンダリング等防止に関する

法令等遵守方針」を公表し、マネー・ローンダリング等に毅然

とした態度で臨む意思を明確にしています。

また、海外拠点も一体となったマネー・ローンダリング対策

を実現するため、「AML※1/CFT※2グローバル・ガイドライン」

を制定し、顧客管理や疑わしい取引検知の高度化に取り組ん

でいます。具体的には、取引時に顧客管理事項の確認を行い、

犯罪収益やテロ資金等への関連が疑われる取引に遭遇した

場合は、直ちに責任者に報告し、当局に届け出ます。また、三

井住友信託銀行では、AMLシステムを導入し、不正な口座移

動等がないかシステムによる検証も行っています。

なお、関連する店部に対しては、定期的にマネー・ローンダ

リング等防止に関する社内研修を義務付けており、2017年度

については関連する店部の全社員を対象とした研修を実施

しました。
※1　AML : Anti-Money Laundering
※2　CFT : Combating the Financing of Terrorism

5. マネー・ローンダリング等防止態勢

当グループでは、反社会的勢力に対する毅然とした対応を

貫くことを社内外に宣言しており、反社会的勢力との取引防

止のため、各種取引に暴力団排除条項を導入しています。取

引開始後に反社会的勢力と判明した場合については、警察

等外部専門機関と緊密に連携し取引解消等に向けた対応を

行っていく体制を構築しています。

また、2018年1月より、預金保険機構を介して警察庁との

暴力団情報データベースに接続し、新規の個人向け融資等

を対象に、データベースへの照会を実施しています。

なお、2017年度については、反社会的勢力との取引防止意

識や体制を強固なものとするため、役員・社員を対象とした

反社会的勢力との取引防止研修を実施しました。

7. 反社会的勢力への対応

当グループでは、「インサイダー情報管理規程」において、

業務遂行にあたり知り得たインサイダー情報を取得した場

合の報告義務やその管理方法を定めており、インサイダー情

報を厳正に管理しています。

また、2018年4月から施行されたフェア・ディスクロー

ジャー・ルールにおける「重要情報」についても、一定の場合

はインサイダー取引規制における取引先重要情報に該当す

る情報として取り扱うルールを定めています。

当グループでは、法令改正等に適切に対応するため、本部

各部が収集した法令改正情報をコンプライアンス統括部が

一元的に管理し、関係部署やグループ各社に対して共有、対

応の指導・管理などを実施しています。

8. その他の取り組み

コンプライアンス（法令等遵守）
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エクスポージャー 現行規制 新規制

株式

先進的または
基礎的内部
格付手法

標準的手法

金融機関 基礎的内部
格付手法

事業法人
大・中堅企業

中小企業 先進的または基礎
的内部格付手法不動産ノンリコースローン等

標準的手法：外部格付等に応じた当局指定のリスクウェイト
基礎的内部格付手法：自行推計のデフォルト率（PD）に基づき算出されたリスクウェイト
先進的内部格付手法：PDに加えてデフォルト時損失率（LGD）も自行推計の上算出

標準的
手法

2008年のリーマン･ショックを機に、自己資本比率の水準

引き上げ、ノンリスクベースの自己資本比率であるレバレッジ

比率および資金繰りのリスクを捕捉する流動性規制の導入

を骨子とした「バーゼル 」が合意され、本邦では2013年3月

より順次適用されています。

バーゼル 導入後も、リスクの適切な反映と規制の簡素

さ・比較可能性を確保すべく、自己資本比率の分母のリスクア

セット計測手法に関する見直しが2017年12月に最終合意さ

れました。これは、銀行による内部モデルの利用範囲を一部

制限するとともに、標準的手法による資本フロアを導入する

ことで、内部モデルによるリスクアセットの過小評価を抑える

ことを主眼としています。

本見直しが2022年から段階的に適用予定であることを踏

まえると、当グループでは今後の資本蓄積等により十分対応

可能であると見込んでいます。一方、個別の与信取引ではリス

クウェイトが変動する見込みのため、適切な採算管理やポー

トフォリオ運営を今後推進していく予定です。

1. バーゼル 最終化への対応

標準的
手法×
72.5%

内部
モデル 内部

モデル

資本フロアの仕組み

•  標準的手法×72.5%※＞内部モデルとなる場合、内部モデルを上回る
部分をフロアとしてリスクアセットに加算

  ※ 2022年の50%から毎年5%ずつ段階的に引き上げ、2027年に72.5%

フロア

標準的手法
（SA)

フロア適用
による

リスクアセット
発生

フロア発生
しない

①フロア上限
（SA×72.5%）

②内部モデル
（①≦②の場合）

②内部モデル
（①＞②の場合）

リーマン・ショックへの対応として始まった国際的な金融

規制改革は、上記自己資本比率規制、流動性規制のほか、ガ

バナンス・リスク管理強化、市場取引規制、銀行のリスク削減

（ボルカールール、リングフェンス）、Too Big To Fail対応な

ど、既に多くの規制が実施段階に入りつつあり、当グループは

必要な対応を適宜実施しています。

「お客さま本位」の精神のもと、お客さまの資産をお預か

りする信託銀行として、当グループでは今後の重要規制とし

て、①コンダクトリスク（銀行のリスク文化の改善）、②ファン

ド・資産運用業者への規制強化（シャドウ・バンキング規制）、

③サイバーセキュリティ強化、に着目し、対応を図っていき

ます。

国際金融規制対応体制

全体統括 経営企画部（海外業務統括室）

自己資本比率・流動性規制 リスク統括部、財務企画部

域外適用法令
コンダクト規制

コンプライアンス統括部
（グローバルコンプライアンス室）

海外拠点規制サポート 海外業務部※、受託資産企画部※

サイバーセキュリティ リスク統括部、業務管理部
※三井住友信託銀行

2. その他の国際金融規制への対応

信用リスクに係る計測手法の概念図
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三井住友トラスト･グループ

三井住友トラスト・ホールディングス（持株会社）

取締役会

内部監査部（持株会社）

監査委員会（委員長：社外取締役）

グループ各社

内部監査

報告
報告・協議 同意・指示

報告・協議 管理・監督・指導

執行役社長

執行役

業務執行部署

当グループでは、経営目標の達成、適切な法令等遵守、金融

円滑化、顧客保護等やリスク管理のため、業務の規模・特性、

業務に適用される法令等の内容およびリスクの種類に応じた

効率的かつ実効性のある内部監査態勢を整備することが、必

要不可欠かつ重要であると考えています。

この認識のもと、業務執行態勢や内部管理態勢の改善・強

化により経営の健全性を確保することを目的として、業務執

行に係る部署から独立し十分な牽制機能が働く内部監査部

門を当社および主要グループ各社に設置し、業務執行態勢や

内部管理態勢の適切性・有効性を検証して問題点の是正に

向けた指摘・提言等および改善状況のフォローアップなどを

行っています。

1. 基本的な取り組み方針

（1）三井住友トラスト・ホールディングス

①組織

当社では、業務執行に係る部署から独立した内部監査部を

取締役会の下に設置するとともに、内部監査部を監査委員会

との直接の指示・報告関係に置くことで、経営および業務執

行部門への監督・牽制力（ガバナンス）を強化しています。

②機能・役割

内部監査部は、当グループの内部監査態勢整備の方向性

を定めた内部監査基本方針、およびグループ各社にまたがる

重要リスク項目を踏まえた内部監査計画を策定し、監査委員

会の同意を得た上で、取締役会の承認を受けています。内部

監査結果は、遅滞なく監査委員会および執行役社長に報告す

るとともに、グループ各社も含めた内部監査結果等の分析を

行い、定期的に取締役会に報告しています。

また、内部監査部は、当グループの内部監査機能の統括部

署として、グループ各社の内部監査計画について協議を受け、

基本方針との整合性を確認しています。グループ各社の内部

監査部門と連携して内部監査を実施するとともに、グループ

各社からの内部監査結果の報告等を受け、グループ各社の内

部監査態勢および実施状況を把握・検証し、必要に応じて指

導等を行う役割を果たしています。

（2）グループ各社

三井住友信託銀行等の主要グループ会社においても、業務執

行に係る部署から独立した内部監査部門を設置して、内部監査

を実施しています。各社では、持株会社の定めた内部監査基本方

針に沿って内部監査計画を策定し、持株会社への協議を経て、取

締役会にて決定しています。

内部監査の結果は、遅滞なく社長および持株会社に報告する

とともに、定期的に取締役会および持株会社に報告しています。

2. 内部監査の実施体制
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（1）環境・社会配慮に関する基本方針

当グループでは「投融資先の環境・社会への影響に対する

配慮」を、当グループの企業価値に与える影響と当グループ

が社会に与える影響の双方の観点で、最も重要性が高い課題

（マテリアリティ）の一つとして捉えています。

上記各方針の詳細等については、当社ホームページをご参照ください。

当グループは、「三井住友トラスト・グループの社会的責任

に関する基本方針」の下、事業を通じて環境問題の解決に資

する商品・サービスを提供し、また、当グループの事業活動に

起因する環境負荷を低減することを目的として「環境方針」を

制定しています。また、グローバルに重要な二大環境問題へ

の取組推進のために「気候変動対応行動指針」「生物多様性

保全行動指針」を制定し、さまざまなステークホルダーと対

話・協働して対応に努めています。社会的な課題に関しては、

個人の人権や多様な価値観を尊重し、不当な差別行為を排

除することを目的として、「人権方針」を制定し投融資先が人

権に与える負の影響について情報収集し、法規範等に反する

場合等には必要な対策を講じることを定めています。

また、資産運用に関しては、三井住友信託銀行は「責任あ

る機関投資家」として、「ESGガイドライン」を制定していま

す。本ガイドラインは、国際的な企業行動規範である「国連グ

ローバルコンパクト」を踏まえた内容としており、投資先企業

には環境への影響の最小化や国際的な労働権利の順守、雇

用における差別の禁止、児童労働の禁止や強制労働の根絶、

強要と贈収賄を含むあらゆる形態の腐敗の防止などを期待

することなどを明記しています。

（2）投融資の環境・社会への影響に留意した取り組み

赤道原則への署名と取り組み

三井住友信託銀行は、プロジェクトファイナンス等の融資

にあたり、プロジェクト実施者に対して自然環境や地域社会

に及ぼす影響に十分配慮することを求める民間金融機関の

国際的ガイドラインである「赤道原則」に署名しています。

融資の意思決定に際しては、プロジェクトの環境・社会への

影響をレビューし、総合的なリスク判断を行います。2016年2

月の署名後2018年3月までに赤道原則を適用した案件は49

件となります。

資産運用における環境・社会配慮

三井住友信託銀行および日興アセットマネジメントは、機

関投資家が投資の意思決定に際してESG（環境、社会、ガバ

ナンス）に配慮することを求め2006年に制定された「責任投

資原則」に署名しています。

三井住友信託銀行ではESGガイドラインに則り、投資先企

業とESG課題に対するさまざまなエンゲージメント（対話）を

行っています。エンゲージメントはアナリストやスチュワード

シップ推進部の専任担当者が行うほか、パーム油や森林資源

などの特定のテーマについては国内外の組織と共同エンゲー

ジメントを行っています。

セクターポリシーの制定

当グループは、環境・社会への影響が大きい事業活動を推

進するセクターに関するセクターポリシーを定め、負の影響を

及ぼす企業やプロジェクトへの投融資を抑制しています。

具体的には、クラスター爆弾を製造する企業に対しては国

内外を問わず融資を行わず、資産運用においてもアクティブ

運用では投資を禁止するとともにパッシブ運用においても製

造停止を求めるエンゲージメントを積極的に行い、それを公

表しています。

パーム油や熱帯雨林の違法伐採が懸念されるセクターに

ついても、2018年度中にセクターポリシーを策定する方針で

す（石炭火力発電へのプロジェクトファイナンスについては

P.77ご参照）。

1. 取り組みの枠組み

社会的責任に関する基本方針（サステナビリティ方針）

気候変動対応行動指針

生物多様性保全行動指針

ESG
ガイドライン

環境方針 人権方針

（P.24ご参照）
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気候変動に関連するリスクとビジネスチャンス

リスクカテゴリー リスクの概要

移行リスク •規制強化や技術革新の影響により、貸出資産や保有株式等の価値が毀損するリスク
•気候関連の税制等の経済的政策が取引先の業績に影響を及ぼすリスク
•市場が低炭素志向となることで商品・サービスの需給関係、企業業績が変化するリスク　等

物理的リスク •当グループや投融資先の資産が自然災害で被害を受け事業継続が困難になるリスク
•気候変動が土地利用、資源調達、一次産業の生産性などに影響を及ぼすリスク　等

ビジネスチャンスのカテゴリー ビジネスチャンスの概要

資源効率、エネルギー源、
製品・サービス、市場、
回復力の機会

•気候変動の緩和に貢献する企業やプロジェクトに対するファイナンス機会の増加
•再生可能エネルギーの普及等社会インフラの転換による収益機会の増加
•気候変動問題に貢献する企業として社会的評価向上による収益機会の増大　等

詳細はESG/CSRレポート2017をご参照ください　https://www.smth.jp/csr/report/2017/full/06.pdf

2. 気候変動に関する取り組み

（1）気候変動に関するリスク管理

当社は気候変動対応行動指針を制定し気候変動に関する

リスク管理を徹底しています。また、金融安定理事会が結成し

た気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）の勧告を支

持しており、その提言に沿った取り組みを推進していきます。

気候変動対応行動指針

1．気候変動の緩和等に向けた取り組み・支援の実施
2．商品・サービスの提供
3．ステークホルダーとの協働
4．教育・研修
5．情報公開

（2）資産運用における気候変動問題への対応

三井住友信託銀行は日本版スチュワードシップ・コードに

賛同する「責任ある機関投資家」として、またPRIへの署名機関

として、投資先企業に対して気候変動の課題に関する情報開

示や、リスクアセスメントを求めるエンゲージメントを行って

います。国内においては温室効果ガスの排出が多い電力や素

材、機械セクターの企業に対して、石炭火力発電への対応を中

心としたエンゲージメントを行っています。海外においては、例

えばExxon Mobil （米国）に対する「気候変動関連情報の開

示」に関する株主提案への賛同やAnadarko Petroleum（米

国）に対し「気候変動関連情報の開示」を求めるといった活動

を実施しています。

また、三井住友信託銀行は、機関投資家がグローバルに連

携して温室効果ガスの排出量の多い企業100社以上を世界中

からリストアップし、5年間にわたって共同エンゲージメントを

行うClimate Action 100+に参画しています。当イニシアチブ

は、エンゲージメントにより温室効果ガス排出量の抑制、気候

関連の財務情報の開示、気候変動に関するガバナンスの改善

などを対象企業に働きかけるものです。三井住友信託銀行は、

PRIの各種ワーキンググループで培った経験やノウハウを生か

し、日本企業のみならず海外企業のリードマネージャーにも

就任するなど、積極的な役割を果たしています。

 

（3） 石炭火力発電に対するプロジェクトファイナンス

三井住友信託銀行は、国際社会の重要な課題である気候

変動問題において相対的にCO2の排出量が多い石炭火力発

電プロジェクト案件に関しては、従来から発電効率や環境負

荷等へ一定の社内基準を定め、慎重に取組判断を行ってきま

した。先進国における低炭素社会の実現に向けた取り組みは

金融機関にとっても重要な経営課題であることから、今般、今

後新たに建設が検討される石炭火力発電プロジェクトについ

ては原則的に取り組まない方針としました。ただし、例外的に

取り組みを検討していく場合は、OECDガイドラインやプロ

ジェクトの発電効率性能など、より環境負荷を考慮した厳格

な取組基準の下、個別案件ごとの背景や特性等も総合的に

勘案し、慎重な対応を行います。

投融資先の環境･社会への影響に対する配慮
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当グループは、個人・法人のお客さまのニーズを的確に把

握し、幅広く専門性の高い商品・サービスを最適な解決手段

としてご提案するトータルソリューションのご提供を目指して

います。変化の激しい時代の中で、個人・法人を問わず、お客

さまの資産の形成・運用や見直し、承継のニーズはますます

複雑化しており、信頼できる金融機関を求めるニーズは一層

高まっています。当グループは、本邦唯一の自主独立の専業

信託銀行グループとして、高度な利益相反管理態勢のもと、

信託・銀行機能の融合による総合力やグループ内の多彩な信

託機能を生かし、お客さまに最大の価値をご提供する「ベス

トパートナー」でありたいと考えています。顧客情報保護等の

コンプライアンスの徹底は勿論のこと、お客さま満足（CS）と

フィデューシャリー・デューティー（FD）を両輪に、当グループ

は強力かつ徹底的にベストプラクティスを追求しています。

お客さまの声をお客さま満足の向上につなげる仕組み

三井住友信託銀行では、①全国の営業店やテレホンセン

ター、ウェブサイトに寄せられる「お客さまの声」のほか、各営

業店に備え置く「お客さまの声アンケート」により、多くのご意

見・ご要望を頂戴しています。②年間数十万件を超えるお客さ

まの声などをご満足につなげていくために、お客さまの声を分

析するシステム「CSお客さまの声ポータル」を活用しています。

さまざまなお客さまの声を“見える化”し、“気づき”を得やすく

することで、お客さまのニーズにお応えしていけるよう、努めて

います。さらに、③お客さまからいただいたご意見・ご要望は、

営業店および本部が連携して原因の調査・分析と問題点の把

握を行います。また、その結果を基に改善策を検討し、より良い

商品・サービスのご提供に努めています。

トータルソリューションを支える商品開発力

当グループでは、信託銀行ならではの多彩な金融機能と信

託機能の柔軟性、専門性を発揮し、トータルソリューションの

ご提供に欠かせないユニークで洗練された商品・サービスを

幅広くそろえるため、各事業やグループ会社がそれぞれの強

みやノウハウを生かすことにとどまらず、それらの専門性を結

合した横断的取り組みの推進に注力しており、各事業・グルー

プ会社の領域にカテゴライズされにくいテーマ等に対して、

中期的・継続的に研究活動を行う商品開発体制を構築してい

ます。

1. お客さまに対する価値提供について

2. お客さま満足（CS）の向上について

①
お客さまの
声の収集

③
改善策の
検討・実施

②
お客さまの
声の分析

三井住友信託銀行の
CS（お客さま満足）
推進サイクル

お客さま満足（CS）お客さま満足

お客さま本位 フィデューシャリー・
デューティー（FD）

ベスト
プラクティス

顧客保護等管理
（コンプライアンス）

ミニマム
スタンダード
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具体的には、三井住友信託銀行では、商品開発組織として、

各事業の商品開発部署、信託開発部、商品開発オフサイト・

ミーティングを設置しています。各事業の商品開発部署は、

業務の中で収集したお客さまのニーズを分析し、既存商品の

見直しや新商品の設計など、主に即効性のある商品の改良、

開発を行っています。また、主として信託商品開発の専担組織

として設置している信託開発部は、商品開発の推進エンジン

の役割を担い、各事業に対する開発支援を行うとともに、事

業横断的な中長期の開発案件の企画・開発・推進を行ってい

ます。さらに、商品開発オフサイト・ミーティングは、役員級お

よび部長級の協議体として設置しており、現場レベルにとどま

らず、より中長期的な視点から経営戦略に沿った商品開発に

関する意見交換を定期的に行っています。

また、当グループでは、商品開発力を支える柔軟な思考力

を持つ人材の育成に力を入れています。三井住友信託銀行で

は、新入社員研修において商品開発を体験するカリキュラム

を組み入れているほか、経験の浅い商品開発担当者向けの

商品開発人材育成セミナーを半期ごとに開催し、商品開発の

ブレークスルーポイントの理解・解決方法の会得を目的とし

て、あらかじめ設定したお客さまの想定ニーズを題材に、その

ニーズを実現する新商品についてグループ形式で徹底的に

議論しています。

トータルソリューションを支えるテクノロジー

複雑化・高度化するお客さまのニーズにトータルソリュー

ションをご提供するために、三井住友トラスト・ホールディン

グスと三井住友信託銀行にデジタル企画部を新設し、ITテク

ノロジー活用の調査・研究と実証実験を加速させています。例

えば、2017年より携帯するタブレット端末から直接ホストコン

ピューターにお客さまの取引を登録する仕組みを導入し、外訪

営業担当者はお客さま本位のコンサルティングにより多くの時

間を振り分けることができるようになりました（P.84ご参照）。

お客さまの「ベストパートナー」を目指すための取組状況と成果指標（KPI）

当グループは、お客さまの「ベストパートナー」を目指す取り組みの状況をご確認いただくための指標を、定期的に公表するとと

もに、活動の推進・拡充などに合わせ随時見直しています。

お客さまのお役に立つ専門的な情報を分かりやすくご提供させて
いただく機会として、「くらしとお金のライフプランセミナー」や「相
続対策セミナー」など、セミナーの開催に取り組んでいます。

お客さまの長期的な資産形成のニーズに対して、分配頻度が少な
い商品をご提案しており、投資信託残高に対する分配金の割合は
市場平均より低く推移しています。
※分配金とは、三井住友信託銀行が販売会社となる公募投資信託の分配金を指します。
　また市場平均は、投資信託協会が公表する統計データに基づき算出しています。

金融経済教育や
リテラシー向上につながる取り組み

お客さまの長期的な資産形成のお手伝い

0
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三井住友信託銀行 市場平均

投資信託残高に対する分配金※の割合
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グループの推進・監督体制図

• グループ全体の利益相反管理、
   FD推進の状況を監督

• 重要な個別事案の検討
• 関係部署に対する改善指導

• FDの浸透・徹底を推進

• 利益相反管理の高度化

• 外部有識者と協議、
   各社での取り組みに反映

コンプライアンス
統括部

FD協議会

FD推進部三井住友信託銀行

グループ各社

三井住友トラスト・
ホールディングス

利益相反管理
高度化委員会

利益相反管理
委員会

経営会議

担当部署

各社横断

取締役会

組織 取り組み

グループ全体での資産運用・
資産管理業務の展開

フィデューシャリー・デューティーの実践

当グループが目指す「お客さまの『ベストパートナー』」の基

礎は、お客さま本位の精神です。元来、信託の受託者精神を

DNAに持つ当グループは「お客さま本位の徹底」に努めてきま

したが、2016年9月、「三井住友トラスト・グループのフィデュー

シャリー・デューティーに関する取組方針」（以下、取組方針）

を制定・公表し、さらなる取り組みの強化を行っています。フィ

デューシャリー・デューティーの実践には、お客さまから信頼

される「高度な専門性」、お客さま一人一人のニーズに沿った

3. フィデューシャリー・デューティー（FD）に関する取り組み

投資先企業の価値向上

資産管理サービスの堅確性・迅速性の維持・向上や、社会的インフ
ラとしての事務・システムなどの高度化を通じ、当グループの資産
管理残高は、国内・海外ともに増加傾向にあります。

エンゲージメント（投資先企業の企業価値向上や持続的成長を促
すために行う、投資先企業との「目的を持った対話」）活動を質・量
両面から拡充しています。
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エンゲージメント実施企業の時価総額の
TOPIX基準時価総額との対比率
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最適な選択肢をご提示する「コンサルティングの実践」、そし

て「利益相反管理の徹底」が重要であると考えています。当グ

ループでは、経営レベルから実務レベルまでの充実した組織体

制を整備し、不断に取り組みの高度化を図ります。

利益相反管理態勢について

当グループは、多様な商品・サービスのご提供に伴い、お客

さまの利益を不当に害することのないよう、利益相反管理方

針に則り利益相反のおそれのある取り引きを適切に管理した

上で、業務を遂行しています。また、グループ全体の利益相反

管理を的確に実施するため、利益相反管理責任者の下、営業

部門から独立した利益相反管理統括部署であるコンプライア

ンス統括部が、グループ全体の利益相反管理の有効性につい

て、定期的に検証を行い、その結果を利益相反管理高度化委

員会、経営会議、取締役会に定期的に報告することで、継続的

に必要な改善・指導が実施される態勢を整備しています。さら

に、取締役会は、外部有識者が過半数を占める利益相反管理

委員会に諮問し、妥当性の検証を受けることで、当グループの

利益相反管理態勢の実効性向上を図っています。

また、三井住友信託銀行は、スチュワードシップ活動に関し

て、外部有識者が過半を占める「スチュワードシップ活動諮問

委員会」（以下、諮問委員会）を設置しています。諮問委員会は、

スチュワードシップ・コードに基づく各種活動に関する答申を

行う機関であり、議決権行使ガイドラインの制定や改廃、同ガ

イドラインに規定のない議案の賛否判断、個別議案における同

ガイドライン解釈の適切性、利益相反が起こり得る議案の行使

判断プロセスの検証・改善などに関する答申を行います。三井

住友信託銀行のほかの事業の執行権限から独立している受託

事業統括役員は、諮問委員会の答申を最大限尊重して諸事項

の決定を行い、答申を受けた場合は、速やかに必要な是正・改

善措置を講じます。議決権行使に関しては、ガイドラインの数

値基準等を詳細に公表することで行使判断の可視性を高める

と同時に、個別の投資先企業、個別の議案ごとの賛否を公表す

ることで、行使結果の可視性も高めます。このような諮問委員

会によるプロセスの客観性確保と行使判断・行使結果の可視

性向上により、議決権行使の透明性を高めています。

なお、三井住友トラスト・アセットマネジメントへの運用事業

の分社化（2018年10月予定）以降も、同様の態勢を整備してい

きます。

三井住友トラスト・ホールディングス

利益相反管理態勢※

取締役会 利益相反管理委員会

三井住友信託銀行 その他の子会社等

経営会議 利益相反管理高度化委員会

コンプライアンス統括部
（利益相反管理統括部署）

フィデューシャリー・
デューティー推進部

委員長 神田 秀樹
 三井住友信託銀行
 社外取締役
 学習院大学大学院
 法務研究科教授
 東京大学名誉教授

委員 鈴木 武
 三井住友トラスト・
 ホールディングス
 社外取締役

委員 細川 昭子
 ベーカー&マッケンジー
 法律事務所弁護士

委員 西田 豊
 三井住友トラスト・
 ホールディングス
 執行役専務

利益相反管理委員会委員
諮問

予備討議

答申

お客さま本位の
業務運営推進

指導等報告等

指導等報告等

指導報告

※ 各経営機構および主要部署の役割・責任はP.80、利益相反管理委員会の具体的役割についてはP.56-57ご参照。
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基本的な取り組み方針

従来よりも複雑な仕組みや特徴を持つ金融商品が増加する

中、金融機関には、その商品の仕組みやリスクなどをお客さま

に適切かつ十分にご説明し、ご理解いただくことが強く求めら

れています。また、お客さまからの苦情や要望などに対する適

切な対応や、顧客情報の適切な管理の重要性も高まっていま

す。当グループは顧客保護等を経営上の最重要課題の一つと

位置付け、当グループに対するお客さまの期待と信頼に応える

ため、グループ各社の顧客保護および利便性の向上に向けた

基本方針を「顧客保護等管理規程」において定めています。ま

た、これらを遵守し、誠実かつ公正な企業活動が遂行できるよ

う、チェック体制・推進体制を整備しています。これらの整備を

通じて課題や問題点などに対して自己規律に基づき、適切に対

処できるよう各種取り組みを進めています。グループ各社にお

いては、当社が定めた基本方針に基づき、それぞれの業務特性

4. 顧客保護等管理に関する取り組み

スチュワードシップ活動の推進体制

受託事業統括役員
（意思決定権限者）

（企画部署）
スチュワードシップ推進部

（エンゲージメント・議決権行使実務部署）
リサーチ運用部

諮問

答申

報告

協働

報告

スチュワードシップ会議

ESG、PRI（責任投資原則）対応
ESG関連活動に係る方針の
承認および活動報告

PRIアセスメント対応方針検討等

プロダクトの運用プロセスにおける
ESG関連事項の検討

議決権行使
議決権行使に係る
方針の承認および結果報告

エンゲージメント
エンゲージメントに係る
方針の承認および活動報告

スチュワードシップ活動
諮問委員会

• 独立した外部有識者3名、社内1名により
構成。社外メンバーが過半を占める第三
者委員会

• 議決権行使・エンゲージメント活動の独立
性、透明性向上、利益相反管理強化が目的

• 意思決定権限者である受託事業統括役
員に対して、議決権行使およびエンゲー
ジメントに関する答申を行う

以下のような議決権行使の透明性向上策を講じています。
①行使判断基準の詳細開示
②第三者機関の導入等による行使プロセスの客観性確保
③行使結果の個別開示

①については、議決権行使ガイドラインの詳細開示（数値基
準や例外事項などを明示）を実施（2017年2月）。
②については、受託事業統括役員の諮問機関として、「ス
チュワードシップ活動諮問委員会」を設置（2017年1月）。
③については、2017年7月以降、行使結果について個別全議
案開示を実施。

議決権行使の
判断基準策定

判断基準に
則り行使

行使結果の
集計開示

判断基準の
詳細開示 ①

諮問委員会
の設置 ②

行使結果の
個別開示 ③

議決権行使プロセス

透明性向上の課題

三井住友信託銀行の
対応策

• 議決権行使プロセスの客観性確保
• 議決権行使プロセスの「見える化」
   （判断基準の見える化、判断結果の見える化）

委員長 光永 弘
 三井住友信託銀行
 社外取締役

委員 川北 英隆
 京都大学名誉教授

委員 松井 秀樹
 森・濱田松本法律事務所
 弁護士

委員 堀井 浩之
 三井住友信託銀行
 スチュワードシップ推進部長

スチュワードシップ活動
諮問委員会委員

（2018年6月末現在）

お客さま本位の取り組み
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に応じた適切な顧客保護等管理体制を整備しています。グルー

プ各社において顧客保護等管理の統括部署を定めるととも

に、顧客保護等管理を顧客説明管理、利益相反管理、顧客情報

管理、外部委託管理、顧客サポート等管理に分け、それぞれ管

理部署等を定めています。各管理部署等は当社顧客保護等の

適切性および十分性の確保に努めるとともに、重要な規程類

の見直しを行い、状況について定期的に取締役会などに報告

をします。統括部署は各管理部署等を統括するとともに、社内

規則の整備、関係各部への指導、研修の充実等を通じ、顧客保

護等管理全般を統括します。

顧客情報管理

当グループは、お客さまの個人情報の保護に万全を期する

ための取組方針として個人情報保護宣言を定めているほか、

お客さまの情報を適切に管理し、グループ内でお客さまの情報

を共同利用する場合には、個人情報保護に関する法律、金融分

野における個人情報保護に関するガイドライン、その他関連法

令等に従い、適切に対応するようにしています。三井住友信託

銀行においては、業務管理部が顧客情報管理部署として、当グ

ループの情報資産を適切に維持・管理することを目的として策

定されている情報セキュリティリスク管理規則に基づき、全般

を統括しています。業務管理部は顧客情報管理状況および実

効性を定期的に検証し、取締役会などに報告しています。また、

営業店部、本部各部において各部長を情報の管理・運営の責

任者とすることに加え、職務上知り得た個人データを含む重要

情報につき守秘義務を負うことを明確に認識するよう社員全

員に守秘義務に関する確約書を会社に提出させています。

三井住友信託銀行 取締役会

経営会議

コンプライアンス委員会

コンプライアンス統括部

その他の子会社

コンプライアンス統括部

三井住友トラスト・ホールディングス

経営会議

コンプライアンス統括部

取締役会

顧客説明
管理

利益相反
管理

業務管理部

顧客情報
管理

外部委託
管理

CS企画推進部

顧客サポート等
管理

お客さま本位の取り組み
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当グループでは急速に進展するデジタル化の流れの中で、デジタル変革への取り組みは最も重要な経営戦
略の一つであると考えています。最先端のデジタル技術を活用して、お客さまの利便性向上、生産性向上、
信託らしいトータルソリューションモデルの進化に向けたチャレンジを継続していきます。

当グループ各社は多様な事業領域を擁し、幅広い顧客基盤

を対象に専門性の高い事業を展開しています。各事業領域に

おいては、信託銀行グループらしい専門性の高いノウハウを

生かして蓄積してきた多様なデータ「Deep Data」を保有し

ています。各事業領域におけるお客さまの属性、資産、取引、イ

ベントなどに関するデータ、および経済情勢等の外部データ

が蓄積されており、それら情報は質量ともに信託銀行グルー

プならではのデータとなっています。

これらの情報を分析してお客さまにとって付加価値の高い

情報に変換したり、ご提案の最適なタイミングを見計らうた

めに、AI（人工知能）、ブロックチェーン、IoT、クラウドなどの

デジタル技術を活用します。

当グループは、デジタル技術を活用してお客さまに対して付

加価値の高い情報をご提供し、信託銀行グループらしい事業

領域を超えたトータルソリューションのご提供を目指します。

デジタル戦略は専業信託銀行グループとしての唯一無二の付

加価値創出モデル構築の根幹を成すものです。

• デジタル技術の活用によるトータルソリューションの進化

当グループは、2015年にFinTechプロジェクト・チームを立

ち上げ、ブロックチェーンやAIなど新しいテクノロジー活用を

目指した実証実験、社外のパートナーとの共同研究などを積

み重ねてきました。

2017年11月には、三井住友トラスト・ホールディングスと三

井住友信託銀行に「デジタル企画部」を新設し、デジタル変革、

中でも、トータルソリューションモデルの進化に向けたテクノ

ロジー活用の調査・研究と実証実験を加速させています。

• 資産運用分野でのAI活用

テキストマイニング技術を活用して、大量に発行されるアナ

リストレポートのセンチメントスコアを自動的に算出するAIを

開発、情報収集の効率化、個別銘柄の投資判断など、投資戦

略の構築に活用。

• コンサルティング高度化へのデジタル活用

テキスト解析に特化したAIを活用して、お客さまの潜在的

ニーズの発掘や、ニーズを踏まえた最適なコンサルティング活

動を可能とする実証実験の実施。

予測分析により、これまで蓄積してきたさまざまな情報を多

面的に分析し、よりお客さまのニーズに合致した商品・サービ

スの提案を実現させるための実証実験の実施。

新外訪支援システムの導入とさらなる進化へ

個人のお客さま向け営業担当者がタブレット型端末を携帯

し、訪問先において、定期預金、投資信託などのお取引の受け

付けをその場で完了する外訪支援システムを導入しました。今

後、保険商品や投資一任商品などより多くのお取引に活用範

囲を拡大していく予定です。

トータルソリューションモデルの進化

テクノロジー活用によるお客さまサービスの変革とイノベーションの追求

お客さまの利便性向上

人事・経理

マーケット

不動産

証券代行

受託（年金）

法人TS

個人TS

Deep Data トータルソリューションデジタル技術

信託銀行の多様な事業領域、
広範な事業基盤、高度な専門
性に基づく情報の蓄積

情報の複合、連鎖化による
情報価値向上

・「信託ならでは」のプラットフォーム
・「 信託らしい」情報価値を活用した
事業横断トータルソリューション

企業向け

社員向け

投資家向け
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訪問先

訪問先

営業店/事務センター

営業店/事務センター

ホスト
コンピューター
へ取引反映

ホスト
コンピューター
へ取引反映

帳票
ご記入

事務処理
内容確認

事務
処理

事務処理
内容確認

お取引
内容確認

お取引
内容確認

従来

導入後

コンサル
ティング

コンサル
ティング

新システムの導入により、お客さまの帳票記入にかかるご

負担を軽減すると同時に、事務量の大幅削減が可能となり、お

客さま本位のコンサルティングにより多くの時間を振り向ける

ことができるようになりました。

将来的には、店頭でのお取引やモバイル端末を活用したイ

ンターネットバンキングにおいても、テクノロジー活用とデジ

タル化を推し進め、お客さまの利便性向上とコンサルティング

の充実を追求していきます。

住信SBIネット銀行は、2007年9月の開業以来、「どこよりも

使いやすく、魅力ある商品・サービスを24時間・365日提供す

るインターネットフルバンキング」の実現に努めてきました。

FinTech事業領域においても、「FinTech事業企画部」や「ビッ

グデータ部」を中心に、AIやAPI等先端技術を積極的に活用

し、お客さまの利便性の向上に資する商品・サービスの開発を

進めています。

• AIの活用事例

お客さまからの問い合わせに対し、AIチャットボットと有人

対応をシームレスに切替可能な、ハイブリッド型チャットサー

ビスを試験導入しています。AIチャットボットによる24時間

365日自動対応のほか、営業時間内であれば有人によるきめ

細やかな対応も行っています。

また、住宅ローン審査業務にも、AIを活用した先進的な審査

手法を導入し、審査精度の向上、効率的・省力的な業務運営を

実現しています。

不正送金対策においても、AIを活用したモニタリングシステ

ムを導入し、お客さまの安全・安心につながる分野にも用途を

拡大しています。

• APIの活用事例

自動貯金サービスや、ロボアドバイザー（自動資産運用サー

ビス）を提供する事業会社とAPI連携を行い、お客さまへ多様

な資産運用サービスをご提供しています。

クラウド会計ソフトなどとのAPI連携を通じて、お客さまの

残高・入出金明細の取り込みや振込手続の効率化に貢献して

います。

RPA、AIの本格導入とさらなるデジタル化の推進

• RPA（Robotic Process Automation）の活用

RPAを活用することによりこれまで人間が行ってきたさま

ざまな業務の自動化を推進し、今後3年間で50万時間の効率

化を目指しています。

主に本部におけるデータ入力作業などの事務作業をRPAに

置き換えることで、業務効率化と事務品質向上を実現させる

とともに、本部から営業店へ人員をシフトし、お客さまサービ

スのさらなる充実を目指していきます。

• コールセンター業務へのAI導入

お客さまからの電話でのご照会内容を自動的に文字（テキ

スト）に変換する音声認識技術と、テキストを要約するテキスト

マイニング技術を活用して、コールセンター業務の効率化と高

度化、これによるお客さまサービスの向上を目指しています。

住信SBIネット銀行における取り組み

生産性向上に向けた取り組み

データ収集

データ入力

集計／照合

etc.

お客さま
サービスの
さらなる充実へ

RPAが代替

デジタル戦略
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当グループは、価値創造の源泉の一つである人的資本を強化し、お客さまにご提供する付加価値の総量を
増やす取り組みを行っています。具体的には、人事の基本方針に則り、ダイバーシティ＆インクルージョンの
理念に基づいた「人材力の強化」と「職場環境の整備」の両輪で、トータルなソリューションをご提供する人
材集団のレベルアップを図っています。

人事の基本方針

多様な人材母集団の獲得・形成

人材力の強化 職場環境の整備

人的資本の高度化

やりがい・働きがい
を育む風土

健康
マネジメント

働き方の最適化

ダイバーシティ＆インクルージョン

リーダーシップ
強化

公正な
評価・処遇

研修・
Off-JT

人材配置・OJT

「人材育成方針（TRUST）」 「働き方改革宣言」

人事の基本方針

個々人の多様性と創造性が組織の付加価値として
存分に活かされ、働くことに夢と誇りとやりがいを
持てる職場を提供するとともに、高度な専門性と総
合力を駆使してトータルなソリューションをご提供
できる人材集団を形成し、その活躍を推進します。

意識調査結果
活性度 満足度

2016年度 61.2% 60.8%
2017年度 62.1% 59.8%

研修実施時間

2016年度

4,599時間
2017年度

6,033時間

業務公募制度利用者数

2016年度

378人
2017年度

445人

女性登用状況（2017年3月末）

役員

2人
部長級

16人
課長級

245人

両立支援

育児休業

358人
（2018年3月末）

介護休暇

84人
（2017年度累計）

男性育休取得

305人
（2017年度累計）

募集型研修の応募者数
2016年度

854人
2017年度

886人

財務コンサルタントの人数（カッコ内は女性の人数）
2017年3月末

247人（10人）
2018年3月末

249人（9人）

宅地建物取引士 保有者数
2017年3月末

5,448人
2018年3月末

5,518人

日本アクチュアリー会 正会員
2017年3月末

45人
2018年3月末

43人

職場環境の整備

人材力の強化

トータルなソリューションをご提供する人材集団の状況

（数値は全て三井住友信託銀行の実績）
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1. ダイバーシティ&インクルージョン

当グループでは、「個々人の多様性と創造性を経営に活か

す」というダイバーシティ&インクルージョンの概念そのもの

を経営理念（ミッション）として有しているとともに、個々人の

多様性と創造性が組織の付加価値として存分に生かされるこ

とを人事の基本方針として掲げています。信託銀行のビジネ

スモデルは、組織の多様性を生かしてお客さまに付加価値を

ご提供することです。元来、組織として多様性を尊重する考え

を有していますが、社員が改めて当グループの強みを認識し、

組織の多様性を強化していくことが重要と考えています。

2017年10月には、三井住友信託銀行に続き、三井住友ト

ラスト・ホールディングスの人事部内にもダイバーシティ＆イ

ンクルージョン推進室を設置し、グループ全体でダイバーシ

ティ＆インクルージョンの理念と目的を共有し、取り組んでい

ます。

（1）多様な人材の採用

経営理念（ミッション）や人事の基本方針の実践に向けて

は、まずは多様な人材の獲得が不可欠です。三井住友信託銀

行の新卒採用においては、過半数が女性であり、外国人留学

生や海外の現地の新卒者も積極的に採用するなど、多様な社

員がリーダーシップを発揮していくベースを築いています。障

がい者採用については、2018年3月末時点においてはグルー

プ全体で2.09%で、ロビーアテンダントなどの接客業務でも

活躍しています。今後も雇用と定着に努め、さらに多様性を高

めていくことが課題です。

当グループでは、人権方針においてLGBTに対する差別

の禁止を明確にうたっています。日興アセットマネジメント

では、社内でLGBTワーキンググループを発足し、LGBTに

ついての理解醸成を図る啓発活動を行っています。また、

三井住友信託銀行では、2017年10月にLGBTに関するダイ

バーシティ・マネジメントの促進と定着を支援する任意団体

wwP（work with Pride）によるLGBTなどの取り組みの評価

「PRIDE指標」において、最高評価の「ゴールド」を受賞しま

した。

なお、三井住友信託銀行では、2017年度に男性社員の育児

休業取得100%を達成しています。

人権方針　https://www.smtb.jp/csr/esg/human-rights_1.html

（2）女性活躍推進

登用については、三井住友信託銀行では、多数の係長級人

材を確保するとともに、配置転換や研修等を通じてマネジメ

ントスキルを強化し、課長級・部長級への登用を着実に進め

ています。KPI達成に向け、今後もマネジメントへの登用を加

速していきます。

また、役割拡大については、男性社員が大半を担う財務コ

ンサルタント※への女性社員の登用を加速するとともに、さら

なる活躍機会創出のために、2018年度より財務コンサルタン

トに準じた業務を担うトラストコンサルタントを新設し、第一

期生3名のうち2名は女性社員が担っています。
※高い専門性と豊かな経験をもって、お客さまのご資産の的確な運用、万全な管理・承継につ
いてご提案する信託銀行ならではの専門スタッフ

三井住友信託銀行の女性管理職人数

2016年
3月末

2016年
9月末

2017年
3月末

2017年
9月末

2018年
3月末

取締役 0人 1人 1人 0人
（0%）

0人
（0%）

執行役員
部長級 0人 0人 0人 2人

（5.6%）
2人

（5.7%）

部長級 10人 12人 14人 14人
（2.4%）

16人
（2.7%）

課長級 192人 224人 232人 229人
（11.2%）

245人
（11.9%）

係長級 1,080人 1,022人 1,069人 1,061人
（31.6%）

1,108人
（32.7%）

※カッコ内は女性比率です。
※なお、2018年3月末現在、三井住友トラスト・ホールディングスには、女性の社外取締役が1
名います。

三井住友信託銀行のKPI
① 課長級以上の女性管理職300名以上
② 男性育児休業取得100%

③ 障がい者雇用率2.0%以上

人材戦略
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2. 人材力の強化

トータルなソリューションをご提供する人材集団をレベル

アップする両輪の一つである「人材力の強化」に向けては、こ

れまでも「人材育成No.1金融グループ」を掲げて施策を進め

てきましたが、デジタル化などによるビジネスモデルの変革ス

ピードがますます高まる現在においては、グループ内でより具

体的な指針を共有し推進を加速する必要があります。

そこで、2018年4月に当グループ共通の人材育成スローガ

ンとなる「人材育成方針」を制定しました。この方針を通じ、

「信託(TRUST)」に対する熱意を共有する多様な人材集団を

構築し、「The Trust Bank」実現を通じた共通価値創造の最

大化を図っていきます。

（1）鍛える人材配置とOJT※

当グループの人材育成はOJTを基本としていますが、併せ

て成長意欲を喚起し本人の持つ能力を最大限発揮できる配

置も重視しています。三井住友信託銀行では、2018年度より

若手社員が入社後の一定期間内に複数業務領域を経験する

制度を導入します。また、「信託業務に関する高い専門知識」と

「受託者精神への深い理解」を有する人材を養成する目的で

実施する信託研修生制度などを推進しています。
※On-the-Job-Trainingの略：職場内での上司・先輩が、部下に日常の仕事を通じて、必要な
知識・技能・仕事への取り組みなどを教育すること。

（2）研修をはじめとしたOff-JT※の充実

当グループは、SuMiTRUSTユニバーシティを設立し、業務

スキルやマネジメント能力などの向上を目的とした集合研修

や、自己研さんを促すための自己啓発についても数多くの選

択肢を提供しています。SuMiTRUSTユニバーシティは、当社

の社長が学長を、人事部統括役員と社外有識者が副学長をそ

れぞれ務め、運営に関するアドバイス等を一橋大学大学院に

いただく全社横断的なプログラムです。
※Off-the-Job-Trainingの略：講習会や研修などにより、OJTでは習得できない知識やスキル
を教育すること。

（3）リーダーシップの強化

三井住友信託銀行は、次世代経営者候補の育成として、一

橋大学大学院の協力を得ながら、経営を担っていく上で必要

となる価値観や一般教養（リベラルアーツ）、MBAの各要素を

学び、各セッションや講義を通じて、最終的に経営への提言

を行うというプログラムを実施しています。また、女性社員の

リーダー育成については、責任者登用候補者向け、責任者登

用者向け、課長登用候補者向けの3段階で研修を実施し、マネ

ジメントへのステップアップに備えています。これらの研修受

講後には、登用や配置転換などで、研修での学びをさまざまな

環境で実践する機会を与えるなどの運営も併せて実施してい

ます。

三井住友トラスト・グループ人材育成方針
当グループは、未来を創る社員の成長とキャリア形成に対して、
「TRUST」で構成する育成精神に基づき、職場の環境整備と人材力
の強化を推進します。

 Talent ……………才能（個性）が開花できる

Respect …………一人一人を尊重する

Uniqueness ……真のプロフェッショナルが育つ

 Support …………教え合い、支え合いをモットーとする

 Try…………………日々の小さな挑戦を称える

当グループは、「信託（TRUST）の受託者精神」に基づき、成長した社員
を通じて、お客さまに貢献し、ひいては持続的な社会の形成へ貢献し
ていくことで、共通価値創造の最大化を図り、社会から選ばれる企業
グループを目指します。

リーダーシップ
強化

公正な
評価・処遇

研修・
Off-JT

人材配置・OJT

人材戦略
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（4）公正な評価・処遇

多様な人材を公正に評価し処遇していくためには、評価制

度の目的を全社員が共有し実践することが必要ですが、実践

に際しては客観性が欠かせません。そこで三井住友信託銀行

では、人事部のメンバーが3年程度の間隔で各店部に往訪し、

社員と面談を実施しています。また、多面的に人物を捉える方

法として、店部マネジメント層のライン長（店部長、次長、課長

など）の日頃のマネジメント行動について部下などが匿名で回

答する調査（サーベイ）を導入し、マネジメント行動の改革促

進や双方向コミュニケーションの風土醸成を促進しています。

人事評価制度の目的

• 会社と個人のベクトルを同じ方向に合わせ、組織としてのパ
フォーマンスを最大化する

• 目標・課題の設定、日々のコミュニケーション、振り返り面談
等を通じて、行動変革・能力開発につなげる

• 一人一人が生み出したさまざまな成果と、発揮した多様な
能力を適正に評価し、適材適所の配置、公正な処遇につな
げる

3. 職場環境の整備

当グループの人材集団をレベルアップする施策の両輪のも

う一方である「職場環境の整備」においては、2017年5月に三

井住友トラスト・ホールディングスと三井住友信託銀行の両

社長をトップとする「働き方改革本部」を立ち上げるとともに、

トップコミットメントとして「働き方改革宣言」を制定しました。

この宣言に基づく取り組みにより、三井住友信託銀行で

は、毎年実施している社員意識調査において人事戦略関係の

項目が全般的に向上しました。

（1）働き方の最適化

「多様な働き方とワークライフバランスの実現」に向けて

は、社員が安心して働き、仕事と家庭の両立ができる職場環

境づくりにも積極的に取り組んでいます。三井住友信託銀行

では、出産・育児については、父親も含めて取得可能な育児休

業に加え、短時間勤務制度、時間外勤務・深夜勤務の免除な

ど、安心して子育てができる環境を整えています。介護につい

ては、介護休暇・休業制度、短時間勤務制度を設けています。

また、業務プロセス改革や店舗戦略の推進により、５年程

度で事務の70％を削減することに目処をつけており、そこか

ら創出した戦力は、face to faceの営業やIT業務などへのシ

フトにより顧客対応を強化し、サービスの向上につなげてい

きます。

働き方改革宣言
三井住友トラスト・グループは、「個々人の多様性と創造性が、組織の
付加価値として存分に活かされ、働くことに夢と誇りとやりがいを持て
る職場の提供」を、トップコミットメントとして宣言し、以下のテーマに
ついて、グループを挙げて取り組みます。

1. 多様な働き方とワークライフバランスの実現

2.  健康意識の発揚と適切な労働時間管理等を通じた
健康増進の支援

3. 全社員がやりがいを持って活躍し成長できる機会の提供
社員一人一人のいきいきとした働きを通じて、お客さまの利益に貢献
し、社会に役立つ企業グループであり続けます。

やりがい・働きがい
を育む風土

健康
マネジメント

働き方の最適化

人材戦略
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（2）健康マネジメント

「健康意識の発揚と適切な労働時間管理等を通じた健康

増進の支援」については、グループ社員全員の心身両面での

健康推進を目指して、勤務間インターバル運営、業務効率化

や時間外勤務の削減、全館禁煙化に向けた施策などに積極

的に取り組んでいます。これらの取り組みが評価され、当グ

ループは2018年2月に経済産業省より、優良な健康経営を実

践している法人として｢健康経営優良法人～ホワイト500～｣

に認定されました。

身体の健康については、三井住友信託銀行では、年一回の

健康診断および再診の受診を必須としています。医療機関で

の対応が必要な社員が漏れなく受診するよう、人事部等から

個別に対応も行っています。

心の健康については、三井住友信託銀行では、ラインマネジ

メントによるケアの実施等に加え、年一回ストレスチェックを

実施しており、集団結果を従業員組合に提示し「職場環境の

改善」について協議して向上に努めています。

（3）やりがい・働きがいを育む風土

「全社員がやりがいを持って活躍し成長できる機会の提

供」に向け、チャレンジと学びを後押しする風土構築と双方向

コミュニケーションの活性化に取り組んでいます。当グループ

では従来、ゼミ、塾・道場など店部内にとどまらず有志を募っ

て学びの機会を作る活動の推奨や、外部講師による講演の定

期的な開催などを展開してきました。また、三井住友信託銀

行では、地域限定型から全国転勤型への転換や、希望する業

務・事業への異動にチャレンジする業務公募制度など、社員

自身による主体的・自律的なキャリア形成を推進しています。

2018年度は新たに、グループ社員の前向きな意欲を新商

品やイノベーションという形にして新たなソリューションに

つなげるために、新事業・業務の創出に向けた社員による未

来づくり活動を推進し、社員のやりがいにつなげています。ま

た、2018年5月には「社員版 統合報告書」を作成し、社員一人

一人が当グループへの理解を深め自らのキャリアを考えるこ

とを促進しています。

また、風土が浸透し持続するためには、役員と社員および

社員同士の双方向コミュニケーションが良好であることも不

可欠になります。三井住友信託銀行では、階層別研修など社

員が集まる機会を捉えて、社長以下役員が経営方針や自身の

リーダーシップなどについて語り質疑する場を持っています。

社員同士では、従業員組合との積極的な対話によりさま

ざまな意見を反映した施策の策定・実行を進めるとともに、

現場においては、受託者精神に則った意識の醸成やチーム

ワークの向上などを目的に、「ディスカッション“The Trust 

Bank”」と銘打った議論の場を設けています。具体的な題材

をベースに役職やチームにかかわらない社員同士の自由な議

論を通じて「モチベーションの高い職場づくり」を実践してい

ます。なお、三井住友信託銀行の全社員のうち従業員組合へ

の加入率は、2018年３月時点で59％を占めています。

具体的な取り組み

• 管理監督者を含む全社員に残業時間上限設定

•勤務間インターバル取得のルール化

•効率的業務運営のためのインフラ投資

• 業務生産性向上を実践しているマネジメントの好事例展開
と、社員人事評価への業務生産性の反映

• 営業店部における「16時に事務の大宗が終了する業務プロ
セス」の導入

• 会議ペーパーレス化の取り組み

ディスカッションの様子

人材戦略
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4. 人権

（1）人権マネジメント

基本的な考え方

当グループの人権マネジメントは2011年6月、国際連合人

権理事会において採択された「ビジネスと人権に関する指導

原則」に基づいて構築されています。当グループでは、「三井住

友トラスト・グループの社会的責任に関する基本方針(サステ

ナビリティ方針)」（P.24ご参照）に加えて「人権方針」を制定し、

全てのステークホルダーの人権を尊重します。

ビジネスと人権に関する指導原則に準拠した

人権マネジメント体制

当グループでは、個人の人権、多様な価値観を尊重し不当な

差別行為を排除して、全てのステークホルダーの基本的人権が

尊重される企業風土・職場環境の醸成のため、PDCAサイクル

で人権マネジメントの質的向上を図っています。なお、過去3年

間において、当グループにおける人権侵害事例はありません。

人権デューデリジェンス連絡会

•  海外を含む当グループ全社の人権対応状況を調査し、必要
な課題・リスクの抽出、改善策の協議・対応をしています。

•  人権対応状況の調査は、人権デューデリジェンス自己チェッ
ク表を用いて1年に1度実施しています。

•  当連絡会での協議に基づき、経営企画部にて取り組み体制
の整備・強化に向けた目標・計画を策定、また人事部・人権
啓発推進委員会にて、グループ全社・全店部に向けた人権問
題に関する各種研修や啓発活動を策定・実施しています。

（2）多様な人権を守るために

同和問題、在日外国人問題への取り組み

当グループは、同和問題への対応を、人権啓発推進にあたっ

ての特に重要なテーマとして捉え、偏見や差別意識の徹底し

た排除に取り組んでいます。また、在日外国人問題に関して

は、本人確認書類の取り扱いやプライバシーの尊重など、外国

人の人権への配慮を周知しています。

セクシュアルハラスメントおよびパワーハラスメントの防止

セクシュアルハラスメント、パワーハラスメントといった行

為は、当グループでは厳禁としています。万一、ハラスメントが

発生した場合の相談・苦情については、各部・営業店のハラス

メント防止委員または人事部「人事相談窓口」が申し入れ窓口

となり、加害者に厳正な処分を行います。

LGBTへの取り組み

LGBT等の性的マイノリティについては、採用や業務遂行

上の差別は行わないことの徹底を図るとともに、人事相談窓口

（LGBT相談窓口）がアライ（支援者） の立場で対応しています。

クラスター爆弾等に関わる投融資

当グループは、人道上の懸念が大きい武器と認識されてい

るクラスター爆弾を製造する企業への融資は、国内外を問わ

ず行いません。

三井住友信託銀行は、人権について継続的に情報収集・知識
習得を図り、グループ会社を含む全社員への啓発・教育に反
映していく目的で、以下の団体に加盟しています。

•グローバルコンパクト・ネットワークジャパン

•東京人権啓発企業連絡会

•一般社団法人 部落解放・人権研究所

• 一般社団法人 在日コリアン・マイノリティー
人権研究センター

•東日本部落解放研究所

コミットメント 「人権方針」の制定。

人権デューデリジェンス※1の
実施

1年に1度、海外を含む全店部・全
グループ会社に、人権対応状況を
チェックするための「人権デューデ
リジェンス自己チェック表※2」を配
信。

救済へのアクセス 人事部「人事相談窓口」が担当。

※1  人権デューデリジェンスとは、当グループの活動および当グループと関係を有する他者の
活動から生じる、人権への実際または潜在的な負の影響を特定するとともに、防止・軽減
等の措置を講じて、その効果を継続的に検証・開示する一連の取り組みを指します。

※2  人権デューデリジェンスが実施されているか、「人権方針」が遵守されているか、また、人権
侵害が発生していないかなど、人権マネジメント体制関係各部の取り組み状況を確認する
チェック表を指します。

人材戦略
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当社は、会社情報の適時適切な開示に努めるとともに、国内

外の株主・投資家の皆さまに対する積極的なIR活動、建設的

な対話を通じて、透明性の高い企業経営を目指しています。

具体的には、会社情報を適時、公正かつ正確に開示するこ

とに加えて、説明会等の実施を通じて、当社業績や業況、事

業戦略などについて、株主や投資家の皆さまにより深くご理

解をいただけるよう努めています。

個人投資家向け活動

個人投資家の皆さまに、当社についてご理解をいただける

よう、個人投資家を対象とした説明会の開催や、個人投資家

専用のウェブサイトの開設、株主向け通信（とらすと通信～営

業のご報告）の発信など、情報提供に努めています。

機関投資家向け活動

アナリスト・機関投資家を主な対象として、本決算・中間決

算に合わせて年2回、決算説明会を開催しています。加えて、

証券会社が主催するカンファレンスへの参加や、国内・海外

IRにて個別の面談を実施し、経営戦略や財務状況などについ

て説明を行っています。2018年2月には、三井住友トラストIR 

Dayを開催し、当グループの主要な事業の特色や強み、戦略

の方向性についての各事業の統括役員による説明に加えて、

取締役会議長である松下社外取締役より、ガバナンスについ

て説明しました。

毎年6月に開催する定時株主総会については、招集通知を

早期に発送するとともに、さらに発送の1週間前に、証券取

引所や当社のウェブサイトへの掲載を行っています。また、イ

ンターネットや携帯電話（スマートフォンを含む）による議決

権行使を可能としているほか、議決権行使プラットフォーム

に参加することにより、議決権行使環境の向上に努めていま

す。また、招集通知の英訳版を、和文と同じタイミングで、招

集通知発送に先駆けて当社のウェブサイトに掲載し、海外の

株主の利便性向上にも努めています。

なお、株主総会終了後には、当社のウェブサイトに、決議

通知および議決権行使結果を速やかに掲載しています。

1. 基本的な考え方

2. 投資家向け説明会

3. 株主総会

IR活動（2017年度実績）

アナリスト・機関投資家向け
決算説明会 2回

海外IR 8回
国内外機関投資家との
個別面談

個別面談社数：411社
（うち海外投資家 205社）

個人投資家向け説明会 参加者数：498名

詳細は、当社ウェブサイト「個人投資家向け説明会」をご覧ください。
https://www.smth.jp/investors/individual_meeting/index.html

2017年12月に開催した説明会では、朝日放送の三代澤康司アナウンサーとの対
談を通じて、当社の魅力をわかり易く、個人投資家の皆さまにお伝えしました。

2018年2月に開催した三井住友トラストIR Dayの様子
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● 金融円滑化への対応

三井住友トラスト・グループでは、中小企業のお客さまや住宅
ローンをご利用のお客さまへの円滑な資金供給を最も重要な社会
的使命の一つと位置付け、その実現に向けて取り組んでいます。
三井住友信託銀行は、中小企業のお客さまや住宅ローンをご利

用のお客さまからの各種ご相談やご返済条件の変更などのお申し
込みに迅速かつ適切にお応えするなど、さらなる円滑な金融仲介
機能を発揮していくため、金融の円滑化に関する基本方針を定め
ています。
また、円滑な金融仲介機能を発揮するため、営業店におけるお客

さまからのご返済条件の変更などに関するご相談やお申し込みに
適切に対応する体制、本部における営業店の対応状況を適切に把
握する体制を整備するとともに、金融円滑化に関する苦情やご相談
については、各営業店のほか専用ダイヤル等で受け付けています。

2013年3月末に「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るた
めの臨時措置に関する法律」の期限が到来致しましたが、今後も引
き続き、中小企業のお客さまの事業活動の円滑な遂行と住宅ロー
ンをご利用のお客さまの生活の安定のため、適切かつ積極的な金
融仲介機能の発揮に向けて取り組んでいくとともに、東日本大震
災および熊本地震の影響を直接または間接に受けているお客さま
からのご返済条件の変更などに関するご相談やお申し込みがあっ
た際には、お客さまのご事情に応じて柔軟かつ適切に対応するよ
う努めていきます。
なお、三井住友信託銀行では、「経営者保証に関するガイドライ

ン」を尊重し、遵守するための態勢を整備しており、同ガイドライン
の活用状況についてホームページに開示しています。また、2016年
4月から適用された「自然災害による被災者の債務整理に関するガ
イドライン」への受付体制を整理し、お客さまからのご相談に適切
に対応しています。

●   中小企業のお客さまの経営の改善および地域の活性化の
ための取り組みの状況

（1） 中小企業のお客さまの経営支援に関する取組方針
三井住友信託銀行は、中小企業のお客さまに対しては、経営相

談や経営指導、経営再建計画策定支援といったコンサルティング
機能の発揮を通じ、お客さまの実情を踏まえた事業改善や再生に
向けた支援などの取り組みを行っています。

（2） 中小企業のお客さまの経営支援に対する態勢整備
三井住友信託銀行では、中小企業のお客さまの経営支援を行う

ため、法人企画部とローン業務推進部にそれぞれ「金融円滑化推
進室」を設置し、お客さまからの各種ご相談やお申し込みに適切か
つ十分にお応えしていくための態勢を整備しています。
中小企業のお客さまの経営支援に係る具体的な対応としては、
営業店ならびに本部にて、中小企業のお客さまの業況や取引状況
などを踏まえ、ご事情に応じて経営再建計画の策定支援や、経営
再建計画の進捗に向けたサポートなどの取り組みを行っていま
す。また、お客さまの海外進出や事業承継への支援、電子記録債権
に係る態勢も整備しています。

①海外進出への支援に係る取り組み
三井住友信託銀行では、ニューヨーク、ロンドン、シンガポー

ル、香港、上海およびタイの5支店・1現法体制で海外に進出する
日系企業のお客さまへ融資、預金、為替、デリバティブなどの金
融サービスをご提供しています。
独自の拠点展開に加え、アジア各国の有力銀行との提携によ

り、ニーズの拡大する現地通貨建て金融サービスにも力を入れて
います。インドネシアでは、シンガポール大手のDBS Bank Ltd.の
現地法人であるPT Bank DBS Indonesia内に設置する『DBSI – 
SuMi TRUST Japanese Business Services』、ベトナムでは、業
務提携覚書を締結するB a n k  f o r  I n v e s t m e n t  a n d 
Development of Vietnam（以下、BIDV）およびBIDVとのリース
合弁会社『BIDV-SuMi TRUST Leasing Company, Ltd』を通じ、
各国への進出日系企業向け金融サービスの強化を図っています。

②事業承継の支援に係る取り組み
三井住友信託銀行では、2013年4月、相続、資産承継・事業承継

関連サービスの営業店サポート機能をプライベートバンキング部
に集約し、法人、個人双方のお客さまの多様な資産承継・事業承
継ニーズに対して、きめ細かなご提案と迅速な情報提供を行って
います。関連会社（三井住友トラスト・ウェルスパートナーズ）とも
連携しながら、企業オーナーのお客さまや資産家のお客さまの
ニーズに対してオーダーメードのサービスをご提供しています。
また、企業オーナーのお客さまの抱える相続や事業承継など
に対する不安や課題の身近な相談窓口として、全国の営業店に
財務コンサルタントを配置し、豊富な経験を通じて蓄積したノウ
ハウを生かし、「相続、資産承継・事業承継」「資産運用・管理」の
両面において、お客さまからのご相談をお受けしています。
さらに、これまで信託銀行とのお取引をいただいていないお客

さまに対しても、広く三井住友信託銀行のコンサルティング機能
を知っていただく機会として、提携税理士法人などとも協働し、
企業オーナーさま向けの「相続・事業承継税制」「信託を活用した
事業承継対策」等をテーマとするセミナーを開催しています。

③電子記録債権に係る取り組み
　三井住友信託銀行では、中小企業のお客さまの資金調達の円
滑化等に資するべく、2012年2月から、全国の金融機関が参加す
る「全銀電子記録債権ネットワーク」に基づく「でんさいサービ
ス」をご提供しています。加えて、「でんさい一括ファクタリング
サービス」もご利用いただいています。

（3）  中小企業のお客さまの経営支援に関する取組状況・地域の活
性化に関する取組状況
三井住友信託銀行は全国に営業店があり、特定の地域の活性化

のための取り組みは行っていませんが、各営業店のお取引先の個
別のご事情や取引状況に応じ経営改善に向けた支援を中心とした
取り組みを行っています。

具体的な取組事例
•  お取引先の遊休不動産（賃貸ビル等）の売却について、買い手
候補先のご紹介および売却仲介を通じ、お取引先の有利子負
債の削減に寄与。

•  お取引先に対する営業斡旋（不動産の測量案件）を実施、お取
引先の売上向上に寄与。

金融円滑化への取り組み
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金
融
お
よ
び
信
託
の
歴
史

2011年
東日本大震災

2010年
欧州債務危機

2008年
リーマンショック

2004年
改正信託業法施行

2007年
改正信託法・信託業法施行

1923年
信託法・信託業法施行

1952年　貸付信託法施行

1966年　厚生年金基金信託の取扱開始

1972年　財産形成信託の取扱開始

1975年　特定贈与信託の取扱開始

1977年　公益信託の取扱開始

1984年　土地信託の取扱開始

2012年
特定寄附信託の取扱開始
後見制度支援信託の取扱開始

1986年
三井住友トラスト・アセット
マネジメント設立

2000年
日本トラスティ・サービス
信託銀行設立

2009年
日興アセットマネジメントを
子会社化

2012年
•  三井住友信託銀行発足

1925年
住友信託設立

1924年
三井信託設立

1962年
中央信託銀行設立

2000年
合併し、中央三井信
託銀行発足

2011年
•   三井住友トラスト・
ホールディングス発足
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「The Trust Bank」の
実現を目指して

2013年
教育資金贈与信託の取扱開始

2014年
NISA開始

2015年
結婚・子育て支援信託の取扱開始

2016年
日銀がマイナス金利政策導入

2017年
トランプ政権発足

2013年
三井住友信託銀行
•  教育資金贈与信託
〈愛称:孫への想い〉
取扱開始

2014年
三井住友信託銀行
•  システム完全統合

2016年
•  当グループのフィデューシャリー・デュー
ティーに関する取組方針制定

2018年（予定）
10月
•  三井住友信託銀行の資産運用機能と
三井住友トラスト・アセットマネジメントが統合

•  日本トラスティ・サービス信託銀行と資産管理サービス
信託銀行の完全親会社「JTCホールディングス」設立

2017年
•  指名委員会等設置会社へ
移行

2015年
三井住友信託銀行
•  結婚・子育て支援信託
〈愛称:つなぐ想い〉取扱開始

•  セキュリティ型信託取扱開始
•  泰国三井住友信託銀行開業
•  シティカードジャパンを子会社化し、
三井住友トラストクラブと商号変更

当グループの沿革
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「信託」とは、金銭や不動産などの財産を有する者が、委託者として信託行為（例えば、信託契約、遺言）によって、その財産（信

託財産）を信頼できる受託者に移転し、受託者は委託者が設定した信託目的に従って受益者のために信託財産の管理・処分な

どをする制度です。

1. 信託の基本的な仕組み

信頼に応えるべき受託者には、
法律上のさまざまな義務が課せられています。

信託財産

委託者

受託者

信託契約・遺言

信託目的の設定・
財産の移転

管理・処分

信託利益の給付

善管注意義務
忠実義務

分別管理義務など

監視・監督権

受益者

信託目的

「信託目的」とは、委託者が信託設定によって達成しようとする目標であり、受託者の行動の指針となるものです。

信託の主な機能

2. 信託の目的・機能

財産管理機能 財産の管理処分権が受託者に与えられます。
（同時に受託者にはさまざまな義務が課せられます）

倒産隔離機能 信託財産が委託者および受託者の倒産の影響を受けません。
転換機能 財産を信託することにより、信託受益権という権利に転換され、

信託の目的に応じた形に転換されます。
• 質の転換（財産を受益権に転換することができます（いわゆる証券化））
• 数の転換（小口の金銭を一口に集め、合同で運用することができます）
• 時間の転換（自分の死後も定期定額で贈与することができます）
• 能力の転換（運用の専門家に任せることができます）

善管注意義務
受託者は、信託事務を処理する
にあたって善良な管理者の注意
をもってしなければなりません。

忠実義務
受託者は、受益者のため忠実に
信託事務の処理をしなければな
りません。

分別管理義務
受託者は、信託財産に属する財
産と固有財産（受託者自らが本
来有する財産）やほかの信託財
産に属する財産とを、分別して
管理しなければなりません。

公平義務
受託者は、受益者複数の信託にお
いて、受益者のために公平にその
職務を行わなければなりません。

代表的な受託者の義務は以下の通りです。
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主な信託商品等

3. 信託銀行の業務範囲

「信託銀行」とは、銀行業務と信託業務の両方を営んでいる銀行のことを指します。

信託銀行は、銀行法上の銀行が、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律※に基づく認可を得て、信託業務を兼営する

形態をとっています。

※金融機関の信託業務の兼営等に関する法律   第1条第1項（抜粋）
　銀行その他の金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法第二条第一項に規定する信託業及び次に掲げる業務を営むことができる。

• 不動産関連業務
 （売買仲介、鑑定など）
• 証券代行業務
 （株主名簿管理など）
• 相続関連業務
 （遺言執行、遺産整理など）
など

併営業務
• 年金信託業務
• 証券信託業務
 （投資信託受託など）
• 資産流動化業務
 （金銭債権・不動産など）
など

信託業務（狭義）
• 預金業務
• 貸出業務
• 為替業務
• 付随業務
 （有価証券の売買、
 デリバティブ取引など）
など

銀行業務
（広義の）信託業務

通常の「銀行」業務 「信託の引受」に係る業務 財産の管理・処分等に
関連する各種サービスのご提供

任意後見制度支援信託

後見制度支援信託

申込書等の提出
金銭の信託

家庭裁判所の指示書
に即した金銭の交付

指示報告

家庭裁判所

指示報告

被後見人さま
（委託者兼受益者）

親族後見人・専門職後見人
（法定代理人）

三井住友信託銀行
（受託者）

特約付指定金銭信託 金銭を
管理

被後見人さまの財産を保護し、将来にわたる生活の安定に資するための信託です。信託金は、必要に応じて、家庭裁判所の
指示書に基づき設定された特約によって、定期的に一定額が被後見人さまに交付されます。なお、家庭裁判所の指示書に基
づく場合を除いて、一時金の交付等のお申し出を承ることはできません。

任意後見制度支援信託は、任意後見制度をご利用される方の財産を信託で管理することで、任意後見制度をサポートする
ための信託です。任意後見契約が発効した後は、お預け入れいただいた金銭信託からの払い戻しには任意後見監督人の同
意が必要となりますので、安全・確実に財産の保護を図ることができます。また、日々の生活に必要な資金などを定期的にお
受け取りいただくこともできますので、任意後見人が担う財産管理のご負担も軽減することができます。

• 公益信託
• 特定寄附信託
• 特定贈与信託
• 後見制度支援信託
• 任意後見制度支援信託

公
益
・
福
祉
増
進

• 遺言信託、遺産整理
• 家族おもいやり信託
• 教育資金贈与信託
• 結婚・
 子育て支援信託

資
産
承
継
・
移
転

• 流動化信託
 （金銭債権、不動産）

企
業
の

財
務

ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン

• 投資信託
• 年金信託
• 金銭信託

資
産
運
用
・
管
理

● 商品の一例

※ 上記のほか、親族間で信託が行われる「民事信託」向けに、受託者名義の専用預金口座をはじめとする各種金融
サービス等のご提供も行っています。

任意後見契約

お客さま
（利用者）

任意後見人
（任意後見受任者）

信託とは
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2017年度の業績につきましては、三井住友信託銀行における市場関連損益の悪化解消を主因に業務粗利益が増加し、実質
業務純益は前年度比381億円増益の2,705億円、親会社株主に帰属する当期純利益は同325億円増益の1,539億円となりま
した。
実質業務純益、親会社株主に帰属する当期純利益ともに、通期計画を達成し、順調な進捗となっています。

（計画達成率： 実質業務純益104%、親会社株主に帰属する当期純利益103%）

（単位： 億円）

■2017年度決算の概要
＜連結＞三井住友トラスト・ホールディングス（連結）

※1 株主資本当期純利益率
※2  当社は2016年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施しました。

2016年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、上記のEPSおよびBPSを算出しています。

2016年度（A） 2017年度（B） 増減（B）－（A） 増減率
実質業務純益 *  2,323  2,705  381  16.4%
経常利益  1,963  2,326  362  18.5%
親会社株主に帰属する当期純利益  1,214  1,539  325  26.8%

与信関係費用 *  △ 285  29  315  －

株主資本 ROE※ 1  6.07%  7.40%  1.33%  －
1株当たり当期純利益（EPS）※ 2  317円24銭  403円92銭  86円68銭  27.3%
1株当たり純資産（BPS） ※ 2  6,437円58銭  6,897円36銭  459円78銭  7.1%

＜配当＞

2016年度（A） 2017年度（B） 増減（B）－（A）
1株当たり配当金（普通株式）  130円00銭  130円00銭  ̶
（注） 当社は2016年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施しました。2016年度の期首に当該株式併合が行われ

たと仮定し、上記の1株当たり配当金を記載しています。

（注1）金額が損失または減益の項目には△を付しています。
（注2）記載金額は、億円未満を切り捨てて表示しています。

＜単体＞三井住友信託銀行（単体）

2016年度（A） 2017年度（B） 増減（B）－（A） 増減率
実質業務純益 *  1,505  1,897  392  26.0%
資金関連利益 *  2,167  1,765  △ 401  △ 18.5%
手数料関連利益 *  1,969  1,902  △ 66  △ 3.4%
特定取引利益  170  104  △ 66  △ 38.8%
その他業務利益  △ 473  495  969  –
経費  △ 2,327  △ 2,370  △ 43  1.8%

臨時損益等  △ 332  △ 167  164  △ 49.5%
経常利益  1,173  1,729  556  47.4%
特別損益  △ 59  △ 83  △ 23  38.9%
当期純利益  776  1,179  403  51.9%

与信関係費用 *  △ 249  70  319  –

（単位： 億円）

「 」のついた用語についてはP.99下欄の用語集をご参照ください。
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損益の状況

三井住友信託銀行における2016年度の市場関連利益の悪化が
解消したことを主因に、前年度比381億円増益の2,705億円となり
ました。

不動産仲介手数料、資産運用・資産管理関連の収益は前年度比
着実に増加する一方、相続関連での前年度一過性要因解消の影
響により、前年度比28億円減益の4,054億円となりました。

国内預貸収支が改善する一方、2016年度の一過性要因である
スワップ解約益（債券見合い）解消の影響により、386億円減益の
2,082億円となりました。

実質業務純益の増益を主因に、前年度比325億円増益の1,539
億円となり、中期経営計画の初年度として計画1,500億円を上回る
着実な進捗となりました。

実質業務純益
経常利益から、与信関係費用や株式等関係損益などの臨時的な要因の影響を控除したもので、実質的な銀行の本業の収益を表すものです。

与信関係費用
貸出金などに対する引当金の計上や償却処理に要した費用のことです。

資金関連利益
貸出金や有価証券運用による収入から、預金などに支払った利息を差し引いた収支のことです。

手数料関連利益
投資信託の販売や不動産仲介手数料、受託財産に係る信託報酬などの収支のことです。

用語集

「 」のついた用語については下欄の用語集をご参照ください。

■ 実質業務純益＊

■ 手数料関連利益＊

■ 資金関連利益＊

■ 親会社株主に帰属する当期純利益

2015 2016 2017

0

4,000（億円）

3,000

2,000

1,000

単体 連結

1,897

2,705

1,505

2,3232,491

3,183

（年度）

2015 2016 2017
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1,999
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2,0822,167

2,468
2,239
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2015 2016 2017

0

2,000（億円）

1,500

1,000

500
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財務の状況

※ 【バーゼルⅢとは】
バーゼル銀行監督委員会が2010年12月に公表し、日本では2013年3月末から段階的
に導入された、国際的に活動する銀行の健全性を強化するための自己資本規制のこ
とです。バーゼルⅢでは、万一の損失を穴埋めでき、返済不要である普通株式と内部
留保などからなる「普通株式等Tier1資本」等を新たに定義し、投資や融資などのリス
ク資産に対する割合（「普通株式等Tier1比率」等）を一定水準以上とすることが求め
られます。

金融再生法開示債権
金融再生法によって開示が定められているもので、以下の通りに区
分されています。一般的に「不良債権」を示すものとして使用されて
いるものです。
破産更生等債権
破産、会社更生、再生手続などにより経営破綻に陥っている
債務者に対する債権およびこれらに準じる債権です。
危険債権
債務者が経営破綻の状態に陥っていないが、財政状態および
経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収および利息
の受け取りができない可能性が高い債権です。
要管理債権
3カ月以上の延滞が発生したものや、金利減免などの貸出条件の
緩和がなされた債務者に対する債権です。

自己資本比率等
バーゼルⅢ※における自己資本は、「普通株式等Tier1資本」「Tier1
資本」「総自己資本」の3段階で構成されており、各々をリスク・ア
セットで除したものを「普通株式等Tier1比率」「Tier1比率」「総自
己資本比率」といいます。
普通株式等Tier1資本
資本金、資本剰余金および利益剰余金など、自己資本の中でも中
核的な位置付けの資本です。
Tier1資本
普通株式等Tier1に、優先株式など「その他Tier1資本」を加えた
ものです。
総自己資本
T ier1資本に、劣後債や劣後ローンといった負債性資本調達
手段などのTier2資本を加えた資本の総額です。

用語集

■ 貸出金・預金（単体）

■ 自己資本比率等＊（連結）

■ 金融再生法開示債権＊（単体）

「 」のついた用語については下欄の用語集をご参照ください。

2016年3月末 2017年3月末 2018年3月末
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普通株式等Tier1比率 Tier1比率 総自己資本比率

0

20（%）

15

10

5

16.42 16.31

13.54 13.74

11.04 11.33

2017年3月末 2018年3月末2018年3月末

所要水準
10.25所要水準

8.25所要水準
6.75

2016年3月末 2017年3月末 2018年3月末

0

1,500

1,000

500

（億円）

567

0.2

712

0.2

901

0.3

金融再生法開示債権（左軸） 開示債権比率（右軸）

3.0

2.0

1.0

0

（%）

貸出金は、海外向け貸出が減少したものの、国内の個人向け貸
出が順調に増加したことから、前年度末比横ばいの28.2兆円とな
りました。預金等※は、定期性預金は減少したものの、流動性預金
および信託元本の増加が上回り、同1.5兆円増加の34.4兆円とな
りました。
※預金等は譲渡性預金を除き、元本補てん契約のある信託を含みます。

普通株式等Tier1比率は、リスクアセットが増加した一方、純利
益を積み上げたことから、前年度末比0.29ポイント上昇の11.33％
となりました。普通株式等Tier1比率、Tier1比率、総自己資本比率
いずれも規制上の所要水準を十分に上回る水準を確保してい
ます。

金融再生法開示債権残高は、破産更生等債権が増加する一方、
危険債権、要管理債権が減少した結果、全体でも前年度末比145
億円減少の567億円、開示債権比率は横ばいの0.2％となりまし
た。また、担保および引当金による保全率は、危険債権が92％、要
管理債権が97％と、十分な水準を確保しています。

業績ハイライト
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商号 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
本店所在地 東京都千代田区丸の内1-4-1
設立日 2002年2月1日（2011年4月1日 商号変更）
主な事業内容  信託銀行を中核とする、三井住友トラスト・グループの経営管理機能を担う金融持株会社として、

以下（1）～（6）を主な機能としています。
（1） グループ経営戦略企画機能
（2） 業務運営管理機能
（3） 経営資源配分機能
（4） リスク管理統括機能
（5） コンプライアンス統括機能
（6） 内部監査統括機能

資本金 2,616億872万5,000円
発行済株式総数  普通株式390,348千株 （株式数は、千株未満を切り捨てて表示しています。）
上場証券取引所 東京（第一部）、名古屋（第一部） 
証券コード 8309

2018年7月発行

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 広報室
〒100-8233 東京都千代田区丸の内1-4-1

電話 03-6256-6000（代表）
ホームページ https://www.smth.jp/

● 本誌は銀行法第21条および第52条の29に基づいた説明書類です。
● 本資料には、将来の業績に関する記述が含まれています。こうした記述は、将来の業績を保証するものではなく、リスクや不確実性を内包するものであることにご留意ください。

格付情報 （2018年6月末現在）
長期 アウトルック 短期 財務

三井住友トラスト・ホールディングス
日本格付研究所（JCR） AA- 安定的 ̶ ̶
格付投資情報センター（R&I） A 安定的 ̶ ̶

三井住友信託銀行

スタンダード＆プアーズ（S&P） A 安定的 A-1 ̶
ムーディーズ（Moody’s） A1 安定的 P-1 ̶
フィッチ・レーティングス（Fitch） A- 安定的 F1 a-※
日本格付研究所（JCR） AA- 安定的 ̶ ̶
格付投資情報センター（R&I） A+ 安定的 a-1 ̶

※存続性格付を記載

ウェブサイト
当グループの詳細はウェブサイトでご覧になれます。

三井住友トラスト・グループについて
https://www.smth.jp/about_us/index.html

IRライブラリ
https://www.smth.jp/ir/index.html

サステナビリティの取り組み
https://www.smth.jp/csr/index.html

三井住友トラスト・ホールディングス　2018 統合報告書 ディスクロージャー誌 本編

三
井
住
友
ト
ラ
ス
ト
・
グ
ル
ー
プ
の
概
要

三
井
住
友
ト
ラ
ス
ト
・
グ
ル
ー
プ
が

目
指
す
姿

事
業
戦
略

経
営
基
盤

企
業
情
報

101

当社の概要 （2018年3月末現在）



本冊子は環境に優しい植物油インキで印刷されています。

三井住友トラスト・ホールディングスは、環境保全に貢献したいと
の想いから、本冊子に「FSC®森林認証紙」を使用しています。
FSC®森林認証紙とは植林から伐採までのサイクルを適正に
管理し、周りの生態系等にも十分配慮した森林の木材を原
料にした用紙です。この用紙の使用は、社会・環境・経済に
配慮した森林経営を支援し、森林保護にも役立ちます。




